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2018 年 11 月 30 日、米国のトランプ大統領、メ
キシコのペニャ・ニエト大統領（当時）とカナダ
のトルドー首相が、G20 開催地のアルゼンチン・
ブエノスアイレスで「米国・メキシコ・カナダ協
定（USMCA）」の協定文に署名した。トランプ氏
が 2017 年 1 月の大統領就任演説で北米自由貿易協定

（NAFTA）の再交渉を宣言してから約 22 か月、再
交渉が始まり合意に漕ぎ着けた経緯を本稿では、米
国の視点から考えてみたい。

NAFTA離脱寸前だったトランプ大統領
米国、メキシコ、カナダの 3 カ国による NAFTA

再交渉は、2017 年 8 月から開始された。17 年 1 月の
トランプ氏の大統領就任から約 7 か月での交渉開始
は、トランプ政権の通商政策の中では早い方に属す
る。同政権が実際に保護主義の通商政策に傾斜し始
めたのも、NAFTA 以外の米国の主要貿易相手国・
地域である中国、EU、日本との通商協議を開始した
か開始を合意したのも、18 年に入ってからであった。

トランプ政権が通商協議を求めた相手国・地域
は、同政権が貿易赤字削減など米国第一主義の実現
を目指す要求をすると警戒していた。その中で、メ
キシコとカナダが米国との協議に早く応じたのは、
NAFTA 再交渉での米国の要求内容や姿勢が、他
の国・地域との協議と比べて穏健だったからではな
い。トランプ氏は 2016 年大統領選の選挙戦の頃か
ら貿易赤字の削減に向けて NAFTA 再交渉を求める

強硬姿勢を明確にしていたし、大統領就任演説でも
NAFTA 再交渉を宣言した。しかも大統領就任後も
NAFTA 離脱に言及していた。

それなのに、メキシコとカナダは NAFTA 再交
渉にすぐに応じたのは、3 か国が NAFTA の近代化

（Modernization）のための再交渉は必要という認識
で一致していたからだろう。NAFTA は 1994 年 1
月の発効から改定されたことがなく、技術革新など
時代の変化に対応できなくなっているという問題が
あった。

もう一つは常識的にはあり得ない米国の NAFTA
離脱をトランプ大統領なら強行しかねないというメ
キシコとカナダの懸念からだったと思われる。現在
の 3 か国の経済の相互依存関係は非常に強く、米国
にも NAFTA 離脱はダメージが大きすぎて取りうる
政策ではないが、保護主義を強く信奉して合理的で
ない言動も目立つトランプ大統領なら否定できない。
それなら交渉に応じて、米国の経済界や議会などの
良識にも訴えて米国の NAFTA 離脱という最悪の事
態を避けるべきと判断したのではないか。

実際、メキシコとカナダの懸念は妥当だった。ワ
シントンポスト紙の著名記者ウッドワード氏がトラ
ンプ大統領の下でのホワイトハウスの内情を描いた
著作『恐怖の男（Fear）』によれば、2017 年 4 月下
旬にトランプ氏が NAFTA からの離脱通知書に署名
する寸前まで進んだことがあったという。この時は、
トランプ氏は周囲の説得に応じず側近に通知書を作

ラテンアメリカへの

米国トランプ旋風の波紋

トランプ政権の対ラテンアメリカ政策とは？
－ NAFTA 再交渉を米国側からみる－

今村 卓

米国のトランプ大統領が中国はじめ日欧に貿易不均衡是正を迫り、メキシコ・カナダとの
NAFTAの再交渉を行いある程度まで譲歩を勝ち取った。「米国第一」を優先する外交はラ
テンアメリカにもじわじわと影響が出始めている。オバマ前政権時に国交を回復したキュー
バとの関係は逆戻りし、中米からは米国に入ろうとするキャラバンが押し寄せ、対ラテン
アメリカ外交停滞の間隙を突いて、中国が中米・カリブの国々に影響を拡大している。

特集
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成させた。それにトランプ氏が署名する前にコーン
国家経済会議（NEC）委員長（当時）が通知書を持
ち去り、その後はトランプ氏が署名を忘れたことで
離脱は回避されたという。トランプ氏の NAFTA 離
脱への言及は、メキシコとカナダへの脅しだけでは
なかったのである。

トランプ氏は離脱通知書も署名も忘れたのだか
ら、この時の NAFTA 離脱の試みは衝動的だったと
はいえる。しかし、仮にメキシコとカナダが再交渉
に応じる時期がもっと遅くなっていれば、トランプ
氏が再び NAFTA 離脱を思い出して動いていた可能
性は十分にある。しかも政権 2 年目に入るとトラン
プ政権は保護主義に傾斜し、コーン前 NEC 委員長
を含めた政権内部の主要な国際協調派の閣僚・側近
は政権を去った。この時点で NAFTA 再交渉が始
まっていなければ、NAFTA 離脱はあり得ただろう。
早い時期に NAFTA 再交渉が始まったことにより、
NAFTA はトランプ大統領の離脱への衝動から守ら
れたといえる。

対立乗り越えてUSMCAに3か国首脳が署名
始まった NAFTA 再交渉は、デジタル貿易など

NAFTA 近代化に関する条項の協議が中心だった
2017 年 9 月の第 3 回会合までは順調に進んだ。だが、
米国は同年 10 月の第 4 回会合から自国の貿易赤字の
削減を交渉目的に示して米国第一主義を実現するた
めの提案に重点を移し、交渉姿勢も強硬になっていっ
た。そうなるとメキシコとカナダは当然のように反
発し、交渉は難航する局面に移った。

対立点となった重要項目は、第一に 5 年ごとに 3
か国が更新で合意しなければ NAFTA を終結させる
サンセット条項の導入、次に自動車・部品を中心と
する原産地規則の厳格化だった。投資家対国家の紛
争終結手続き（ISDS）の見直し、米国の政府調達に
おけるバイアメリカンの強化、労働に関して規定の
国際基準の遵守や紛争解決手続きの適用、為替操作
の防止、アンチダンピング関税など貿易救済措置の
発動条件の緩和なども米国は提案した。

対立点の中でも目立ったのは、サンセット条項だっ
た。米国の NAFTA 離脱の可能性は低くなっていた
が、トランプ大統領が相変わらず言及していたため、
NAFTA 離脱につながる条項としてメキシコとカナ
ダは反発した。一方、項目として協議の難航が予想
されたように NAFTA 再交渉の焦点になるとみられ

たのが、自動車・部品の原産地規則の厳格化だった。
第 4 回会合では米国は現地調達率の 62.5％から 85％
への引き上げ、米国産品の調達率 50％の導入を求め
たとされ、メキシコとカナダはもちろん、米国の自
動車・部品業界からも反対の声が上がった。

もっとも、メキシコとカナダにも再交渉が決裂す
れば米国の離脱通知に進みかねないとの危機感はあ
り、2018年1月の第6回会合では両国が対案を示して、
決裂は避けられ、交渉の状態はこう着から議論に移っ
た。3 か国が核心となる問題とした自動車・部品等
の原産地規則、サンセット条項、紛争解決の各分野
でも、米国とメキシコ・カナダの距離はあるが、議
論は始まった。

その後の再交渉は、米国が貿易赤字削減のため
に掲げた提案では対立が残り、7 月 1 日のメキシコ
大統領選挙前の合意という目標も達成できなかっ
た。しかし、同選挙で新興左派政党・国家再生運動

（MORENA）のロペス＝オブラドール氏が圧勝し、
ペニャ・ニエト政権の交渉姿勢を支持する方針を示
すと、米国とメキシコは 2 国間での閣僚会合を進め、
難関だった自動車・部品の原産地規則を中心に協議
が進み始め、8 月 27 日に暫定合意に漕ぎ着けた。こ
れを受けてトランプ大統領は 11 月末までに協定を
締結する意図を議会に通知し、9 月末までにカナダ
が新協定への加盟に合意すれば 3 か国の枠組みを維
持するとした。その後は米国とカナダの二国間協議
が始まった。カナダの乳製品市場開放と紛争解決メ
カニズムを巡る対立で交渉は難航したが、両国とも
3 か国協定の維持を求める声に押されて歩み寄り、9
月 30 日深夜に両国が合意した。新たな 3 か国協定は
NAFTA の名称を嫌うトランプ大統領の意向を汲ん
で、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）とい
う名称になり10月1日にUSMCA原文が公表された。
11 月 30 日には 3 カ国首脳が USMCA の協定文に署
名した。

米国の総意を反映したUSMCA
公開された USMCA 原文によれば、NAFTA 再交

渉の最大の対立点の一つだった自動車・部品の原産
地規則は、域内部材調達比率が 75％、部材の 40 ～
45％は平均時給 16 米ドル以上の地域でつくるように
求める賃金条項も導入された。また付属文書で米国
のメキシコとカナダからの乗用車輸入にそれぞれ年
260 万台の数量枠を設け、枠内なら高関税を課さな
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いことが定められた。米国は当初提案ほど強硬では
ないが、米国第一主義の主張を相当反映した合意と
いえる。サンセット条項は 16 年間の期限設定の上で
6 年ごとの見直しになった。米国の当初の提案より
は譲歩だが、域内投資の予見可能性の低下の恐れが
残った。ISDS は石油ガス、インフラ、発電、通信で
は維持、その他は制限の設定で米国が歩み寄った。

また、USMCA では相手国の通貨安誘導を防ぐ為
替条項も導入された。通貨政策に関する項目の通商
協定への明記は異例である。米国の要求を受け入れ、
為替介入を含む競争的な通貨切り下げの自制を明記
したことは、通商協定により他国の通貨政策と金融
政策に干渉する口実を与え、市場を混乱させる要因
を作ってしまった恐れがある。

さらに USMCA には事実上の中国封じ込め策も盛
り込まれた。3 か国のいずれかが非市場経済国との
自由貿易協定を結ぶ場合、残りの 2 か国は 6 か月後
に協定を離脱して 2 国間協定を結ぶことができると
して、カナダとメキシコの中国との FTA 交渉を難
しくした。

NAFTA 再交渉の開始から 1 年 3 か月余りでの
USMCA への 3 か国首脳の署名という結果は、トラ
ンプ氏の衝動に駆られての米国の NAFTA 離脱とい
う最悪の結果に比べれば、はるかにましである。ト
ランプ氏の暴走を直接止めたのはコーン氏ら政権内
部の国際協調派だったが、その裏には NAFTA か
ら離脱すれば極端なダメージを受ける米国のビジネ
ス界からの強い圧力があった。2017 年の米国のカ
ナダとメキシコに対する輸出額はそれぞれ 2,823 億
ドル、2,433 億ドル。中国に対する輸出額 1,299 億
ドルの 2 倍前後であり、米国の企業や農家にとって
は NAFTA 離脱などあり得なかった。トランプ氏の
NAFTA 離脱へのこだわりも、米国のメキシコ、カ
ナダとの相互依存に目を向けず、貿易赤字は負け、
メキシコからの輸入を減らせば支持基盤の白人労働
者階級の雇用が増えるといった誤った考えに執着し
ただけであり、同氏もビジネス界からの圧力に耐え
られず、要求を再交渉に切り替えた。

それでも、NAFTA 再交渉ではトランプ氏の米
国第一主義を目指す提案の多くをメキシコとカナダ
が受け入れる結果になった理由は二つ考えられる。
一つは、米国民の自由貿易への不信の増大である。
2014 年の世論調査では、貿易が雇用を破壊すると思
う有権者が 5 割に達し、雇用を創出すると思う人は

2 割しかいなかった。メキシコ、中国などからの安
価な輸入品に雇用を奪われた白人労働者階級は多く、
トランプ氏の中核の支持基盤になっている。こうし
た背景から米国内からの自国第一主義の実現を求め
る圧力が強まり、メキシコとカナダも応じざるを得
なくなった。もう一つは、ライトハイザー USTR 代
表が NAFTA 再交渉を主導したことである。同氏
は 1980 年代の日米貿易摩擦では日本に自動車の輸出
自主規制を受け入れさせた実績を持つ能吏である。
NAFTA 再交渉でもトランプ氏の NAFTA 離脱への
言及をメキシコとカナダへの脅しに巧みに活用し、
両国から譲歩を引き出した。同時期にライトハイザー
氏が主導しなかった米中通商協議は停滞して貿易戦
争が生じているという現実もある。

一方で、米国第一主義を目指す提案が 3 か国の経
済を歪めていることを認識する必要もある。自動車・
部品の原産地規則の修正は、北米での自動車生産の
コストを増加させてしまう可能性が高い。トランプ
政権の目指す自動車各社のメキシコから米国への生
産拠点のシフトは進んでも、それで生産される自動
車の競争力が低下すれば米国内で雇用が増えない可
能性もある。さらにトランプ政権がメキシコとカナ
ダへの圧力にも利用した鉄鋼・アルミへの高関税や、
検討中の自動車・部品への高関税も、再交渉では効
力を発揮したが、米国の鉄・アルミや自動車の購買
者に重い負担を課す。その結果は、NAFTA 域内の
企業の競争力や生産性の向上の妨げになっている。

最後に USMCA の発効の前に、米国では批准に向
けた議会の手続きという関門がまだ残っていること
に注意が必要である。米国では議会での USMCA の
実施法案の審議と通過が必要であり、同法案の審議
は 2019 年 1 月から、18 年 11 月の中間選挙で勝利し
た民主党が多数派となる下院で始まる。下院の民主
党指導部は USMCA が不十分と批判して労働者の権
利や環境保護に関する条項を強める修正を求める構
えである。これに対してトランプ大統領は、18 年 12
月初めに現行の NAFTA からの離脱を議会に通知し、
議会に USMCA か現行の NAFTA の前、1994 年以
前の貿易ルールに戻るか選択を求めて議会に早期批
准を迫り圧力を掛けようとしているが、その先は不
透明であり、批准が先送りになる可能性は残ってい
る。

トランプ大統領の NAFTA 再交渉宣言から、幻
の NAFTA 離脱、その後の NAFTA 再交渉での米
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国第一主義の実現を目指す条項の提案とメキシコ、
カナダとの攻防、そして NAFTA 再交渉の合意と
USMCA の 3 か国署名、今後の批准までの米議会に
残る火種まで。NAFTA を巡る変化はすべて米国か
ら始まり、メキシコとカナダがそれに対応するとい
うパターンで進んできた。それも NAFTA 発効か
ら 24 年が経ち、米国主導だが 3 か国の経済の密接な
相互依存関係が形成されたからこそである。今後の
USMCA もこの構図の中での変化が続いていくと考
えてよいだろう。

（いまむら たかし　丸紅経済研究所長）

ラテンアメリカ参考図書案内

『ルポ 不法移民とトランプの闘い 
　　－ 1100 万人が潜む見えないアメリカ』

田原 徳容　光文社（新書）
2018 年 10 月　383 頁　900 円＋税　ISBN978-4-334-04377-3  

『ルポ 不法移民 －アメリカ国境を越えた男たち』
田中 研之輔　岩波書店（新書）
2017 年 11 月　191 頁　820 円＋税　ISBN978-4-00-431686-2  

「移民の国」米国の大統領にトランプ氏が選出されて以来、不法移民規制の動きが強まって
いるが、今なお中南米、アジア、中東、アフリカから入国し、厳しい条件下で生活している。
田原氏は読売新聞ロサンジェルス特派員。メキシコおよびカナダ国境の緊迫した状況、第二
次世界大戦下で悲惨な処遇を受けた日系人の歴史、連邦政府の規制強化に抵抗する「聖域都
市」との攻防、2017 年 9 月にトランプ大統領が発したイスラム圏からの入国制限に直面し
たシリア、イラン、イエメン移民が強制送還に怯えて暮らす姿、入国して不法滞在していた
青少年の強制送還免除措置（DACA）撤廃期限が 2018 年 3 月に期限が切れることから懸
念される家族離散を取材し、トランプ政権 1 年間の不法移民をめぐる米国内の様々な立場の
人たちに起きている問題の取材を通じて、米国の移民社会の諸問題が日本でも今後考えざる
を得ない時期がやってくると指摘している。

法政大学准教授で社会学、エスノグラフィーを専門とする田中氏も、滞在資格を持つ正規
移民と持たない非正規移民から成る移民国家米国において、強制送還の不安に怯えながらも
母国への仕送りのために劣悪な環境下で逞しく生きる不法移民の中に入って 2 年間働き、見
聞した彼らの職場、稼ぎ、快楽と暴力、切り離される家族、罰金、収監におののく日常生活
を明らかにし、貧困地区での長期失業や低所得に甘んじて生きる不法移民が、米国社会周縁
の底辺層を形成するという社会的排除が社会問題化していると指摘している。トランプ大統
領によるオバマ前大統領の施策否定と刑罰強化が顕著になっているが、厳罰化を進めても
1,130 万人もいる不法移民は「仕事を求めて米国内を移動することはあっても母国に帰るこ
とはしない」と言い、強制送還されたメキシコ人は「大統領よ、お前が何をしようが関係ない。
俺たちは何度でも帰ってくるからな」という叫びを紹介してこのルポを締めくくっている。

〔桜井 敏浩〕
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はじめに
2016 年 3 月のオバマ米大統領（当時）のキューバ

訪問後の同年 11 月、トランプ米大統領候補（当時）
は大統領選後のツイッターで、「キューバがキュー
バ人、キューバ系米国人及び米国に対してより良い
ディールをしようとしないのであれば、私はこの
ディールを終わらせる」と発信した。二国間関係が
良好に向かうと思われた中で今後の政策を変更する
可能性が仄めかされたツイートである。それから 2
年を経た今、トランプ政権下で米キューバ関係はど
のように変化したのか、あるいは変化がないのか、
本稿で述べていくこととしたい。なお , キューバ側で
も国家元首の交代があり、18 年 4 月ミゲル・ディア
スカネルが、カストロ兄弟以外の人物として 59 年ぶ
りに国家評議会議長に就任している。

オバマ政権下における対キューバ政策
まず、オバマ時代の米キューバ関係の変化を簡単

にお復習いしたい。オバマ政権下で経済制裁が一部
緩和される中、2014 年 12 月に両国外交関係の再開
に向けた議論開始が発表された。15 年、米国はキュー
バのテロ支援国家指定を解除し、外交関係が再開さ
れ、双方の首都に設置されていた利益代表部が大使
館に格上げされ、米州首脳会議開催の際にラウル・
カストロとオバマの間で首脳会談も実施された。ま
た二国間委員会も設置され、環境、人権、移民等に
関する政府対話が活性化した。16 年 3 月、現職の大
統領として実に 88 年ぶりにオバマ大統領がキューバ
を訪問し、同年 10 月、対キューバ関係正常化に向け
た取組の進展のための大統領政策指令が発表された。
14 年 12 月以降、オバマ政権下において米財務省と
商務省は 5 回にわたり政策緩和を発表した。具体的
には、キューバへの渡航規制緩和として 12 のカテゴ
リーを設けた上で一部個人渡航を可能にし、キュー
バ人による米国での口座開設及び給与受取を可能に
したほか、輸出入、金融、ビジネス、通信の分野に
おける一部緩和が実行された。「人的交流」目的の渡
航が認められ、実質観光目的の渡航が増加した。ま
た、16 年から両国間の定期航空便やクルーズ船が就

航する等の進展も見られた。かくして米国人渡航客
が急増し、ハバナ旧市街には米国人で溢れる光景が
日常的に見られた。また、外交面での象徴的な出来
事として、毎年キューバが国連総会に提出する「米
国の対キューバ経済制裁終了の必要性」決議案採択
に際し米国は長年反対票を投じてきたが、16 年は棄
権票に転じた。一連の関係改善について、米国側は
オバマ政権の外交面でのレガシー作りやラテンアメ
リカ（中南米）での米国の影響力の再構築という狙い、
キューバ側は、安全保障の確保や自国経済回復の狙
いを有していた。但し、米国の対キューバ経済制裁
自体の終了の決定は大統領に権限はなく米国議会マ
ターであり、オバマ政権下においても経済制裁解除
は実施されなかった。

2017年、対キューバ新政策発表
2017 年 1 月、トランプが大統領に就任し、同年 6

月対キューバ新政策が発表された。具体的には米国
法下にある者のキューバへの観光目的の渡航禁止の
徹底とキューバ革命軍関連企業との取引禁止の徹底
であり、同年 11 月には新政策の詳細が発表され、併
せ特定のホテルや土産屋も含まれる取引禁止対象企
業リストが公表された。これらの対応は、オバマ政
権下での規則変更以降米国からの渡航客が増える中、
革命軍関連企業への資本流出を問題視したものであ
る。

新政策により、渡航禁止規則が厳格に執行される
こととされた。オバマ政権時に渡航者数の拡大の原

トランプ政権下における米・キューバ関係 
－現状と展望－ 梯　里奈

アリシア・アロンソ・ハバナ大劇場とハバナの名所を廻る観光バス
（執筆者撮影）
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動力となった「人的交流」目的の個人渡航が禁止され、
添乗員付き団体渡航に限定された。米国内の空港か
らハバナへ出国する際、12 のカテゴリーのうち自ら
の渡航がどれに当てはまるか選択する必要がある。

観光はキューバにとってマイアミ等在住の家族か
らの送金、医療団派遣とともに重要な外貨収入源で
ある。2017 年は 470 万人の来訪があり、18 年当初は
年間 500 万人越えが目標とされていた。但し、18 年
11 月現在、目標は 475 万人に下方修正された。キュー
バ政府は米国の新政策や 17 年にキューバを襲ったハ
リケーン・イルマの風評被害が、渡航客数が期待ほ
ど伸びなかった原因としている。新政策発表後、航
空便による米国人渡航客は確かに減少したが、クルー
ズ船による渡航客は増加した。

新政策発表の一方で、民間航空便、クルーズ船の
就航、送金等は引き続き許可されており、その他の
制裁緩和措置については現状を維持するとの配慮が
見られた。したがって、トランプ大統領はオバマ前
大統領が開いたドアを少し狭めたのみで、完全に閉
じた訳ではない。

原因不明の「健康被害」
2017 年夏以降、米キューバ関係に暗雲を漂わせて

いる事項がある。「音響攻撃」と報道された件であ

る。17 年 8 月、在キューバ米国大使館員 2 名が原因
不明の病気により帰国したことを受け、在米キュー
バ大使館員 2 名が追放された。その後、米大使館員
の健康被害は 20 名以上に発生していたことが判明
し、9 月末に在キューバ米国大使館員は約 6 割の帰
国を決定。また在米キューバ大使館員 15 名もさらに
追放された。18 年にも米大館員数名が新たに健康被
害の被害者であると認められた。これらを受けて、
米国民に対するキューバ渡航回避勧告も発出された

（注：18 年 11 月現在 , 勧告は緩和されている）。さら
に、在キューバ米国大使館による一般渡航目的の査
証発給業務は停止された。一連の米国の対応に対し、
キューバ政府は「キューバは本事案に関し何ら責任
を有しておらず、このような事案の国内での発生は
例外なく許可しない。キューバは、キューバ人、米
国民含めた外国人と外交官にとって安全、平和で健
康的な国である。」と主張し、証拠や最終的な調査結
果に裏付けされない性急な決定を下さないこと、こ
のような性質の問題を政治化させないこと、本件の
調査のための米国当局による効果的な協力、の 3 点
を主に要求した。　

本件原因に関する共同調査が実施されたものの、
現在に至るまで原因や実施主体は判明しておらず、
両国大使館では現在も縮小体制が維持されている。
なお、在キューバ・カナダ大使館員にも同様の症状
が発生した可能性があるとして、同大使館では家族
の同伴滞在を認めていない。本件は調査後も原因が
判明されず、解決のための落とし所が見えない状況
である。「音響」による攻撃かどうかも不明であり、「健
康被害」と呼んでいる。在米キューバ大使館は約 50
名以上いた館員が、現在は 20 名程度の規模で運営さ
れている。2018 年 4 月からキューバは新国家元首の

革命広場にある内務省の建物。観光客はほぼ必ず立ち寄り、チェ・ゲバラと
ともに写真撮影　（執筆者知人撮影）

在キューバ米国大使館 －ハバナの海岸沿いに建つ
（在キューバ米国大使館より提供）
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下で体制を築いており、本来であれば米国も様々な
政策を実施したいところではあろうが、両国関係を
再浮上させるための人的資源は乏しい。

ディアスカネル新政権
2018 年 4 月、キューバ新国家評議会議長に 58 歳

のミゲル・ディアスカネルが選出された。フィデル
とラウルのカストロ兄弟以外の国家元首就任は 59 年
ぶりである。なお、この就任後、米国務省報道官は

「非民主的な移行プロセス」であり「キューバ政府が
権力の抑圧的な独占の維持を選択したことに失望」
と発言している。ディアスカネル国家評議会議長の
政策のキーワードは前政権からの「継続性」であり、
これは外交面でも同様である。18 年 9 月に実施した
国連総会一般討論演説でも従来の米国批判を展開し、
米国の対キューバ経済制裁や内政干渉を拒絶してい
る。他方、ニューヨーク滞在中に、グーグル等の米
国企業関係者、在米キューバ人、米国文化人、ニュー
ヨーク市長、キューバに好意的な連邦議会議員等と
の会合が実施された。米国政府との公式会合は一つ

も実施されなかったものの、考え得る米国との繋が
りを模索し、それをキューバ共産党機関紙等が積極
的に報じていた。また、ディアスカネル国家評議会
議長のニューヨーク滞在中、キューバのマリエル開
発特区において、製薬分野の米・キューバ初の合弁
会社が設置されたことも発表された。今後、必要な
承認が得られれば、キューバ製の抗がん剤が米国に
輸出される計画である。

「米国の対キューバ経済制裁終了の必要性」決議案
米国の経済制裁の根本的な問題解決は米国議会に

拠る。制裁を終了させるべく、キューバ側は毎年国
連総会に「米国の対キューバ経済制裁終了の必要性」
決議案を提出している。米国は毎年反対票を投じて
いたものの、オバマ政権下の 2016 年には棄権票に転
じた。しかし、トランプ政権下の 17 年には再度反対
票を投じている。さらに 18 年、米国はキューバの
人権状況を非難する内容で 8 本の修正案を提出した。
結果的にはキューバ側元案が採択されたが、二国間
関係が政治的に低調であることを象徴するシーンで
あった。なお、18 年 10 月に国連で米国主催のキュー
バの人権に関するイベントが開催された際、キュー
バは激しく抗議をした。

2018年、取引禁止企業追加
2018 年 11 月、ボルトン・ホワイトハウス国家安

全保障担当補佐官がマイアミにおいて「トランプ政
権の中南米政策」と題して講演を行い、その中でベ
ネズエラ、ニカラグアと並んでキューバを糾弾した。
本講演は中間選挙前という時期及び反キューバ系の
メッカであるフリーダム・タワーという実施場所に
意味があり、中間選挙での反キューバ系の票獲得を
意識したものである。ボルトンの講演の前、キュー
バに係わる非常に厳しい新政策が発表されるのでは
ないか、1996 年に制定されたヘルムズ・バートン
法第Ⅲ章の扱いの変更に至るのではないか等様々な
憶測が飛んだが、結果的には 17 年 11 月に発表され
た取引禁止企業リストの拡大程度のものであった。
キューバ側は当然本件を非難しているが、キューバ
人にとっても最悪の予想よりは穏便な内容であった
というのが正直なところであろう。但し、ボルトン
補佐官は講演後の質疑応答で今後追加の政策が発表
される可能性に言及している。

国会議事堂（修復工事中）－外観は米国の連邦議事堂に似ている（執筆者撮影）
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米国による要求 －民主主義の発展と人権状況の改善
米国の対キューバ要求の一つに民主主義の発展と

人権状況の改善がある。トランプ政権下において、
米国による本件達成を目的とした活動は明確に実施
されている。2018 年 10 月に国連総会で米国がキュー
バの人権状況を避難するイベントを主催した他、18
年 2 月にはティラソン国務長官（当時）がキューバ
を「中南米の民主的な動きを無視している」と評し
たり、同年 4 月には米州サミットへのキューバ市民
社会からの参加が制限されていると国務省が非難し
たり、ディアスカネル国家評議会議長の選出を「非
民主的な移行プロセス」と評したりしている。現在、
キューバにおいて 19 年に新憲法を制定すべく憲法改
正プロセスが進行しているが、新憲法によっても国
内の基本的な体制に変更はないというのが大方の見
方である。

今後の二国間関係
オバマ政権下であろうと、トランプ政権下であろ

うと、キューバ側の対米要求は、経済制裁の法改
正、グアンタナモ米海軍基地の返還、反キューバ政
府プロパガンダや反体制派支援の取り止め、経済制
裁等による損害への補償と変わりない。一方、米国
の対キューバ要求も民主主義の進展と人権状況の改
善、接収された米資産の補償、キューバの経済開放・
自由化と変わりない。これらの点について短・中
期的に双方が歩み寄りを見せるインセンティブはな
い。あるとすればキューバ経済が低迷状態にあり一
般的にはこれを打開する政策が必要なことであるが、
キューバは社会主義国としてロシアや中国と伝統的
に友好関係を築いており、米国に頼るとは考えられ
ない。また、現状において米国側のイニシアチブで
経済制裁が撤廃されることは不可能な見通しである。
さらに、「健康被害」事案により双方の大使館の縮小
体制が維持された現状であり、短期的には低調な二
国間関係が継続されるだろう。ただ、オバマ政権時
代の制裁緩和の効果は一部残り、トランプ政権の渡
航厳格化や取引先禁止リスト対象拡大等の政策の効
果は限定的であり、また館員数が減少されたとは言
え「大使館」として維持されており、低調なるも実
務レベルでの関係は引き続き維持される。但し、今
後トランプ大統領が 2020 年の選挙等を意識して、新
たなキューバ政策を発表する可能性は勿論あり、そ
の場合より一層二国間関係が冷却化することは必至

である。今後も米キューバ関係を注視していきたい。

（本稿は執筆者個人の見解であって、外務省・在
キューバ日本国大使館の見解を述べたものではな
い。）

（かけはし りな　在キューバ日本国大使館一等書記官）



10 ラテンアメリカ時報　2018/19年 冬号 No.1425

問題の所在
2018 年は移民・難民問題がグローバル・イシュー

として世界的な注目を集めた。国際移住に関する初
の国際的協力枠組みである「安全で秩序ある正規移
住のためのグローバル・コンパクト」が 2018 年 12
月、152 か国の賛成によって採択された。だが、米
国を含む 5 か国は反対に回った。「ナショナル・ポ
ピュリズム」と称される欧米諸国での反移民運動は、
とりわけ米国では景気や失業率の改善にもかかわら
ず、社会を二極化する形で先鋭化し、政治的な争点
となっている。カウフマンの研究は、米国白人社会
のなかで秩序と安定などの伝統的な価値観や民族文
化にもとづく国民性を重視する人々が、ヒスパニッ
クやアジア、黒人移民の増大に不安を覚え、厳格な
移民対策を望んで投票行動にでていることを示す

［Kaufmann 2018］。
この世論の動向を受けて、トランプ政権は移民を

テロや麻薬密輸、ギャングなどと同一視し、国家の
安全保障を目的に厳格な移民取締りを施行するセ
キュリタイゼーション・アプローチを掲げ、メキシ
コや中米諸国に政策協力を求めている。このアプロー
チはすでに 1990 年代に導入され、2004 年以降は米国・
メキシコ国境地帯のフェンスが 120 マイルから 650
マイルに拡張され、国境警備の人数も倍増している
が、移民抑止に効果をあげていない［狐崎 2015］。
　　　　

他方、国内不法移民と新規移民への対策、国境警
備強化を組み合わせた超党派の包括的移民法案が何
度か提出されてきたものの、いずれも議会の承認を
得られておらず、見通しも明るくない。オバマ政権
が導入した「繁栄のための同盟」（PAP）は、中米北
部 3 か国（NTCA）に対する移民抑止や犯罪対策も
目的とする包括的な開発協力だが、移民の 3 大要因
である「経済機会」、「家族との再統合」、「暴力・治安」
の改善による移民の抑止には、米国側のさらなる大
規模な資金投入、中米側のガバナンスと汚職構造の
改善、双方の長期的なコミットメントが必要とされ、
短中期的には成果が望みにくい。 Gallup 調査によれ
ば、エルサルバドル青年層の 6 割、ホンジュラスの

5 割が「機会があれば移民をする」と回答しており、
調査対象国 152 か国のなかでそれぞれ 4 位と 8 位を
占める移民圧力は減る気配がない［Gallup］。

以上のように問題の所在は、NTCA からの不法移
民の流入を抑止し、在米不法移民問題を解決し、米
国白人社会が抱くヒスパニック移民への不安を和ら
げる効果的かつ実行可能な政策が見い出せていない
点にある。本稿では NTCA と米国との移民問題の
実態をデータに即して整理したうえ、G. ベッカーや
G. ヴェイルのオークション理論にもとづき包括的ア
プローチの改革版を考察する。移民は、本人の効用
に加えて、高技能と低技能労働の補完効果や郷里送
金等を通じて全体としては受入れ社会と送出し社会
の双方の効用を増大する。だが、現状ではこの「移
民余剰」の規模と分配手法をめぐってさまざまな不
満と文化的な不安が作りだされている。関係アクター
間のミスマッチを正し、最適なメカニズム設計の仕
方が問われているのである。

中米移民の実態
NTCA 移民は、1980 年代の中米内戦とその後の復

興・開発政策の歪み、ならびに気候変動と自然災害
に関連しており［FAO 2016］、ほぼ 40 年間に及ぶ移
民政策のミスマッチのために、在米移民の過半数が
10 年以上の居住にもかかわらず合法ステータスを得
ていない。在米不法移民は全体では 2007 年の 1,220
万人をピークに 2016 年には 1,070 万人まで低下した
が、この間、メキシコ出身の不法移民が純減傾向に
あるのに対し、NTCA 出身の不法居住者は純増を続
け、年間 8 万人を超える強制送還にもかかわらず、
2007 年の 150 万人から 2016 年には 190 万人にまで
増大したとみられる［Pew Research］。

NTCA出身の不法移民の増大をもたらす背景には、
NTCA と米国、経由地のメキシコを貫くトランス
リージョナルな不法移民の需給関係が構造化し、平
均 7,000 米ドル前後のコストと最短では 10 日ほどの
ドアツードアの旅で、50％から 80％の成功確率をもっ
て不法入国を可能にする仕組みが制度化されている
ことがある。エルサルバドルとグアテマラ出身の不

中米移民の政治経済学
－オークション・ビザの社会実験へ向けて－

狐崎 知己
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法移民への調査では、6 割がこのような仲介業者（コ
ヨーテ）と契約し、2 割が観光ビザで入国後にオーバー
ステイ、残りが自助努力で不法入国を試みている。
移民経験豊かな送り出し地域では、評判にもとづい
て信頼に足るコヨーテ・ネットワークを選別する仕
組みも機能している。自助努力は元手やコネのない
人の手法だが、リスクが高く、成功確率が低い ［Jonas 
2014; IOM 2016; Pew Research］。もちろん、不法移
民は生命をかけた危険な旅であり、強制送還者への
インタビュー調査によれば、メキシコ官憲や犯罪組
織等の被害者となったグアテマラ移民は 2 割に達し、
2％は身代金誘拐を経験している［OIM 2016］。不法
移民対策は仲介業者を軸とする移民ビジネス・ネッ
トワークへの対策が要の一つとなる。

なお、不法移民数の推計は誤差が大きく、国勢調
査局の関係者も公表数を 3 割程度上回る可能性があ
ることを認めている。グアテマラ不法移民の成功確
率を 7 割と仮定し、国土安全保障省の国境での拘束・
送還記録をもとに推計すると 1970 年から 2011 年に
至る不法移民の累計は、公表数のほぼ倍の 110 万人
にのぼる。この中には死亡や強制送還、自発的帰国
者らが含まれるが、NTCA 出身の不法移民の総数は
表 1 の人数を相当上回る 200 万人以上にのぼると推
定される。

移民理由と幸福度の変化
移民個人の合理的な意思決定の分析には、通常

ハリス＝トダロ・モデルの拡張版が用いられる。
NTCA 出身の不法移民の多くは、英語が堪能になら
ず、米国社会に同化せず、不法労働者として最低賃
金に満たない低技能労働を担い、移民の際の借金返
済と送金圧力に晒されながら、米国内の相対的貧困
層として一生を終える可能性が高い。出身地と目的
地の賃金格差に就業確率と割引率をかけた生涯期待

所得に対し、移民費用や犯罪被害率、強制送還のリ
スクとストレス、家族との離別などの心理コスト、
郷里送金、過剰労働と不健康な食生活による健康悪
化リスクなどを差し引くと、アメリカンドリームは
達成困難である。もちろん個々の移民は、完全情報
のもとで費用便益を計算した上での意思決定を行っ
てはおらず、後悔して自発的帰国を選択する移民も
少なくない［Wiltberger 2013］。むしろ中米の若者
たちは、不完全な情報下、行動経済学のプロスペク
ト理論が示す危険愛好的な価値バイアスをもち、リ
スク選好型の行動を選択しているようにも思われる。
移民が意思決定や旅の途中で聖職者の助言や宗教団
体の保護に依存する事例が多く報告されており、リ
スクを神頼みで主観的に軽減しているともいえる

［Hagan 2008］。
Gallup は「キャントリルの梯子」の名称で知られ

る主観的幸福度（ゼロから 10）を 152 か国を対象に
調査し、国際移民による幸福度の変化を分析した報
告書を発表している［Helliwll 2018］。この変化は、「移
民先の平均的幸福度」、「出身国の平均幸福度」、「移
民先社会の移民受容指数」を組み合わせた回帰式で
導出されるが、国際移民は幸福度を平均して 0.47 ポ
イント上昇させるという結果がでている。また、あ
る国の客観的な幸福度は 6 変数（一人当たり GDP、
社会的支援、健康平均余命、社会的自由、寛容性、
汚職認知度）で 75％が説明可能とされるが、ラテン
アメリカ（中南米）諸国は主観的幸福度と客観的幸
福度の差が大きく、「過剰幸福」（happiness bulge）
として知られる。日本とは正反対である。その理由
は中南米諸国の親族の絆の強さやコミュニティ・レ
ベルでの結束型の社会関係資本の強さに帰せられる。

表 2 が示すように、グアテマラとエルサルバドル
も明白に「過剰幸福」状態にある。米国移民後の幸
福度の変化を回帰式から計算してみると、主観的幸
福度が相対的に低いホンジュラスでは移民後に幸福
度が大きく上昇する結果がでる。だが、この回帰式
は移民を不法と合法で区別しておらず、米国社会の
ヒスパニック移民への受容度がその他の移民に比べ
て低いことも考慮していないなど、移民後の幸福度
の上昇が NTCA については過剰に導出されるという
難がある。NTCA 出身の米国不法移民への統計的に
有意な幸福度調査にもとづく実証研究が待たれる。

家族との絆が NTCA の幸福度に強く影響している
ことは、図が示すように家族との再統合が未成年移

在米移民
総数

米市民権
保有者 不法移民 TPS DACA

登録

エルサルバドル 1,387,022 460,871 725,000 195,000 25,900

グアテマラ 927,593 251,733 525,000 0 17,700

ホンジュラス 599,030 136,248 375,000 57,000 16,100

表 1： 中米北部 3か国出身の在米移民数

注：移民数には誤差が多く、在米移民総数はその他のカテゴリーの合計値
と合致しない。TPSは一時保護ステータス。エルサルバドルは 2001 年 2
月の大地震の時点の居住者を対象とし、その後の度重なる自然災害や治安、
高失業率を考慮して延長されてきた。ホンジュラスは 1998 年 10月のハリ
ケーン・ミッチの際に適用されるが、2020 年 1月 9日の終了が決定して
いる。エルサルバドルはハイチ、ニカラグア、スーダンとともに終了時期
をめぐってカリフォルニア地裁で係争中で、判決確定まで適用。DACAは
若年期不法入国者への強制送還猶予措置。
出所：米国勢調査局の 2016 年データを基に作成

（単位：人）
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民の重要な移民理由となっていることからもわかる。
未成年の不法移民を減らすには、合法的な形で家族
同士の再統合を容易にする仕組みが欠かせない。現
状では、家族優遇制度を使った移民が合法的な移民
のおよそ 3 分の 2 を占めるが、ビザ発給までの順番
待ちに 20 年もの時間がかかり、不法移民として入る
ことへのインセンティブを高めている。

NTCA 出身の不法移民対策のなかでも子供の単独
移民が焦点となっている。図は国際移住機関（IOM）
が 2015 年から 16 年にかけて、子供の強制送還レセ
プション・センターで行った調査から米国への不法
移民の理由を解析した結果である。子供の平均年齢
は男子で 16 歳、女子で 14 歳であり、暴力・治安悪
化の内訳については脅迫が 9 割、殺人予告が 7％を
占め、とくにホンジュラスでは殺人予告が 17％に達
する。子供の単独移民と言われるが、実態は大多数
がコヨーテに伴われている。子供たちはいずれも無
条件での保護の対象者となるべきであり、同時に暴
力を理由とする場合は難民としての審査対象、家族
との再統合には特別の便宜が求められる。すなわち、
子供の単独移民を阻止するためには、まず家族再統
合の仕組みを整備し、また難民と経済的理由を効果

的効率的に区分する仕組みが必要とされる。

オークション方式による社会実験
ノーベル経済学賞の受賞者 G. ベッカーは、移民選

抜に関してオークション方式の導入を提唱したことで
も知られる。毎年合法移民ビザの上限を設定し、オー
クションにかけ、その収入は所得税の減税などで社
会に広く還元する仕組みである。上限数は景気動向
を加味しながら、産業分野別に決定してもよい［パウ
エル 2016］。これに対し、ポズナーとヴェイルは、移
民富裕層と大企業を利するようなオークション方式
に代えて、低技能移民を対象にオークションを行い、
移民流入で賃金の低下や失業などの不利益を被る
人々に「移民余剰」を還元する VIP（Visas Between 
Individuals Program, 個人間ビザプログラム）を提唱
している［Posner 2018］。この仕組みを NTCA の実
態に即して、実行可能な形で考えてみよう。

まず、米国政府と NTCA の間で二国間協定を結
び、年間ビザの上限数を決める。例えば過去 5 年間
の不法移民の推定流入数の年間平均が目安となる。
ビザの価格設定は、コヨーテへの平均支払額に等し
い 7,000 ドルにすれば、仲介業者を不法移民ビジネ
スから排除できると同時に、コヨーテ頼みの不法移
民候補が合法ビザのオークションに参加できる。受
け入れ側は、米国市民ならば、誰でもいつでも移民
一人に限ってホストになることができ、受入れ条件
を設定する。たとえば、英語力、年齢、ジェンダー、
建設作業の経験、健康で犯罪歴がないことの条件で、
エルサルバドルのマッチングリストから A さんが紹
介され、ウェッブ・インタビューの結果、年 12,000
ドルでホストの自宅近郊の建設現場で雑用係として
働くことで合意に至る。ホストは一種の手配師とし
て、最低賃金の時給 10 ドルを建築主から受け取り、
月 1,000 ドルを A さんに支払う。このような仕組み
によって、富裕層の移民希望者がオークションに参
加することを自己選択的に排除できる。

A さんにとっては、年 7,000 ドルの無期限ビザを
得て、希望するだけ滞在できる。合法労働者として
の諸権利が保障された形で入国直後から収入を確保
でき、ホストの支援で米国社会への同化を進め、ス
キルアップの機会が保障され、将来は管理部門に出
世することも可能となろう。NTCA 出身の不法移民
が、スーパーやレストランでの日払い単純作業から、
合法資格を得た後には、レジや管理部門に登用され、

移民希望者による
純人口変化 幸福度

総人口 大卒
以上

青年層
 (15-
29歳）

主観的
幸福度 
(0-10)

幸福度
世界
ランク

客観的
幸福度
ランク

米国移
民後の
幸福度

エルサル
バドル -40% -60% -61% 6.167 40位 83位 6.910

グアテマラ -29% -34% 6.382 30位 79位 6.963

ホンジュ
ラス -34% -53% 5.504 72位 84位 6.749

（出所）Gallup, Potential Net Migration Index より作成。

表 2：移民による幸福度の変化予測

4.2%

2.7% 6.8%
0.6%

42.6%

生活水準/雇用

暴力/治安悪化 家族再統合

31.3% 11.7%

中米北部3か国
子供の単独移民理由。多変量解析の結果

出所：IOM Human Mobility Household 
Survey 2016より作成。
調査は2015年11月から2016年3月に強制
送還のレセプション・センターで実施。

図：中米北部 3か国 子供の単独移民理由。多変量解析の結果
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職能給のアップに成功している事例は珍しくない。
ホストは毎年 7,000 ドルのビザ代金に加えて給与

の差額を受け取る対価として、A さんの航空券を購
入し、自分の住居の一室か賃貸ルームを提供する義
務を負う。失業や病気、犯罪、失踪のリスクなどは、
すべてホストの責任になるため、しっかり家族や友
人のように移民をケアする必要がある。双方の関係
継続が困難になった場合は、新たにマッチングを行
い、関係を一新するか、契約を解除して帰国するこ
とができる。この種の仕組みはすでに高技能者に対
する H1-B ビザや家事育児手伝いの J-1 ビザで機能し
ているが、NTCA-VIP の導入には手始めに NTCA
ディアスポラのコミュニティ及びヒスパニック移民
への拒否感が強いトランプ支持基盤のコミュニティ
を選び、社会実験を試みたら面白いだろう。後者には、
安定的な追加収入と引き換えに異文化を間近に学習
できる機会が提供されることになる。

別枠として、想定 200 万人を超える NTCA 出身の
在米不法移民には、一度だけ恩赦を与え、罰金を徴
収したうえ、市民権の購入チャンスを与える。

本誌前号の安永・藤城論文では、国際協力機構
（JICA）協力の一環として、エルサルバドルと米国
のディアスポラを生活改善アプローチでつなぐ画期
的な試みが紹介されており、すでに信頼関係を築き
上げている。この種の社会実験にも日本としてさま

ざまな形で貢献できるだろう。
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の実態、米国トランプ政権移民政策の影響」『ラテンアメリカ時

報』2018年秋号　（社）ラテンアメリカ協会

（こざき ともみ　専修大学教授）

ラテンアメリカ参考図書案内

『知られざるキューバ　－外交官が見たキューバのリアル』
渡邉 優　ベレ出版　2018 年 11 月　294 頁　1,800 円＋税　ISBN978-4-86064-563-2 

2015 年 12 月から 19 年 1 月まで在キューバ大使の職にあった著者の在任中は、半世紀
ぶりの米・キューバ外交関係の再開にともなうオバマ米国大統領の来訪、日本の総理大臣と
して歴史上初の安部総理の訪問、フィデル・カストロ前国家評議会議長の死去、米国のトラ
ンプ大統領就任とともに観光旅行制限強化等のキューバ関係の見直し、そしてラウル・カス
トロ議長から若手のディアスカネル第一副議長への交替など内外ともに劇的な出来事が続い
た。米・キューバ関係の改善の兆しとキューバ指導者の世代交代によって、キューバは変わ
るとの期待から、17 年には約 300 社超の日本企業関係者が大使館を訪れたという。

初のスペイン語を話す日本大使として、著者は何がどう変わってきたか鋭敏なアンテナを
張って調査し多くの人に問いかけ、不思議一杯の国について旺盛な知識欲で整理した成果を、
キューバの政治、経済、文化と社会、対外関係について 50 の項目、さらに国旗・国章・国
歌や独立史等の「キューバのあれこれ」を 15 項目について平易な解説を綴っている。著者
は決定的な情報・統計資料不足の中で、次々に湧いてくる疑問について取りあえず回答らし
きところをまとめたエッセイのようなものと謙遜しているが、我が国で既刊のキューバ関係
書はキューバ革命、カストロ、ゲバラについてのみ焦点を当てており、シンパシティも持っ
たものが多数、反対の立場が少数で大部分を占めている中で、本書はキューバを網羅的に理
解する上で公平な視点での有用な情報を提供している。 　　　　　　　　　　　〔桜井 敏浩〕
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はじめに移民－キャラバン現状と政府の対策
2018 年 10 月 13 日にホンジュラスから「移民キャ

ラバン（Caravana de Migrantes：以下キャラバン
とする）」が出発したことは日本でも既報のとおりで
ある。メキシコのティファナに到着したキャラバン
の人々は支援団体によって登録されて難民申請の手
続きをすることになるが、少なくとも手続きを開始
するまでに数か月を要し、実際に申請できたとして
も、何らかの結論が出るまでには数年は必要という
ことである。ティファナではメキシコ人による移民
排斥の抗議行動や、避難所の劣悪な環境でストレス
を溜め、体調を崩す者、不満から米国に向けて抗議
活動する者、不法入国を試みる者などが現れている。 
　こうした状況に対して、ホンジュラスのフアン・
オルランド・エルナンデス大統領は、帰還に応じた
参加者を輸送する計画を立て、帰国後の政府支援と
して、経済困窮者に対する 5,000 人の緊急雇用創出や、
今後 3 年間で道路建設事業に 230 億レンピーラを投
資して 40,000 人の雇用を確保するなど、移民抑止策
を発表した。しかし、当時メキシコシティに滞在し
ていたキャラバンの自治組織は政府の提案を受け入
れず引き続き米国国境を目指すことに決めた。現在
でもホンジュラス政府側には国内の起業を通じた雇
用を確保するなどの従来の発言以外に目立った対応

はなく、この問題に対する政府の手詰まり感は否め
ない。

移民する理由とSNSの役割
ホンジュラスを含めて中米各国から米国への移住

者数は 1990 年代以降増加傾向にあり、決して新し
い問題ではない。今回のキャラバンに限らず、米国
への移民を目指す理由は大きく分けて 4 つあると思
われる。それらは複合的な理由によるものが多く、

（1） 貧困・経済問題、（2） 治安問題、（3） 家族離散問
題（父親などが長年移民として米国に住んでいてそ
の家族の呼び寄せや、その逆の米国への後追い）で
あるが、それに加えて最近では、（4） 若者に鬱積す
る現状に対する不満からの移民も少なくない。移民
やその 2 世が写真を SNS にアップするなど米国にい
る「成功した移民」の影響を受けたり、ウェブ情報
を頼りに冒険心から渡航を試みて成功する者が集落
に現れると同じ集落の若者が後に続いたりしている。
治安がある程度良い地域に居住していて国内に機会
がある中間階層の若者であっても、現状への社会的
な不満によって移民を試みる者も少なくない。そこ
には「大学（高校）を出たのに、大卒（高卒）の自
分に見合う仕事がない」などの不満が根底にある。 
　ただし、今回は移民の方法が異なり、それまで

それでもホンジュラス人は米国を目指す
－ホンジュラスにみる政府のガバナンス問題－

中原 篤史

図 1：米国内のホンジュラス人移住者数

出所：United States Census Bureau　https://www.census.gov/ から執筆者作成
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は「隠れて、犯罪者のように」移動していた人たち
が「移民は権利」と主張して目に見える形で、集団
で移動している。そのため世界的に注目を集めた。
また人々が短期間に参加を決断し、ある程度、秩
序立った集団で移動できているのは SNS の存在で
ある。多くの人々は「（キャラバンに）何を持って
いくか」、「どこに避難所があるか」、「難民申請手
続きはどこで出来るのか」など必要な情報はスマ
ホの SNS から得て、SNS で情報交換をしている。 
　米国にいる約 95 万人のホンジュラス人の多くが
本国の家族をドル送金によって支えており、その額
は約 43 億 3,000 万米ドル（2017 年ホンジュラス中
銀）で、同国のいかなる産業よりもはるかに凌ぐ外
貨を獲得している。ホンジュラスの約 35％の世帯
は何らかの形で送金を得ることによって生計を成り
立たせていると言われており、暴力の問題も含めて
移民として出国することが彼らの思う問題解決手
段になってしまっている。加えてウェブや SNS で
移民の方法や米国内での仕事などの情報を容易に
得ることができることが決断を容易にさせてきた。 
　ただし、例え米国に入国しても人種差別、劣悪な
労働条件など厳しい生活を強いられる一方で、ホン
ジュラスに残された家族の中でも、長期に渡る家族
離散から生じる家庭問題 1、送金に頼って労働意欲を
失う、労働意欲を失うことによって地場産業や文化
が衰退する、など社会的に大きな影響を及ぼしてい
ることも忘れてはならず、移民によってすべての問
題が解決される訳ではない。

経済問題と治安問題
－脆弱なホンジュラス政府のガバナンス

エルナンデス大統領は 2018 年 9 月 25 日の第 73 回
国連総会で、貧困削減の実績として 2013 年と 16 年
を比較して、多面的貧困が 74.2％から 70.7％に減少
したと演説している（“El Heraldo” 2018 年 9 月 25
日）。その要因として大統領が進める大型の条件付現
金給付型社会保障政策など貧困対策によるものと言
及した。

しかし、同国コルテス県商工会議所によると、政
府は貧困向けの社会政策を推進するが、一方で、国
内の貧困の割合は 2008 年の約 58％から 2017 年の
64％に増加しており 2、社会政策への支出が、適
切な所得再配分に結び付いていないと結論付け
た。つまり、政府の社会政策に反して、その支援
が本当に必要としている人々に届いていないとい
うのである。その問題解決のためには政府がガバ
ナンスにおいて、汚職のない、透明性が担保され
た政府支出をおこなうことの重要性を唱えてい
る（“Canal5 Frente a Frente” 2018 年 8 月 27 日 ）。
2018 年に入っても保健省と社会保障庁、農牧省な
ど総選挙があった 2013 年だけで総額約 12 億ドル
に上る汚職が次々に発覚し、また貧困削減プログ
ラムや社会保障に支出されたはずの公金の多くは
国民党と一部自由党を中心とした大規模汚職を通
じて選挙運動資金として支出された（中原 2018a，
2018b）。条件付現金給付型社会保障プログラム
が与党の選挙運動の票買収に利用されていること
は、EU 選挙監視団報告書（Misión de Observación 

図 2：米国国境で当局に拘束された中米からの不法移民者数 　（単位：人）

出所：Aguilar, García（2018）
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Electoral UE 2013）などでも度々指摘されている。 
　本来は貧しい人々への支援であるはずの社会政策
が機能しておらず、また経済開発が目的とは逆に貧
者を生み出している構造と、そうした失業者、貧
者への（非正規期間労働で労働条件がまともに守ら
れない劣悪な労働環境ではない）尊厳ある仕事の創
出不足、貧困地域ほど放置されている治安対策など
が米国への不法移民を増加させていると思われる。 
　治安の問題では「10 万人あたりの殺人認知件数」
でホンジュラスが世界最悪の国のひとつだと言われ
ることが多い。しかし、実際には「殺人件数」だけ
では計れない問題がある。この数年、同数値は劇的
に改善しているが不法移民は増加している 3。国際社
会が殺人事件のみに関心を示すため、ホンジュラス
政府も殺人の原因となる組織の摘発を優先的に進め、
マラスなど反社会組織による戦争税（みかじめ料）
の徴収など恐喝対策にまで十分に手が回っていない。
中小零細企業は企業恐喝で経営が容易に困難に陥る。
2013 年から 14 年にかけて中小企業 1 万 7,000 社が
廃業したという報告もある（“El Heraldo” 2014 年 7
月 4 日）。ホンジュラス民間企業会（COHEP）経済
社会研究センター（CIES）は現在でも企業恐喝によ
る損失は年間 16 億レンピーラ（約 6,600 万ドル）に
上ると報告している（“Hondudiario” 2018 年 10 月 8
日）。政府は 2013 年に国家警察に対恐喝部隊を創設
し、17 年は 939 人を恐喝容疑で逮捕し、それによっ
て未然に防いだ恐喝額は 4,980 万レンピーラと発表し
ているが（“La Prensa”2017 年 12 月 30 日）、上記
推計と比較すると防止できた額は僅か 33 分の 1 であ
る。その問題に手が回らない理由は、政府、国会議員、
国軍や国家警察と、反社会的組織や麻薬組織などと
の深い関係や汚職問題であり（中原 2018b）、11 月
23 日には大統領の実弟が麻薬密輸組織との癒着によ
る麻薬密売、武器密輸などの容疑によりマイアミの
空港で米国麻薬取締局によって逮捕されている。家
庭内暴力や性暴力などは告発しても報復があるため、
多くが泣き寝入りになる。日常的にそういったリス
クに晒されている人々にとっては仕事の機会があっ
ても、そこに住み続けることに希望が持てない。一
方で、都市部の高級住宅街やオフィス街、中間・富
裕層が訪れるショッピング・モールなどは治安が比
較的良いため、富裕層やそれなりの仕事を持つ中間
層の人たちにとってキャラバンは「テレビの中の出
来事」で無関心になっている。

今後も米国への移民は減少しない
米国を目指す移民たちには道中、営利誘拐を狙

う犯罪集団や強盗団が待ち受け、そして若い女性
は反社会組織に拉致されるなど、当局に拘束され
て強制送還されるだけではない極めて厳しいリスク
が待ち受けている。ホンジュラスをはじめ中米各国
の貧困層には、それが事前に分かっていても、生
きていくために米国を目指さなければならない厳
しい現実がある。半面、長年に渡り米国への移民
が増加傾向にありながらも、ホンジュラスを支配
している富裕層や国際社会の移民問題への無関心
が、ホンジュラス政府の政策的優先度を下げ、問題
を深刻にしてきた。移民対策が歴代政府の開発計画
に入っておらず（Canales, Rojas 2018）、この問題
が長年、放置されてきたといっても過言ではない。 
　そうした中で発生したキャラバンは、コヨー
テに支払う資金のない経済困窮者にとって、集
団で移動するため道中で支援を受けやすく、集
団で移動することの心強さもあって、絶好のト
リ ガ ー と な っ た。 い ま テ ィ フ ァ ナ で 難 民 申 請
手 続 き を 待 つ 人 た ち の 動 向 に よ っ て は、 今 後
の 移 民 た ち の 新 し い 戦 略 と な る 可 能 性 も あ る。 
　キャラバン参加者へのメディアのインタビューで
は、トランプの移民政策については大まかでも分
かっており入国が厳しいことも理解している。メキ
シコ政府の提案も拒否した。すでに家や仕事を捨
て、このキャラバンに命運を託した人たちに失うも
のはなく、それを超える難民申請を通じた米国移
住という希望が、彼らを米国国境まで到達させる
動機になった。国内に約 84 万人存在していると言
われる教育や職への機会はない無職の若者（18 ～
30 歳）に加えて、機会があっても「自分の望むよ
うな」機会はないと感じる中間層の若者が増加して
おり、現政権期間中しか保証されない短期の公共
事業による建設工事や零細企業振興策などの「機
会」だけでは彼らの不満を収めることはできない。 
　ホンジュラス国立自治大学「移民オブザーバト
リー（Observatorio de Migración）」による調査で
は、ホンジュラス首都テグシガルパ市内の著名な公
立高校 3 校の高校生約 500 人への調査結果で、卒
業後の進路希望の第 1 が「米国への移民」であっ
た。同じくコマヤグア市では若者（18 から 30 歳
まで）約 1,200 人に調査をした結果、約半数が「米
国への移民」を望んでいるだけではなく、「すでに
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コヨーテに代金を支払った」、「準備ができて出発
のタイミングを待っている」など移民に向けた何
らかのアクションをすでに起こしているという結
果が出ている 4。つまりトランプ大統領が何を言
おうとも、ホンジュラスの将来に希望の持てない
ホンジュラス人は今後も米国を目指すのである。 
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3　�ホンジュラスの10万人あたりの殺人認知件数は、2011年
（86.5人）をピークにして右肩下がりで減少を続けており、
2017年は43.6人である。

4　�2018年7月6日、ホンジュラス国立自治大学  移民オブザーバ
トリー （Observatorio de Migración）による「国際移民の理
論的視点とホンジュラスにおける文脈（Perspectiva Teóricas 
sobre Las Migraciones Internacionales y su contexto en 
Honduras）」セミナー（於：テグシガルパ市内）。

ラテンアメリカ参考図書案内

『ブラセロ・プログラムをめぐる米墨関係』
戸田山 祐　彩流社　2018 年 8 月　356 頁　3,600 円＋税　ISBN978-4-7791-2482-2

米国にはメキシコ（墨）を初めとするラテンアメリカ諸国からの非合法移民流入が続いて
おり、歴代政権は非合法入国阻止、国内滞在非合法移民摘発強化と合法的な滞在・就労資
格を付与する施策の間を行き来してきた。米墨間に一貫してある経済格差と、安価な労働
力すなわちゲストワーカーを必要とする特に米農業分野の需要もあり、1942 ～ 64 年の間

「Bracero（出稼ぎ働き手） Program」と呼ばれるメキシコ人農業労働者導入政策が実施さ
れた。本書はこのプログラム下での移民・国境管理政策をめぐる米墨関係について、米国へ
のメキシコ人ゲストワーカー導入政策に焦点を当て、ブラセロ・プログラムの前史と成立と
安定化、米墨労働組合の対応、1950 年代後半に拡大した後のプログラムが、60 年代に米
国の農業労働力需要および政治的状況の変化によって廃止に追い込まれていく過程を述べ、
米国におけるメキシカンの地位・権利が米墨間の外交関係といかに結びついていたか？ プロ
グラム下での移民・国境管理政策、非合法移民への両国の対応、プログラムに含まれていた
最低賃金および労働条件の保障規定が、いかに米農業労働組合の権利主張に根拠と機会を与
えたかを考察している。

米国へのメキシコ、中米移民の流入をめぐる状況が変わらず、さらに国境地帯での情勢が
緊迫化している今、かかるプログラム研究から同様の移民の流れに直面している他国・他地
域で、この大規模かつ長期間にわたる移民の流れの枠組みの構築が可能か？ その限界と問
題点は何かを探求した本書が、この政策の新たな像を示唆するかもしれない。 　　〔桜井 敏浩〕
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はじめに
2018 年 8 月、エルサルバドル政府は台湾との断交

及び中国との国交樹立を発表した。米国の裏庭とも
称される中米においては、パナマが 17 年 6 月、ドミ
ニカ共和国が 18 年 5 月に台湾と断交し、中国との国
交を樹立しており、今回のエルサルバドルを含める
と、トランプ政権発足より既に同地域において 3 か
国が中台承認切替えを行ったこととなる。

本稿では、トランプ政権の誕生によるエルサルバ
ドル・米二国間関係の変化について言及しつつ、ト
ランプ政権誕生により生まれた変化が、近年、中米・
カリブ諸国において、そのプレゼンスを拡大させる
中国の存在とどのような関連があるか、エルサルバ
ドルの事例を基に説明を試みる。

エルサルバドルの米国依存構造
太平洋に面した中米の中心に位置する国土面積約

2.1 万㎢（四国相当）の小国エルサルバドルの経済構
造は、米国と密接な関係にある。人口約 658 万人（千
葉県相当）とは別に米国に約 300 万人ともいわれる
在米エルサルバドル人が居住しており、これらの者
からの家族送金は 50 億米ドルにも及び、GDP の約
17％を占めている。また、対米輸出は全輸出の 44％
を占めており、中でも全輸出総額の 34％を占めてい
る衣服の 86％が米国向け輸出となっている。在米エ
ルサルバドル人からの家族送金及び貿易関係の指標

（表 1）からも、エルサルバドル経済が米国に依存し
ている状況が垣間見える。

トランプ政権が与えた影響
エルサルバドルは、1992 年の内戦終了から約

20 年にわたり政権の座にあった右派国民共和同盟
（ARENA）政権（1991 ～ 2009 年）、及び 2009 年に
政権交代を果たした左派ファラブンド・マルティ民
族解放戦線（FMLN）政権（2009 ～ 19 年）のいず
れにおいても、政権のイデオロギーに関係なく、概
して米国と良好な関係を築いてきたが、トランプ政
権の誕生とともに、この歴史的に良好だった二国間
関係に少しずつ歪みが生じてきている。

トランプ米大統領は、不法移民対策をその選挙公
約に掲げ、大統領就任以前より、エルサルバドルを
含む不法移民を多く送り出している諸国を名指しで
罵るなど、不法移民に対する一貫した強硬な姿勢を
示してきた。この姿勢はレトリックのみに留まらず、
不法移民の親子を引き離す「ゼロ寛容政策」等の政
策に現れており、エルサルバドルにとっては、約 19
万人が対象となっている米国への特別滞在を許可す
る「一時的保護資格（TPS）」の 2019 年 9 月をもっ
ての打切り発表が深刻な問題となっている。TPS の
打ち切りは米最高裁判事の差し止めにより、その実
施が棚上げ状態となっているが、今後の見通しは不
明瞭であり、TPS 打ち切りによる強制送還者の増加
による治安の悪化、及び家族送金の減少等による国
内への影響が懸念されている。

米国と良好な関係を築いていた現 FMLN 政権は、
2018 年 1 月、エルサルバドルを罵る発言を行ったト
ランプ大統領に対する非難声明を発出し、これを契
機として、一部 FMLN 政党執行部が様々な機会を利
用して米国政府や当国米国大使批判を公に行うよう
になった。さらには、伝統的に親ニカラグア、親ベ
ネズエラ政権であった FMLN 政権は公に両政府を擁
護する発言を増やしていったことが米国政府の反感
を招くこととなり、FMLN 政党執行部と米国政府の
溝を深める結果となった。強硬的な反不法移民政策
を掲げるトランプ政権の誕生と伝統的に反米思想の
強い FMLN 政党執行部との対立構造は、良好であっ
たエルサルバドル・米二国間関係に隙間を生じさせ、
間隙突く形での中国とエルサルバドルの接近の一要
因となったと言える。

間隙を突く中国の進出－エルサルバドルの事例でみる
米国の TPS・経済支援打ち切り表明と台湾との国交断絶－

齋藤 達哉 ・吉田 和隆

出所：中銀統計から執筆者作成

表1：2013年から2017年までにおける対米経済指標 （金額単位：百万米ドル）

　 全輸出 対米輸出 輸出に占める
対米輸出（％） 家族送金

家族送金
GDP比（％）

2013 5,519.30 2,492.02 45.15 3944.19 16.20 

2014 5,301.54 2,432.74 45.89 4139.17 16.52 

2015 5,509.04 2,564.41 46.55 4,275.16 16.41 

2016 5,419.57 2,557.99 47.20 4,581.12 17.10 

2017 5,760.01 2,564.41 44.52 5,043.04 20.33 
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エルサルバドルによる中台承認切替え
2018 年 8 月 20 日、サンチェス・セレン大統領は

ラジオ・テレビの全国放送において、約 80 年続いた
台湾との断交、及び中国との国交の樹立を発表した。

エルサルバドルによる中台承認切り替え発表後の
8 月 23 日、米国務省は、エルサルバドル政府による
同決定は、中国によるエルサルバドル国内政治への
干渉を同国政府が受けいれたことであるとの重大な
懸念を表明し、米国とエルサルバドルとの関係を再
評価する考えを示した。また在エルサルバドル米国
大使も「米国政府はエルサルバドルに対する援助の
見直しも検討している」との発言を行った。

しかしながら、対エルサルバドル支援の打切りに
ついて、米国としては慎重にならざるを得ない。対
エルサルバドル援助の見直しによるエルサルバドル
における米国のプレゼンス低下によって生じ得る空
白に、中国が ODA 等を含めた様々な協力を通じて
進出するというシナリオは、米国にとって地政学的
に好ましくなく、象徴的にある種の協力プロジェク
トを中止することはあったとしても、米国による対
エルサルバドル援助に本質的な変化が生じる可能性
は低いとの見方が強い。中台承認切り替え後の 9 ～
10 月にかけて、米国政府はエルサルバドル、パナマ、
ドミニカ共和国の 3 か国の米国公館長を本国に呼び
戻したが、米国での協議を終え帰国した在エルサル
バドル米国大使は記者会見において、「米国政府関係
者の強い懸念は継続しており、対エルサルバドル関
係に関する協議はワシントンにおいて継続している」
との強いメッセージを残す一方で、具体的な対エル
サルバドル援助の見直しについては言及を避けてい
る。エルサルバドルに対するある種の懲罰的措置を
とる選択肢と、そのことによって生じうる空白を利
用した中国のさらなる台頭の可能性というジレンマ
の狭間で苦悩する米国の姿が垣間見える。

加速する中国への接近
中国との国交樹立 3 か月後の 11 月、サンチェス・

セレン大統領は中国を公式訪問し、習近平中国国家
主席をはじめとする中国政府要人や企業関係者との
会談を行った。同大統領は訪中の成果物として、教育、
経済、投資、フリーゾーン及び産業といった分野に
関する中国との 13 の MOU の署名及び保健、教育、
テクノロジー、水供給及び災害の予防・対応・軽減
といった分野のプロジェクトに使用される 3 年間で
1 億 5,000 万ドルの無償資金援助に関する合意を発表
したが、これら MOU 及び無償資金援助の具体的内
容・中身は公開されておらず、今後のエルサルバドル・
中国関係の見通しは不明瞭である。他方、中国で開
催された貿易見本市へのエルサルバドル民間企業の
参加や両国民間企業のビジネスマッチングがエルサ
ルバドルで開催される等、官民双方での接近が加速
化している。

エルサルバドル政府は国民に対し、中国との国交
樹立の最大のメリットとして「通商関係の拡大」を
一貫して説明している。今後、中国と FTA が締結
されることによって、エルサルバドル製品が世界第
2 位の経済大国である中国市場へのアクセスを拡大
することは、エルサルバドルにとって大きな魅力で
ある。中国政府も将来的な FTA 交渉の開始の可能
性を公言しており、国交樹立による対中国輸出の増
加はエルサルバドル政府が望むシナリオと言える。

他方、FTA 締結がエルサルバドル経済にポジティ
ブな影響を与えるかには疑問が残される。国交樹立
以前よりエルサルバドルは中国との貿易関係を有し
ているが、貿易収支の赤字は 2013 年から増加傾向に
ある（表 2）。さらにエルサルバドルの対中国輸出の
約 85％が砂糖であり、その他 15％の輸出品について
は、主にコーヒー、衣服、パルプが占めている。砂
糖やコーヒーについては、そもそも地理的制約から
生産量を急激に増加することは不可能であり、仮に

　 　 2013 2014 2015 2016 2017 2018（10月まで）

台湾

輸出 46.95 15.67 30.06 36.35 53.42 27.44

輸入 196.47 160.33 149.75 136.92 150.29 125.2

貿易収支 -149.52 -144.66 -119.69 -100.57 -96.87 -97.76

中国

輸出 5.34 5.75 43.91 6.08 47.19 85.04

輸入 1,200.68 1,280.56 1,397.14 1,401.88 1,446.75 1,356.27

貿易収支 -1,195.34 -1,274.81 -1,353.23 -1,395.80 -1,399.56 -1,271.23 

表 2：2013 ～ 18（10月まで ) 年におけるエルサルバドルの対中国・台湾輸出入 （単位：百万米ドル）

出所：中銀統計より執筆者作成
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FTA により中国からの需要が拡大したとしても、エ
ルサルバドルがその需要を満たすことは困難である。

通商関係の強化に関し、FTA 締結のみではその効
果は限定的であり、逆に貿易収支の赤字が拡大する
可能性も排除できないところ、エルサルバドル政府
は輸出品の多様化や高付加価値製品輸出に焦点を当
て、今後対中輸出戦略を立てていく必要がある。

今後の見通し
中国側の視点から推測すれば、中国にとってエル

サルバドルは小国であり、市場としての魅力に乏し
い。中国の同国への進出は経済的観点からというよ
りも、米国の裏庭と称される中米地域へのプレゼン
スの拡大という地政学的意味合いが強いと思われる。
エルサルバドルが中台承認切り替えを行ったことに
より、中米において台湾と国交を持つ国は、ベリーズ、
グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグアの 4 か国を
残すのみとなり、「一つの中国」という原則を掲げる
中国によるこれら台湾承認国への切り崩しの動きは、
今後も継続されることが考えられる。

エルサルバドルは中国の「一帯一路」イニシア
ティブへの支持を表明しているが、中国が「包括的
戦略的パートナーシップ（Asociación Estratégica 
Integral）」として定めるブラジル、メキシコ、アル
ゼンチン、チリ、ペルーといった国と比べて、中国
にとってエルサルバドルの優先度は低く、エルサル
バドルにおける中国によるインフラ計画については、
現在のところまでは憶測の域を出ない。例えば、エ
ルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグアの 3 か国
にまたがるフォンセカ湾の開発に中国が関心を示し
ているとのエルサルバドル現地報道も見られ、同湾
における開発を中国が進めることによって、エルサ
ルバドルのみならず、台湾承認国であるホンジュラ
ス、ニカラグアにおけるプレゼンスを拡大すること
を通じたこれら 2 か国による中台承認切り替えを狙
うというシナリオも考え得るが、中国の具体的な動
きに関しては、今後の動向を注視する必要がある。

今後のエルサルバドル及び中米地域における中国
のプレゼンス拡大の動向はいくつかの要素に左右さ
れよう。第一に米国の出方である。移民問題を除き、
トランプ政権は中米への関心が低く、そのことが、
中国の同地域への台頭の一要因となってきた。11 月
に行われた中間選挙の結果、上院・下院のねじれ状
態が生じたトランプ政権が、今後移民政策を含め対

中米政策をどのように展開するかが一つの焦点とな
る。仮にトランプ政権が移民問題等により中米諸国
との関係をさらに緊張したものとするのであれば、
そのことによって生じ得るさらなる空白を利用する
形での中国の台頭を一層促す可能性は否定できない。
他方、ペンス副大統領は 10 月にワシントンのシンク
タンクにおいて行った講演で、異例とも言える強い
表現で中国を批判しており、中米地域における中国
の台頭を米国がこのまま何もせずに放置し続けるか
は不明である。移民問題で中米諸国に強硬な姿勢を
とるトランプ政権が、そのことが間接的要因となっ
て生じ得る中国の中米への台頭をどこまで許容でき
るのか、トランプ政権としても難しい舵取りが要求
されていると言える。

第二の要素としては中台関係があげられる。2018
年 11 月に行われた台湾の統一地方選挙では与党の民
主進歩党が敗北し、蔡英文総統が党主席を辞任する
ことになった。蔡政権が発足した 16 年 5 月以降、台
湾と中国の関係は緊張度を増しており、両者の関係
悪化が中国による台湾承認国への切り崩し攻勢強化
の背景として指摘される中、20 年年初に総統選を控
える台湾の蔡政権の先行きが、中台関係、ひいては
中国による中米はじめ台湾承認国への働きかけに与
え得る影響は軽視できない。

最後にエルサルバドル内政に目を向ければ、エル
サルバドルは 2019 年 2 月に大統領選挙を控えてい
る。最近の世論調査では、与党 FMLN は厳しい状況
に置かれており、政権交代の可能性が高い情勢となっ
ている。ポピュリストとも評されるブケレ前サンサ
ルバドル市長を擁立した第 3 政党である国民統合の
ための大連合（GANA）、または伝統的に米国と良好
な関係を築いてきた最大野党 ARENA が擁立したカ
ジェハ候補のいずれかが勝利した場合、米国との関
係も考慮に入れながら、エルサルバドル次期大統領
が中国との関係をどのように考えていくのか注視し
ていく必要がある。

トランプ政権の動向、台湾内政に基づく中台関係、
また、エルサルバドルに関してはエルサルバドルの
次期政権という 3 つの要素が絡み合い、相互に左右
する中で、今後のエルサルバドル・中国関係、及び
中米の台湾承認国と中国の関係が動いていく。エル
サルバドルを含む中米諸国としては、台頭する中国
を米国との対抗役として位置づけることによって、
米国に対する過度な依存体質から脱したいとの思惑
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もあろう。中国の中米への進出はまだ始まったばか
りであり、他地域と比べればそのプレゼンスも相対
的に低い中、米国の裏庭と称される中米において、
米国と中国、エルサルバドルを含む中米諸国のそれ
ぞれの思惑がどのような綱引きを繰り広げていくの
か、今後の動向が注目される。

（本稿は、2018 年 11 月末執筆時点での情勢に基
づくものである。また執筆者個人の考えを述べたも
のであり、外務省・在エルサルバドル日本国大使館
の立場や見解を代表するものではない。）

（さいとう たつや・よしだ かずたか　在エルサルバドル日本国
　　　　　　　大使館専門調査員・同二等書記官）

ラテンアメリカ参考図書案内

『グローバル金融危機の衝撃と新興経済の変貌 
－中国、インド、ブラジル、メキシコ、東南アジア』

河村 哲二　ナカニシヤ出版　2018 年 8 月　355 頁　3,800 円＋税　ISBN978-4-7795-1304-6 

第Ⅰ部はグローバル金融危機－ 2008 年のリーマン・ショック以降の新興経済発展フレー
ムワークの変貌を「グローバル成長連関」の危機と米国経済、日系電機・電子企業のイノベ
ーションへの課題を産業立地のグローバル化と集積間ネットワーク、韓国の事例で工業機能
の集積による国家的都市システムの空間構造の変容について分析し、第Ⅱ部は新興経済の発
展フレームワークの変貌と転換、中国、日中合弁企業、インド・メキシコ・ブラジル・東南
アジアの経済成長・開発戦略の変貌と転移、韓国・中国金型産業にみるアジアのグローバル・
バリューチェーン（GVC）の変化、NAFTA 体制下におけるメキシコ自動車産業の発展過程
と課題、ブラジルへ進出する中国自動車企業を中心に世界金融危機後の中国企業のグローバ
ル化、2000年代のインドにおける新たな機会と回帰について14人の研究者が解析している。

　編者（法政大学経済学部教授）主宰の研究チームでの共同研究でのメキシコ自動車産業
の発展上の課題、サポーティング・インダストリー（SI）育成の重要性（芹田浩司立正大学
経済学部教授）、中国と中南米・ブラジル経済関係の変化、中国企業のブラジルへの直接投
資の要因、中国自動車メーカー 3 社のブラジル進出戦略の検証、それら進出企業が提示した
インプリケーションとしての「後発国型多国籍企業」（苑 志佳立正大学）といった、両国の
自動車産業を事例に新興経済の変化を解明しようとした論考は興味深い。 　　〔桜井 敏浩〕
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一般社団法人ラテンアメリカ協会は、昨年 12 月
11、12 日の 2 日間、米国ワシントン DC において米
インターアメリカン・ダイアログ（IAD）との第４
回共催セミナーを開催した。今回は、11 日に一般公
開セミナー、翌 12 日に専門家によるラウンドテーブ
ルを以下の内容で実施した。

一般公開セミナー
12 月 11 日に IAD で開催された一般公開セミナー

では、米国政府や企業・研究機関並びに在ワシント
ンのラテンアメリカ（中南米）・日本関係者など約
80 名の参加者を得て、「最新の日本のラテンアメリカ・
カリブ（LAC）向け取り組み：新たな連携を目指して」
とのテーマで、不透明感を増す世界情勢の中で日本
がどのようなビジョンと狙いをもって LAC 諸国との

連携強化に取り組んでいるか、具体的事例を交えて
政府や民間企業の活動を議論した。

冒頭、カーラ・ヒルズ IAD 共同理事長（元米国通
商代表：USTR）が挨拶に立ち、米国の政策転換に
より中国のみならず同盟国とも政治経済面で摩擦が
生じている、カナダ・メキシコとの北米自由貿易協
定（NAFTA）に代わる米国・メキシコ・カナダ協
定（USMCA）の批准が遅れると、過去 25 年間、カ
ナダ・メキシコ・米国の 3 か国を有機的に結びつけ
てきたサプライチェーンが途絶し、日本を含む関係
国の企業活動にも深刻な打撃を与えかねないと警鐘
を発するとともに、二国間 EPA や TPP11（環太平
洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協
定：CPTPP）を背景に、貿易・投資・開発援助（ODA）
を軸とする独自のジャパン・モデルで LAC 地域との
関係強化を目指す日本への期待を表明した。

次に、中前隆博外務省中南米局長が登壇し、「イン
ド・太平洋・LAC：インド太平洋時代の日本・LAC
の役割」と題して基調講演を行った。中前局長は、
メキシコでの日系自動車関連企業の集積、一部の国
との第三国向け支援協力、自由・民主主義・法の支
配などの基本的価値に基づく国際場裡での共同歩調
などの例を挙げ、近年日本にとって LAC 地域の位
置づけは大きく変容したと説明した。この変化を反
映して、2014 年にブラジルで安倍総理大臣が 3 つ
の Juntos（共に）からなる対 LAC 政策の指導理念

（共に発展、共に主導、共に啓発）を発表し、さら
に LAC 諸国との協力関係を次なる段階に引き上げる
ため、昨年 12 月にブエノスアイレスで、「連結性強
化」の 3 指針、① 経済的連結性、② 価値の連結性、
③ 知恵の連結性を提唱した。中前局長はこの 3 指針
の実現のための行動計画として、①自由で開かれた
経済システムの構築（グローバル・バリューチェー
ンや質の高いインフラストラクチャーの実現など）、
②ルールベースの多国間主義の実現（自由で開かれ
た海洋秩序の実現など）、③ SDGs の実現（自然災害
対策や都市問題等の「人間の安全保障」の実現など）

第 4 回
ラテンアメリカ協会、インターアメリカン・ダイアログ共催セミナー

（ワシントン DC，2018 年 12 月11〜 12 日）
棟方 直比古

報告

一般公開セミナー

カーラ・ヒルズ　インターアメリカン・ダイアログ共同理事長



23ラテンアメリカ時報　2018/19年 冬号 No.1425

を挙げ、日本の経験や技術を活用して、基本的価値
を共有する LAC 諸国と共にその実現に取り組みたい
との考えを表明した。（図参照）

基調講演に続き、中前局長はミレヤ・ソリス米ブ
ルッキングス研究所上級研究員のインタビューやフ
ロアーからの質問に答える形で、①近年、日本が積
極的な対 LAC 外交に転じた背景、② NAFTA 再交
渉などメキシコの投資環境の変化に対する日本企業
の対応、③ベネズエラ情勢に対する日本政府の立場、
⑤中国の対 LAC 戦略との差別化、などについて補足
した。

第 1 パネル
「政治の潮流に乗って：新たな日本とラテンアメ

リカ・カリブの関わり」と題した第 1 パネルでは、
世界の政治環境の変化が両地域の関係にどう影響す

るかを 3 名のパネリストを中心に議論した。最初に
登壇した堀坂浩太郎上智大学名誉教授は、日本政府
の対 LAC 政策の変遷を解説し、Juntos を打ち出し
た背景には、従来、日本が持っていた対ラテンアメ
リカ・パーセプションである資本・技術と資源の交
換といった相互補完の観点が時代遅れになりつつあ
ること、首脳外交の活発化、メキシコ・チリ・ペルー
との EPA や TPP の締結、さらに日本社会の高齢化
に因る大量消費時代の終焉があると指摘した。次に、
貿易問題を専門とするナボス・ヴァン・デン・ブル
ク弁護士（米ウィルマ―ヘイル法律事務所）が、今
後の世界政治・経済を左右する２大要因として、①
世界地政学の地殻的変動（中国の台頭と欧米諸国の
相対的地位低下など）と、結果としての、②米中摩
擦を挙げ、今後、米中との距離に腐心するという意
味では LAC も日本も例外ではないが、米中の狭間
に埋没せず、逆に勢いを増す自国主義の対抗軸とし
ての多国主義を日本が主導的に押し進め、LAC と共
に自由貿易圏を拡大する意義は大きく、メルコスー
ルの域外連携を後押しする可能性もあると指摘し
た。最後に、米州開発銀行（IDB）保井俊之理事が、
IDB が LAC で日本等と協力して進める持続的発展支
援事業に関し、成功の鍵は課題（Challenge）・解決

（Solution）・社会変革（Social Innovation）のサイク
ルを確立することで、その中でも、①現地の発展段
階に合った解決案の策定と、②現地関係者の主体的
な事業関与（Ownership）が重要で、それが IDB の

中前局長とミレヤ・ソリス米ブルッキングス研究所上級研究員

図：英文　日・中南米「連結性強化」構想
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目指す自立化支援の根幹と強調した。
続いて、モデレターのマイヤーズ IAD 部長などか

ら、①日本の指導理念（Juntos および連結性強化）
を LAC に浸透させる具体策、② LAC 諸国はより即
効性の高い支援を期待していないか、などの質問が
出された。

第 2 パネル
「日本の対 LAC 投資力の活用：LAC 地域での事

例」と題した第２パネルでは、細野昭雄国際協力機
構（JICA）研究所シニア・リサーチアドバイザーと
日系企業３社の代表が登壇し、LAC における日本企
業の活動を紹介した。

先ず、細野アドバイザーが「質の高い環太平洋ビ
ジネス連携の構築：LAC における環太平洋バリュー
チェーンと開発のためのイノベーション」と題して
総括的スピーチを行い、LAC で日本政府機関・企業
が主導したグローバル・バリューチェーン（GVC）
事例とその特徴を解説した。最初に言及したメキシ
コの自動車関連バリューチェーンは、それまでの相
互補完的な日本・LAC 関係と一線を画した、世界
市場を見据えた GVC 構築の代表例で、日本とメキ
シコの官民の協力でメキシコ側メーカーのバリュー
チェーン参画が拡大したという点で、中前局長の発
言に合致するケースだと強調した。さらに日本企業
が投資するチリのサケ・マス養殖事業と銅鉱石開発
の GVC 事例を紹介し、何れもイノベーションが寄
与したモデルケースで、前者では長期間にわたる未
来志向的な知識・技術改善を、後者では海水淡水化、
海水選鉱、微生物精錬などの先進技術を二国間で共
有できたと指摘した。これらを含む多様な事例に基
づき、細野アドバイザーは、長期的関与、人材投資
に加え、単発取引的（Transactional）関係でなく、
共に成長する（Transformational）関係の実現を視
野に入れた先進的「ジャパン・モデル」ないし「日
本的 LAC 関与」は、今後の日本・LAC 間 GVC の拡
大に引き続き有効と締め括った。

次いで、大纏 匡チリ三菱商事社長は、これまでの
日本企業の LAC 投資は天然資源確保か、その関連の
巨大事業への経営参加型が主流だったが、近年 LAC
主要国での中間層拡大による購買力の増大で市場と
しての魅力が増し、ファミレス・チェーンの「すき家」

（ブラジル）、衣料品チェーンの「コモノヤ」（ペルー）
など、投資の多様化が始まっていると指摘した。

ケビン・タイン日本工営（株）中南米統括は、主
に日本 ODA の支援を得て、LAC で多くのインフラ
プロジェクトに関与しているとして、代表的な事例
を紹介した。同社は LAC 事業の永続的発展のため、
現地人材の優先的雇用と人材育成に注力し、その成
果として現地社員の出身国を超えた広域活用など、
質の高い顧客サービスが可能になっているほか、事
業現場のセキュリティ向上の効果も期待できると指
摘した。

最後に、日本の開発イノベーションの事例として、
戸上 崇 PS ソリューションズ（ソフトバンク・グルー
プ会社）農業科学 LAB 所長がスピーチを行い、研究
機関や国際機関の支援を得て、自社開発の IoT 技術
を活用した農業生産管理システム“E-Kakashi”をコ
ロンビア国内 3 か所で実証実験を行っていると説明
した。これは天候などの必要データを瞬時に収集分
析し、作物に合った栽培・収穫アドバイスをリアル
タイムに携帯電話に提供するシステムで、従来の経
験と勘に頼った農業生産を科学的管理することによ
り農作業の効率化や生産コストの削減などの効果に
加え、農業用水などの環境対策も可能、さらに将来
的には蓄積データを情報プラットフォーム化するこ
とで、アグリビジネスなど広範囲の活用が望めると
指摘した。

ラウンドテーブル
翌 12 月 12 日に、旧日本大使公邸でラウンドテー

ブルを実施し、ジュリー・チュン米国務省西半球局
首席次官補代理をはじめとする日・米・LAC の専門
家約 30 名が参加した。ラウンドテーブルでは、全体
テーマ「日本と LAC・カリブ：不確実な時代での質

ラウンドテーブル
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の高い関係の構築」のもと、2 つのセッションに分
かれて議論を交わした。

第 1 セッション
第 1 セッションは、「日本の対 LAC 経済的関与：

リスクと成果の検証」というテーマで、世界の政治
経済や地域連携の変化が日本の LAC 関与に及ぼす影
響を議論した。最初に発言したマイケル・シフター
IAD 会長は、2019 年に向けた LAC 主要国の情勢を
簡単にレビューした後、メキシコとブラジルの政権
交代は左右の違いはあるものの、国民が前政権の汚
職体質に鉄槌を下したという点で共通したものがあ
り、共にどの程度有効な綱紀粛正が図られるか注目
が必要、メキシコは対米関係、ブラジルは年金改革
などの財政立て直しが喫緊の課題で、基本的にリス
キーな部分はあるとした。最後に、LAC で急速に存
在感を高める中国について触れ、各国とも米中間の
バランスをどう図るかで頭痛が深まる状況、昨年も
指摘したように、引き続き日本にとって好機の状況
は続くとコメントした。

次に、カルロス・パレハ駐米ペルー共和国大使が
発言し、クチンスキー前大統領の辞任やラバジャッ
ト事件関与など、ペルーの汚職問題も深刻だが、ビ
スカラ新大統領は汚職対策を政権の最重要課題に据
え、国民の強い支持を背景に勇断を奮っており、改
善の方向にあると理解するとした。さらに南米全体
の課題として、中国の巨額投資の背景には明確な戦
略判断があると理解しており、その対抗として米日
企業から同規模の投資が重要と訴えた。

桑山幹夫神戸大学経済経営研究所フェローは、
TPP11 と日・EU EPA は「質」の高い FTA として
他のメガ FTA のデファクト・ルールになる可能性
を秘めているほか、反グローバリズムや保護主義の
防波堤として RCEP などの合意を速める効果も期待
できること、メルコスールと EU、日本他との FTA
締結、太平洋同盟・メルコスール間のルール収束化
は多国主義の強化と自由で開放的な貿易体制の維持
に拍車をかけるが、TPP11が太平洋同盟とメルコスー
ルにどのような影響を及ぼすかは、日本の対ラテン
アメリカ戦略に左右される可能性は否めないと指摘
した。最後にモニカ・デ・ボッレ ジョンズ・ホプキ
ンス大学研究ラテンアメリカ研究科長がブラジルの
ボルソナーロ新政権の閣僚候補の横顔を詳細に紹介
し、新政権の立ち上がりを予想した。

第 2 セッション
第 2 セッションでは、「質の高い環太平洋経済関係

の構築」をテーマに、日本の投資や開発協力が LAC
経済の発展に果たす役割やアジア太平洋地域のグ
ローバルサプライチェーンへの LAC 企業の関与など
について議論した。前日に続き、細野昭雄 JICA 研
究所シニア・リサーチアドバイザーと戸上 崇 PS ソ
リューションズ農業科学 LAB 所長が違った観点から
日本企業の活動を紹介した。続いて、ハインツ・ル
ドルフ 世界銀行リードエコノミストが発言し、日本
が提案する開かれた貿易投資を前提とした長期パー
トナーシップは大変有意義で、LAC にとっても歓迎
すべきものだが、南米諸国には長期安定的な関係を
築くために必要なインフラ、金融システム、技術が
まだまだ不足しており、その部分も勘案したアプロー
チが望まれると指摘した。最後にアントニオ・オル
ティス・メナ オルブライト・ストーンブリッジ社副
社長がスピーチを行い、出身地メキシコのロペスオ
ブラドール政権の日本との関係について、プラス面
として ①開放経済の方針は不変、②対米加関係も最
終的に不変、③メキシコでの日本の中・韓との比較
優位性も不変との見解を表明、逆にリスク面として、
新政権の意思決定がより中央集権的で、政治判断を
反映したものになる恐れがあると指摘した。

（むなかた なおひこ　ラテンアメリカ協会常務理事・事務局長）
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駐日ラテンアメリカ大使
インタビュー 

パラグアイ

パラグアイ共和国のフロレンテイン＝アントラ駐日パラグアイ大使は、ラテンアメリカ協会のイン
タビューに応じ、パラグアイの経済発展と良好な投資環境、今年外交関係樹立 100 周年を迎えた日本
との関係等について見解を表明した。同大使は、駐独大使、商工省投資・輸出総局長、外務省儀典長
を歴任し、2017 年 12 月から駐日大使。
インタビューの一問一答は次の通り。

日本の印象
―大使は日本に着任されて約1年になりますが、日本につ

いてどのような印象をお持ちですか。これまでの日本滞在

で最も印象深い思いでは？

大使  私の日本の印象は、清潔、秩序、規律、時間厳
守といった海外における日本のイメージと重なりま
す。この一年間、これらの素晴らしい美徳を体感す
ることができました。また、日本の公的機関や民間セ
クターがオープンかつ友好的な姿勢で対応して頂い
たおかげで、円滑に日本に適応し、対話や事業を意
欲的に進めることができたと嬉しく思っています。

首都アスンシオンの発展は好調な経済を反映
―最近、首都アスンシオンを訪問した人々は、その急速な

発展ぶりに目を見張りますが、その原動力は何でしょうか。

大使　最近の首都アスンシオン（近郊を含めると全
人口の4分の1が集中）は、経済が南米で最も安定的

に成長しているパラグアイの姿を反映しています。
パラグアイ経済が好調なのは約15年前から適切な経
済財政政策が行われてきたからです。過去10年間の
平均経済成長率は4.4％、2018年も4.5％と見込まれて
います。インフレ率は4.5％程度で、通貨価値も安定
し、外貨準備も十分にあり、経済成長に相応しい状
況にあります。国際機関や格付け機関から、パラグ
アイの経済は強固で投資環境も良好との評価を得て
いることもあり、外国投資は最近10年間で約3倍増加
しました。好調な経済を反映し、アスンシオンはオ
フィスビル、住宅、ショッピングモール、レストラ
ン等が次々と建設され、これまでにないテンポで発
展を遂げています。このような発展を下支えするも
のとして「国家開発計画パラグアイ2030」（2014年
採択）があり、①貧困削減と社会開発、②包摂的な
経済成長、③国際社会への参画を3本柱とする不断の
政策努力が行われています。

ラウル・アルベルト・フロレンテイン＝
アントラ駐日パラグアイ大使

今年は日本パラグアイ
外交関係樹立 100 周年
− 日本とのさらなる関係強化を期待 −

第30回
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財政規律強化が外国投資誘致の第一歩
―カルテス政権（2013年8月～18年8月）は、従来の経

済政策をよりビジネス・フレンドリーな形で集大成し、外

国投資と経済成長を促進したと聞いていますが、具体的に

はどのような政策を採ったのでしょうか。

大使　最も重要かつ効果的な政策は、カルテス政権
の最初の年に可決された「財政責任法」（財政赤字
をGDP 1.5％以内に制限）です。これによりマクロ
経済運営の規律、透明性、予見可能性が高まり、パ
ラグアイ経済に対する内外の信認を高めることにな
りました。第2はインフラ投資の増大です。カルテス
政権以前のインフラ投資は年間3億米ドル以下でした
が、同政権下で年々増加し2017年には8億ドルに達す
るとともに、「官民パートナシップ法」導入により
民間企業の公共インフラ事業への参入が可能になり
ました。第3はカルロス・アントニオ・ロペス奨学金
制度です。この政策により経済成長の原動力である
人材の育成と教育の向上が図られました。第4は既に
存在していた「保税加工制度（マキラ）」の強化で
す。マキラ制度の下で生産する輸出企業は、付加価
値税1％が唯一の税負担となります。また、「トリプ
ル10」（付加価値税10％・法人税10％・個人所得税
10％）と呼ばれる税制は外国投資家にとっても魅力
的なものです。

若手新大統領はマクロ経済の安定を重視
―2018年4月の大統領選挙で与党コロラド党のマリオ・

アブド・ベニテス候補が勝利し、同8月大統領に就任しま

した。新大統領はどのような人物ですか。また、政策的な

優先課題は何でしょうか。

大使　大統領選挙で与党コロラド党のベニテス候補
が野党のエフライン・アレグレ候補を破り、初代ロ
ペス大統領（1844～1862年）から数えて50代目、民
主化後第9代目の大統領に就任しました。ベニテス
大統領は47歳です。ベニテス政権の優先課題は、経
済発展を軸にしつつ、国民の健康・衛生、教育の充
実、民主主義の強化です。経済分野については、ベ
ニテス大統領は、財政規律の強化や透明性の高い通
貨政策を通じマクロ経済の安定性と予見可能性を高
めると強調しています。パラグアイを南米の工業ロ
ジスティクスセンターにすることを目指し、外国投
資を誘致するため、法的安定性の強化、若年労働者
の活用、官民パートナシップの促進、貿易投資協定
の拡充等を図るとともに、中小零細企業や小規模農

業者の支援にも努力しています。教育分野について
は、初等教育、職業訓練、高等教育、スポーツ教育
等を重視しており、教育予算をGDP 7％とすること
を目指しています。健康・衛生分野については、プ
ライマリーケアや母子保健を重視し、地域ごとの医
療体制の整備を図ることにしています。民主主義の
強化のために、抜本的な汚職撲滅対策を取るととも
に、組織犯罪や麻薬組織の摘発にも努めています。

ブラジル・アルゼンチンとの友好協力は不変
―パラグアイにとって隣国ブラジル及びアルゼンチンとの

関係は極めて重要だと思いますが、両国との関係において

貴国が重視していることは何ですか。また、メルコスール

に懐疑的な発言をしているボルソナーロ大統領の誕生によ

りブラジルとの関係に変化が生じると思いますか。

大使　パラグアイはブラジル、アルゼンチン、ウル
グアイとともにメルコスールの創設メンバーであ
り、これらの国々との関係はパラグアイにとって極
めて重要です。特に、ブラジルは、パラグアイの輸
出の34％、輸入の25％を占めている最も重要な貿易
相手国です。パラグアイ東部には大きなブラジル人
コニュニティがあり、農業生産に大きく貢献してい
ます。また、多くのブラジル企業が進出しており、
パラグアイがブラジルの生産サプライチェーンの一
部になる形で両国間の経済統合が進んでいます。世
界最大級のイタイプ水力発電所の存在も重要です。
同発電所はアルゼンチンとのヤシレタ発電所ととも
に、パラグアイを世界最大の電力輸出国にしていま
す。また、アルゼンチンはパラグアイの輸出の28
％、輸入の18％を占めるブラジルに次ぐ重要な貿易
相手国です。パラグアイ経済の持続的な成長にとも
なって、アルゼンチン企業による建設投資やフラン
チャイズチェーンの出店が相次ぎ、アルゼンチンの
存在感が高まっています。
　ボルソナロ新ブラジル大統領は就任前にベニテス
大統領と会談し、友好的な雰囲気の中で、それぞれ
の国民の利益のために協力することを確認しまし
た。両国間の絆は極めて強く、いずれの国にとって
もその変更は望ましくありません。

最近の欧州の状況はEPA交渉に影響しない
―大使は駐独大使をされた欧州情勢にも明るい方ですが、

欧州が移民問題、内政不安、英国離脱などに揺れる中で、

EU・メルコスール間のEPA交渉の早期妥結は可能だと思
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いますか。

大使　ご指摘の欧州の状況は、メルコスールとの
EPA交渉に直接的な影響はないと思います。交渉が
難航しているのは、農業分野等で合意が得られてい
ないためです。双方とも早期に合意したいと考えて
いますが、EPAは物品の市場アクセスだけではな
く、政府調達や知的財産権など幅広い政策分野を含
むため複雑な交渉となっています。メルコスールと
EUは伝統的な良好な関係にあり、EPAが合意に至れ
ば関係は一層深まるとともに、自由貿易体制の強化
にも資すると思います。

台湾との友好協力関係は揺るがない
―パラグアイは台湾と外交関係を維持している中南米でも

数少ない国の一つですが、今後とも台湾との関係を維持し

ますか。

大使　パラグアイと台湾は緊密でダイナミックな関
係を維持しています。2017年には外交関係樹立60周
年を祝賀し、様々な記念行事や文化事業が行われま
した。ベニテス大統領は、パラグアイの外交方針と
して経済的利害よりも原理原則を重視すると述べ、
台湾の国連機関への加盟申請を支持すると表明しま
した。台湾はパラグアイの経済開発に多大な協力を
してきた国の一つであり、国民の間にも敬意と感謝
の念があります。昨年、「パラグア・台湾ポリテク
ニコ大学」が創設され、今後10年間で1,500人の世界
レベルの技術者の育成が見込まれています。

安倍総理訪問で外交関係100周年がスタート
―2019年は日本・パラグアイ外交関係樹立100周年に当

たりますが、要人往来や記念事業等の計画はありますか。

大使　昨年12月2日、安倍総理大臣が日本の総理とし
て初めてパラグアイを公式訪問し、ベニテス大統領
と会談しました。これは長年にわたる両国関係の強
化を象徴するものです。
安倍総理の訪問は2019年の外交関係樹立100周年事業
のキックオフとなり、両首脳は両国で公募し選考さ
れた日本人デザイナー作成の記念ロゴを公表しまし
た。
　我々駐日大使館も様々な文化行事を企画していま
す。世界的に有名なギタリスト・ベルタ・ロハスの
コンサートが東京等で開催される他、パラグアイ・
コミュニティによる「パラグアイ フェスティバル」
も今年はより大きな規模で開催される予定です。ま

た、投資誘致のための使節団や公式記念行事のため
のハイレベルの要人の訪日も期待されています。

農業開発における日本人移住者とJICAの貢献は大
きい
―パラグアイは大豆の輸出量が世界4位、牛肉が世界8位

を誇る農業大国になっていますが、このような成功の背景

には日本人移住者の貢献や日本の援助があったと聞いてい

ますが、そうでしょうか。

大使　現在の農産物輸出国としての成功は、長年に
わたる品質向上と増産のための努力が結実したもの
です。特に、1970年代の国民や移住者の努力が農
業大国となる原動力となりました。その過程で日本
人移住者やその子弟は重要な役割を果たしました。
「直播」技術の導入により大豆など新しい作目の拡
大に貢献し、南部（ピラポ）や西部（イグアス）の
日本人移住地はその生産拠点になっています。ま
た、農業の拡大と近代化には、日本、ドイツ、台湾
等からの国際協力も貢献しました。国際協力機構
（JICA）は農業の機械化、新品種の研究、森林開
発、インフラ整備等に協力してくれました。

最近6年間で進出日本企業数が2倍に
―近年、パラグアイには造船や自動車部品の分野で日本企

業が積極的に進出していますが、日・パラグアイ間の経済

関係の現状と今後の展望を教えてください。
大使　パラグアイは、政治・経済の安定性、外国投
資誘致策、良好なビジネス環境等から、メルコスー
ル市場を睨んだ生産拠点として大きな潜在力がある
と多くの外国企業から認知されています。その中に
は名の通った日本企業（常石造船、フジクラ、矢崎
総業、住友電装など）も含まれており、最近6年間で
進出日本企業の数は2倍に増加しましたが、今後さら

安倍総理とベニデス大統領（2018 年 12 月18 日 提供：内閣広報室）
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に多くの進出を期待しています。特に、自動車関連
産業は有望です。現在ブラジルと交渉中している自
動車分野の協定が合意されると、パラグアイで部品
を製造しメルコスール域内の自動車工場に供給する
事業はより魅力的なものになります。パラグアイ・
パラナ両河川航路の開発が進むにつれて造船分野も
有望です。知識経済に関連する分野でも可能性が広
がっています。

3国国境地帯は魅力的な観光地
―パラグアイにはイグアスの滝、アルパ、マテ茶、手芸品な

ど日本人を惹きつけるものがたくさんありますが、観光、文

化、芸術分野での交流の可能性をどうお考えですか。

大使　パラグアイの文化は日本でも広く受け入れら
れています。日本各地で数千人が「パラグアイ ハ
ープ」を習っています。伝統的な刺繍織物「ニャン
ドゥティ」も数百人が学んでおり、日本語の教材も
出版されています。また、観光については、パラグ
アイ・ブラジル・アルゼンチン3国国境地帯は自然
の楽園であり、日本人観光客の関心を呼び始めてい
ます。この地帯は豊かな動植物の宝庫であるだけで
はなく、壮大なイグアスの滝や巨大なイタイプ水力
発電所、商業都市シウダデルエステ、日系人のイグ

アス移住地等があり、観光地としての魅力に富んで
います。愛好家が生産地を訪ねる「ニャンドゥティ
の道」という新しい観光パッケージも発表されまし
た。

読者へのメッセージ
―『ラテンアメリカ時報』の読者に対しメッセージがあれ

ば、お願いします。

大使　パラグアイと日本は外交関係を樹立してから
100年、最初の日本人移住者がパラグアイに来てから
80年という長い交流の歴史があります。この間、パ
ラグアイにおける日本への関心や日本文化に対する
愛着は年を追うごとに深まっています。パラグアイ
を訪れた多くの日本人もパラグアイが気に入り、長
年の良き友人になってくれています。読者の皆様に
もぜひパラグアイを訪れていただき、様々な魅力や
人々の温かさに触れていただきたいと思います。ま
た、日本企業の皆様にはパラグアイの良好な投資環
境やメルコスールの生産拠点としての優位性につい
て知っていただきたいと思います。駐日大使館は皆
様からの照会をお待ちしています。

（ラテンアメリカ協会副会長　. 佐藤 悟）

ラテンアメリカ参考図書案内

『スペイン語で旅するおくのほそ道　SENDAS DE OKU』
伊藤 昌輝著　エレナ・ガジェゴ・アンドラダ監修　大盛堂書房
2018 年 11 月　239 頁　1,800 円＋税　ISBN978-4-88463-122-2

俳句は江戸時代には俳諧と呼ばれ、連歌形式を一変させた松尾芭蕉（1644 ～ 94 年）は
生涯を漂泊者として送り 4 編の紀行文を遺しているが、本書の最後の旅の終わった後も推敲
を重ねて死の直前に仕上げたのが『おくのほそ道』である。極めて簡潔な文章で書かれてい
るが格調が高く、短い文章の中に濃密な情感が凝縮されており、日本古典文学を代表する傑
作の一つとされている。

元禄 2 年（1689 年）2 月の江戸出立から日光、那須、白河を経て仙台、石巻、平泉まで
北上し、出羽に出て越後、越中、越前を回って美濃の大垣に 9 月初めに到達するまでに綴っ
た旅の様子とその折々に詠んだ句の原文と現代語訳、そのスペイン語訳文と注記を、様々な
江戸期の画像、旅程図、松尾芭蕉年譜などとともに分かりやすく両国語で載せている。

同じ出版社からバイリンガル書籍として『スペイン語で奏でる方丈記』、『スペイン語で詠
う小倉百人一首』、『スペイン語で親しむ石川啄木 一握の砂』の著作もある著者ならではの、
日本語、日本文学とスペイン語に通暁した高い見識があってこその素晴らしい労作である。

〔桜井 敏浩〕
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ブラジル大統領選挙結果をノルデスチで考えてみた
－“苦渋の選択”だった－

岸和田 仁

時 事 解 説

はじめに
プライベートな所用があって 11 月末に一週間ほど

ブラジルに出かけることになったので、この機会を
利用して、ノルデスチ（北東ブラジル）のレシーフ
ェ市並びにペトロリーナ市で様々な社会階層の人た
ちに今回の大統領選挙結果について聞いてみた。具
体的には、タクシー運転手（5 名）、大学教授、弁護士、
農産加工工場労働者（4 名）、灌漑農業従事農家、農
産企業幹部（役員、部長、3 名）、雑誌キオスク店主、
といった人たち計 30 名ほどだったが、無味乾燥な選
挙データからは見えてこない、投票者の生身の人間
としての思い・考えを彼らとの会話的雑談を通して
いささか体感することができた。

本稿では、まず選挙結果に関するいくつかのファ
クトを押さえたうえで、このノルデスチでの個人的
経験に基づき、個人的メモを重ねることとしたい。
今回の統一選挙（大統領、連邦下院議員全員、上院
議員の約半数、州知事、州議会議員）では国民の多
くが“苦渋の選択”を強いられたといえるが、彼ら
の声をこの小論に反映してみたいと考えたからだ。

大統領選の結果
今回の統一選挙は、一次投票（10 月 7 日）、決選

投票（10 月 28 日）と二回に分けて行われた。大統
領選の結果（有効得票率）については、
（1）一次投票の結果　
　　�①ボルソナーロ 46.03％　②アダッジ 29.28％　

③ゴメス 12.47％　④アルキミン 4.76％
（2）二次（決選）投票の結果
　　�①PSL（社会自由党）のボルソナーロ候補 55.13%

②PT（労働者党）のアダッジ候補 44.87%
汚職撲滅、治安回復を強調したボルソナーロ候補

（元陸軍大尉、現下院議員）の圧勝といえる。
前回 2014 年の大統領選は、ルセフ元大統領が勝利

したが、対戦者ネヴェス上院議員の得票率との差は
わずか 3％であったから、今回の 11％の差の持つ意
味は大きい。

PTが優勢だったノルデスチ（北東部）とノルチ（北部）
ブラジルは 27 の州で構成されるが、決選投票でア

ダッジ候補の得票率が 50％を超えた州は 11 州に及
んだ。具体的にはノルデスチ（北東ブラジル）全州

（マラニャン、ピアウイ、セアラ、リオグランデ・ド・
ノルチ、パライーバ、ペルナンブーコ、アラゴアス、
セルジッペ、バイーアの 9 州）並びに北部ブラジル
のパラー州、トカンチンス州、である。このうちペ
ルナンブーコ州の数字をみると、アダッジ 66.53％、
ボルソナーロ 33.47％であったが、ノルデスチ全体の
有効得票率はアダッジ 68.2％、ボルソナーロ 31.8％
であった。

このファクトを政治地図として見れば、ブラジル
の南北問題を素直に反映しているといってよい。北
部・北東部＝経済的な貧困地域＝ PT の支持基盤、
に対して、南部・中西部＝経済的に豊かな地域＝ボ
ルソナーロの支持基盤、とざっくり理解できるから
だ。とはいえ、こうして南北問題（世界の南北問題
とは逆に、ブラジルでは南が先進地域で北が貧しい
地域）とか南北分断というように単純化するのは、
リスクをともなうことも事実だ。

例えば、都市部の投票結果をみると、レシーフェ
の場合、アダッジ 52.5％、ボルソナーロ 47.5％と拮
抗しており、都市有権者の PT 支持率はノルデスチ
全体平均よりは 15％も下回っている。すなわち、都
市住民の中産階層は、南部だろうが北東部だろうが、
PT に愛想を尽かした、と理解すべきである。

政治地図が大きく変わった二つの有力州
南東部のミナスジェライス州と南部のリオグラン
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デ・ド・スール州という二つの大票田での変化に注
目したい。ミナス州は、前回（2014 年）はルセフ元
大統領が過半数をおさえ、州知事には PT 候補ピメ
ンテルが勝利したが、今回は、前回 PT に投票した
有権者のかなりの部分がボルソナーロへ票を投じた
ため、ピメンテル知事は再選されず（一次投票で 3
位となったため決選投票にも行けず）、同じくミナス
州から上院議員に立候補したルセフ元大統領は、最
下位落選の憂き目をみた。リオグランデ・ド・スー
ル州の場合も同様で、かつては州知事も州都ポルト
アレグレ市長も何代も PT が押さえ、カウンター・
サミットといわれた「世界社会フォーラム」を主導
したり、市民参加型予算を定着させて“労働者党の
牙城”といわれた州だったが、そんな面影は全くな
くなってしまった。

前回（2014 年）の選挙までは、何だかんだいいな
がらも PT に投票していた有権者の多くが、PT 批
判票に転じた最大の要因は、ラヴァジャット事件に
象徴される汚職贈収賄の途方もない規模（一説では、
その額 420 億レアルというから円貨換算で 1 兆円以
上）に堪忍袋の緒が切れたからだろう。繰り返すが、
この二つの有力州が PT 支持から PT 批判に転じた
ことの意味は深い。

レシーフェのタクシー運転手4人に聞く
タクシーという閉鎖空間においては運転手は一人

演説に酔ってしまうことがしばしばだが、ノルデス
チのタクシーの場合は、意外とお喋りでない運転手
も少なくない。今回 4 人の運転手に聞くことが出来
たが、支持候補については半々くらいかなとの事前
の予想を覆して、ボルソナーロ支持 3 名に対しアダ
ッジ支持は 1 名であった。ボルソナーロ支持の中年
運転手は PT 政権が如何に公金を横領したか長広舌
をふるっていたが、アダッジ支持の運転手は、訥々と、
一次投票ではゴメスに投票し、決選投票では悩んだ
末アダッジを支持したが、今となってはボルソナー
ロ氏が新大統領として政治を刷新してくれればと祈
っている、と語っていた。

レシーフェの中産階層に属する弁護士、企業幹部
らにも同様の質問をしたが、執筆者が会話を交わし
た彼ら（約 10 名）の 7 割方がボルソナーロに票を投
じていた。ノルデスチでは富裕層に属する彼らは、
三つの危機（経済低迷の危機、政治混乱の危機、モ
ラル破綻の危機）をもたらした PT は許せない、と

いうのが共通意見であった。
　

老哲学者の苦渋の選択
決選投票直前の総合週刊誌“VEJA”（2018 年 10

月 31 日号）に著名な哲学者のインタビュー記事が掲
載された。その哲学者とは、ジョゼ・アルトゥール・
ジアノッチ USP（サンパウロ大学）名誉教授で現在
88 歳である。フランス留学時代は哲学者メルロポン
ティ（1908 ～ 61 年）に師事していたが、哲学者と
してはマルクスやウィトゲンシュタインの研究者と
して知られる左派知識人である。政治活動には直接
コミットすることはないが、社会民主主義の支持者
といえる。そんな老哲学者も近年は汚職まみれの PT
を厳しく批判してきたのだが、今回の選挙について
は“苦渋の選択”でボルソナーロ支持を表明したのだ。

彼の主張の要旨は、「決選投票の候補者二名とも問
題がある。ボルソナーロでは民主主義が毀損するリ
スクがあり、かといって、現在の三つの危機（経済
的危機、政治的危機、モラルの危機）をもたらした
PT のアダッジ政権では政治が刷新される可能性はま
ずない。」「ボルソナーロ・リスクのほうがアダッジ・

哲学者 J.A. ジアノッチ（“VEJA” 2018 年 10 月 31日号インタビュー記事
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リスクよりも大きいが、もう一つの可能性である、
刷新の可能性もボルソナーロのほうが高い。どちら
も問題でリスクが大きいことは承知しているが、ど
ちらかを選択せよといわれれば、“ボルソナーロ・リ
スク”のほうを選ぶ」というものだ。まさに“苦汁
にして苦渋の選択”だ。

このインタビュー記事は、まさに良心的知識人の
苦悩の叫びと言える内容であったが、サンパウロで
あれノルデスチであれ中産階層の最大公約数的な意
見をこの老哲学者が代弁したと解釈しても的外れで
はない。　

遠隔地ナショナリズム
在外ブラジル人（登録有権者数は約 60 万人）の投

票行動も実に興味深いものであった。米国、ポルト
ガル、英国、イタリア、日本などに居住する在外ブ
ラジル人の投票結果は、全体の有効得票率でボルソ
ナーロ 71％、アダッジ 29％であった。ブラジル国外
の票田として第一位の米国に次ぐ世界で二番目の票
田である日本での結果をみると、地域別のボルソナ
ーロ得票率は東京 90.85％、浜松 92.1％、名古屋 91.5％、
群馬県大泉 91.6％であった。

国外居住者のほうが本国住民よりも保守的なナシ
ョナリストになる傾向があると論じた政治学者ベネ
ディクト・アンダーソンは、この傾向を「遠隔地ナ
ショナリズム」と名付けたが、今回の選挙結果はア
ンダーソン理論を具体的に裏付けたといえる。

憂慮すべき事象－一層の多党化と新人議員の過半数化
連邦下院議員を 1 議席以上獲得した政党の数は、

1994 年の選挙（レアルプラン成功のおかげで F・H・
カルドーゾ大統領が当選した年 ）では 16 であったが、
今回は、30 政党と倍増している。多党林立というよ
りも小党乱立というのがブラジルの議会（下院）の
現状である。こうしたいくつもの小党を政権側が惹
きつけるための議会工作の「アメとムチ」が今後ど
うなっていくか、懸念される。ちなみに下院議員定
数は 513 名である。

“VEJA”11 月 21 日号表紙　ボルソナーロ新大統領と 3
人の息子

“VEJA” 10 月 17 日号表紙

“ISTOE”誌　11 月 28 日号表紙　次期ファーストレ
ディー　ミシェリ・ボルソナーロ
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また、下院議員は新顔が増えたことも今回の選挙
の特徴だ。前回 2014 年の統一選挙における下院議員
の再選議員率は、53.22％で、初当選した新顔は 46.78
％であったが、今回は新顔が 53.41％で再選議員は
46.59％と新旧が逆転している。

新政権に対して－期待よりも不安
経済的不平等を社会政策によって是正しようとし

た PT 政権は“社会自由主義”とも呼ばれ、「第三の道」
のモデルにもなりうるとして世界中の政治研究者の
注目を浴びたこともあったが、ブラジル政治の伝統
的お家芸であった公金横領ノウハウを PT 風に“改
悪”、いや“技術革新”して巨額の贈収賄スキームを
作り上げたところで“自滅”した。その結果、元々
PT を支持していた有権者までが PT を見限った、と
いうのが今回の選挙で明らかになったことだ。今回

の統一選挙によって示された民意とは、「PT 政権が
継続されればブラジル社会が腐ってしまう、経済も
治安も悪化するだけだ、したがってアンチ PT の候
補に賭けるしかない、たとえ右翼的ポピュリストで
あっても」というものであった。

極言すれば、ボルソナーロ候補は、PT のアンチテ
ーゼとしてのみ存在理由があった。短期間ながらブ
ラジルのノルデスチやサンパウロを訪ね、今回の大
統領選について何人ものブラジル人と会話を交わし
たが、執筆者が感得したことは、「新政権に期待した
いが、それよりも不安のほうがデカイ」という国民
の冷めた視線であった。

　
（きしわだ ひとし　日本ブラジル中央協会常務理事・

会報『ブラジル特報』編集人）

ラテンアメリカ参考図書案内

『あけましておめでとう』
フーベン・フォンセッカ　江口佳子訳　水声社
2018 年 11 月　257 頁　2,500 円＋税　ISBN978-4-8010-0295-1  

これまで 4 巻が出ている武田千香東京外語大教授編集の「ブラジル現代文学コレクション」
の最新刊。1969 年から 21 年間続いた軍事政権は、大衆には「偉大なるブラジル」「進歩し
続ける国」という肯定的イメージを宣伝したが、本書はその意に添わない「表面的な解釈で
は、エロティックでポルノグラフィ的なものと烙印を押してしまうであろう」と代表的週刊
誌“Veja”の書評に書かれたとおり、1976 年に政府は猥褻性による「公序良俗」違反、社
会的暴力の誘発を理由に発禁処分に処した。

リオデジャネイロを舞台にした 15 編の短編から成り、表題作は富裕層宅での大晦日のパ
ーティを襲った残忍な強盗グループの行為を通じて高度経済成長の恩恵の格差を、「夜のド
ライブⅠ､ Ⅱ」と「他者」は企業の重役を主人公に、社会と他者との関係性の構築を否定し
た自己中心的に暴力行動にはしる姿を描くことで、下層階級・低学歴者の経済的不平等格差
による教育格差、社会のコミュニケーションの対立・断絶を問題提起している。「大腸」は排
泄に結びつくものとして清潔でない器官とのイメージから、そういったものを描くのは“ポ
ルノグラフィ”作品と言われるが、身体の理解は暴力行為の回避に繋がり表現の自由が必要
との持論をもつ老作家へのインタビューの形をとって、著者の多元的な視点への価値観を主
張している。

著者は、1925 年生まれで 8 歳の時にリオデジャネイロ市に移り、1951 年から 58 年の
間リオデジャネイロ州警察で働き、民間電力会社に転職してから演劇・映画シナリオを書い
て作家デビュー、会社重役にまでなったが 79 年以降作家業に専念し、ベストセラー作家の
評価を得た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔桜井 敏浩〕
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はじめに
日本のメキシコとの関係が 2005 年の日本・メキシ

コ EPA 発効により、過去十数年間において極めて密
接化してきていることは、様々な文献が述べるとこ
ろである 1。2016 年には、両国の交流史上はじめて
在メキシコ日系企業（外務省定義による）が 1,000 社
を超え、また在メキシコの日本人も 1 万人を超えた。
かくして、経済面のみならず社会文化面でも二国間
交流は活発になっている。

さて、昨年からの NAFTA 再交渉における問題の
一つとして「メキシコの低賃金」があった。これが、
日本を含め外国企業が対メキシコ投資を進める一つ
の誘因である。

対メキシコ直接投資を考える日本企業が現地法人
を設立する上で重要なポイントのひとつが、「雇用の
健全な確保」である。日本貿易振興機構（JETRO）
の『2016 年中南米進出日系企業実態調査』によれば、
メキシコ進出日系企業の急増により、人材確保のた
めの競争が熾烈になっているという 2。なお雇用の健
全な確保において注視すべき点に法律上の問題もあ
る。

1821 年にスペインから独立したメキシコでは、そ
の後数十年にわたり労働者は無保護の状態が続いた。
1910 年のメキシコ革命後制定された 1917 年憲法で
は、労働力は商品ではなく、一層の保護に値するも
のと捉えられ 3、かくして労働者の基本的権利（団結
権、団体交渉権、争議権）を明記した同第 123 条は
長文の法条となっている。なお、この社会・労働権
が 1919 年制定のワイマール憲法よりも 2 年前に規定
されたことは特記すべきである。

同憲法は、労働法の制定権を各州に委ねていた
が、1929 年に至り同憲法が部分改正され、労働法制
定は国会の権限とされた。かくして、1931 年に初の
単独法としてメキシコ連邦労働法（Ley Federal de 
Trabajo：以下 LFT）が成立した。

このような史的発展を遂げたメキシコの労働法制
であるため、一般的に労働者保護の色彩が、少なく

とも立法上は、強いものとなっている。

労働者に手厚いメキシコ労働法
LFT 上、雇用関係（Relación laboral）は労働契約

（Contrato del trabajo）ではなく、労働者が役務を提
供しそれを相手方が受領することにより生じる（LFT
第 21 条：以下単に〇条）。労働関係が推定される場合、
雇用者が反対のことを示さない限り、労働者は法的
保護を受けることができる。換言すれば、労働者が
保護されるために労働契約は必要ない 4。

「労働者保護」の代表例が第 18 条の規定である。
同条は「（企業内就業規則も含む）労働規範の解釈
につき疑義がある場合、労働者に有利な解釈がなさ
れるものとする」と規定する。たとえば第 52 条は、
その規定中に「30 日」という文言を用い、他方、第
517 条では「1 か月」という文言がある。1 か月が 30
日間であれば解釈上問題はないが、「2 月」の場合は「30
日間」と解釈すべきで、また「31 日間ある月」の場合、

写真 1：グアダラハラ市近郊：執筆者撮影
2018 年前半のメキシコの労働総人口は約 5,900 万人。インフォーマル部門
従事者（農耕従事者、社会保障未加入労働者あるいは自己雇用者を含む）は
3,050 万人に達した。露店があるのはメキシコではどこでもある風景である

メキシコ進出企業のための
労働法制に関する留意点

岡部　拓
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「当該 1 か月間」と解釈され、より長い期間が与えら
れる 5。

このような事情からも、一旦雇用すると解雇も難
しい状況となる。とりわけ LFT 第 47 条が定める懲
戒解雇については、その旨を事前に労働者に通知す
る必要があり、不服がある労働者は調停仲裁委員会

（Junta de Conciliación y Arbitraje：各州に設置）に
申し立てができる（第 48 条）6。通知義務を欠く場合、
不当解雇となる（第 47 条第 2 項および第 784 条参照）。

労働環境も慣習も異なるメキシコ人を雇用するう
えでは、事前に明確な就業規則を定めていくことは、
企業運営上、重要となる。以下では、まず LFT 上の
解雇事由で、労働者保護精神の見受けられる条項の
解釈の一例を検証し、その後、就業規則を規定する
うえでポイントとなる事項を紹介する。

第47条第1項第10号に規定される解雇事由7 
同規定によれば、労働者が 30 日 8 という期間に

おいて雇用者の許可ないし正当な理由なく“más de 
tres faltas”をなした場合、その者は解雇されうる。
この“más de tres faltas”というスペイン語は、文
字通り訳した「3 回以上」であろうか、あるいは「3
回を超える」であろうか。

LFT 上、労働時間にはいくつかの形態があり、第

63 条 は「 継 続 的 労 働 時 間（jornadas continuas）」
を、 第 64 条 は「 断 続 的 労 働 時 間（jornadas 
discontinuas）」に言及する。前者の形態では、労働
者は雇用者に対し継続的にその役務を提供し、その
間、少なくとも 30 分の休憩が認められ、他方、後者
は休憩あるいは食事のために労働時間が比較的長く
中断される形態で、言いかえれば、就業時間が 2 つ
あるものとなる 9。

上のように分類される労働時間のうち、断続的労
働時間の形態における解釈が問題となった判決によ
れば、“más de tres faltas”とは、（2 つの就業時間
のある）断続的労働時間全体に対する「3 回を超える」
欠勤であり、断続的労働時間の一方を欠勤した場合、
一単位として扱われる労働時間の一部を欠勤したこ
ととなり、30 日間に「3 回半」の欠勤があったとし
ても同第 10 号の解雇事由に該当しない。かかる労働
者優位の解釈は「労働法の保護主義・精神の表明に
他ならず、社会的正義を実現するものである」10。

他方、「3 回を超える」という解釈に差異はないが、「3
回半」の欠勤をもって第 10 号の解雇事由に該当する
とした判決もある。この場合、「断続的労働時間勤務
で、いずれかの時間に対する欠勤は、半欠勤（media 
falta）に算定されるべき」とし、これに従えば、半
欠勤が 7 回（計 3 回半）ある場合も、同様に解雇事
由に該当する 11。

かくして第 47 条第 1 項第 10 号にいわゆる解雇事
由となる欠勤数は「3 回を超える」場合と解釈する
のが判例の立場であるが、第 18 条の解釈との関連で、
4 回の欠勤をもって解雇事由とするものと、断続的
労働時間を想定し、3 回半の欠勤をもって解雇事由
とするものと、判断が分かれている 12。

メキシコでの企業経営における留意点 
－就業規則の作成

LFT が労働者保護に厚く、労働関係があれば法的
な保障があるとはいえ、通常は労働契約が締結され
る。右契約では労働者の権利義務一般が規定される
一方、企業内就業規則は、それがどのように具体的
な形で順守されるべきかを規定する。

就業規則作成は、原則として LFT 上は義務ではな
く、雇用者側と労働者の必要性・協議により作成さ
れるものである。一旦作成されると、8 日以内に仲
裁調停委員会に提出しなければその効力は生じない。
メキシコにある日系企業は、概ね就業規則を定めて

写真 2：グアダラハラ市近郊：執筆者撮影
上部画像の庶民的地域から 10㎞程行けば、下部画像の高級マンションなど
の高層ビルが立ち並ぶ地域になる。メキシコのジニ係数は 0.46 前後を推移
している
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いる。
法的に義務化されてないとはいえ、労務当局から

の視察などの場合、これを指摘されることがあり、
さもなければ労働者への罰則適用等に法的基盤がな
い、と不利な判断をされうる。

就業規則は、企業内で誰もが閲覧できる場所に設
置し、労働者全員に広く周知しなければならない。
労働者に配布し受領サインをもらっておくことも有
益である（「知らなかった」と言われるのを防止する
意味で）。

就業規則の内容としては、LFT 第 423 条に記載す
べき大まかな規定がある（出退社・休憩時間、勤務
開始時刻・場所、給与支払場所、危険回避のための
規則、有給休暇、懲戒規定等）。具体的な内容は企業
毎に異なるが、先述した解雇事由等の解釈を含め、
とくに懲戒規定につき以下のような点を明記するこ
とが有益である。
・出勤記録を欠く場合の戒告処分
・遅刻規定（猶予時間を〇分とする等）
・遅刻を反復した場合の出勤停止期間
・�正当な理由なくして欠勤がある場合の一定の出勤

停止期間
・�30日間における正当な理由のない4回の欠勤をもっ

て解雇となりうること（断続的勤務形態を採用す
る場合「3回半の」と明記することも可能）
メキシコ人は「指示されればしっかりと勤務する

が、なければ何もしない」と言われることもあるよ
うに“大らかな”性格の者が少なくない。「9 時出社」
という場合、9 時に会社のゲートをくぐる者もある
と聞く。雇用にあたっては事前に労働条件を明確に
しておくことは必須である。

おわりに
メキシコ人の健全な雇用確保のため、本稿では

LFT の労働者保護的性格と就業規則の有用性につい
て紹介した。就業規則は、雇用者と労働者の関係、
また企業活動の組織・展開の法的基礎となる。日本
と異なる経済環境また貧富の差が著しいメキシコと
いう労働に対する姿勢やその保護が違う国では、メ
キシコに拠点のある日系企業には法に則った企業経
営が求められるし、これが、容易に理解しえない慣
習ないし社会における合理的な手段となる。

他方、従業員の教育環境如何では契約や法律にも
疎い者が少なくない。日系企業において、違法（に
近い）労働ストライキを実行され、日本人従業員が
丁寧に説明するといったことも聞き及ぶ（“クビ”に
できるとはいえ、労働力の確保を考えた経営も必要
である）。労働条件を明確に把握しておくことは、企
業、労働者双方に有益である。

本稿で扱った問題は、LFT に数多くある問題の一
部である。企業進出にあたり、このような仔細な点
を含め、適切な人事管理・企業経営のため、メキシ
コの労働法制に関する特別な理解が必要といえよう。

（おかべ たく　グアダラハラ大学（Universidad de Guadalajara）
　 経済・経営学部教授。「日墨研究プログラム（Programa de 
	 Estudios México-Japón：PROMEJ）」主幹）
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pdf/survey_es_201703.pdf）写真 3：日系企業の社内掲示板（企業提供）掲示板内に「就業規則」が掲げ

られている

写真 4：2017 年新設のハリスコ州調停仲裁委員会施設：執筆者撮影
2016 年には 10 万件以上の労働案件を受け付け、その数は年々増加傾向に
ある
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『標的：麻薬王エル・チャポ』
アンドルー・ホーガン、ダグラス・センチュリー　棚橋志行訳　ハーバーコリンズ・ジャパン

　2018 年 10 月　388 頁　2,200 円＋税　ISBN978-4-596-55136-8

この十年で 20 万人と言われるメキシコの麻薬戦争の犠牲者は、7 年半で 36 万人にのぼ
るシリア内戦に次いで多い。日常生活の中のどこにもカルテルメンバーが居て、地域によっ
ては麻薬売買の権益や組織間抗争のみならず誘拐や暴行がすぐ近くで横行している。この麻
薬カルテルを代表する勢力シナロアの首領であったホアキン・グスマン（通称 エル・チャボ）
の捜査と捕獲作戦を担当した元米連邦麻薬取締局（DEA）特別捜査官とノンフィクション作
家の共著による息詰まる追跡のドキュメンタリー。

1993 年 5 月のグアダラハラ空港で敬愛されているメキシコのカトリック最高指導者
であるオカンポ枢機卿が、エル・チャボと誤認されて対抗組織に暗殺されたのを契機
に、チャボの名は麻薬密売と殺人の重要指名手配犯として一躍全国民に知れ渡った。チ
ャボは変名旅券でグアテマラに逃れたが逮捕され、メキシコの厳重警備刑務所に収監さ
れて 1995 年に禁固 20 年の有罪判決を受けたが、刑務所内ではボスの如く振る舞い優
雅に暮らし、獄中からカルテルの多角経営化等運営に指示を出していた。2001 年には
賄賂をつかまされた看守が運転する車で堂々と脱獄し、その後 2014 年 2 月にマサトラ
ンで再び捕らえられたが、15 年 7 月に相変わらず特権を認められていたアルティプラノ
刑務所の独房のシャワー室の床から 1.5km もの空調装置と軌道走行の車両を備えた“先
進的な”トンネルを伝わって脱出した。国民行動党の女性副党首以下多くの政治家、役
人、刑務所職員の収賄と幾層にも重なった汚職がこの劇的な脱獄を可能にしたのだが、チ
ャボが彼の通信を傍受して所在を探していた米国連邦捜査官たちに 2017 年 6 月にティ
ファナ国際空港とサンディエゴを結ぶ橋で逮捕されるに至るまでの捜査を克明に追っている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔桜井 敏浩〕
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2013 年、ウルグアイで大麻規制管理法案が可決し、
世界初となる大麻の栽培、生産、販売及び消費を含
む全面的な合法化が決定した 1。同合法化に至った経
緯、大麻解禁の内容、成果及び課題について述べた後、
国際的な大麻合法化の議論および日本に与える影響
について考察したい。

背景
ウルグアイは、社会また政治的に安定した南米で

最も治安の良い国の一つであるが、大麻規制管理法
案が審議されるに至った背景には、薬物関連の事件
や密売組織の拡大に対する懸念の高まりがあった。
政府は、これまでの抑制的薬物政策では薬物使用者
は減るどころか増加の一途を辿っており、さらに密
売組織に多大な利益を与える結果を生んだとし、犯
罪抑止策として大麻合法化の必要性を訴えた 2。

ウルグアイの成人（厳密には 15 ～ 64 歳の特定年
齢層）の約 15％にあたる 25 万人が大麻使用者（過
去 1 年間に大麻を使用した者）と推定され、これだ
け普及した大麻の一掃は短中期的に現実的ではなく、
また、陸続きの国境を持つウルグアイが密輸を防ぐ
ことは不可能に近いという事情も推察される 3。

当然、「大麻中毒者の増加や大麻の販売所を狙った
強盗の発生により治安が悪化する」との懸念や「大
麻がコカイン等のハードドラッグの入り口になる」

等の反対意見もあったが、2013 年 12 月、ウルグア
イは大麻の使用を禁ずるこれまでの方針を転換し、
市場化を通じた効率的な規制管理によって社会的損
失及び国民の健康被害を軽減することを目的とする、
医療用及び嗜好用大麻の全面的な合法化に踏み切っ
た。なお、ウルグアイでは 1974 年に薬物規制法が施
行されて以来、大麻を含む規制薬物の個人消費に対
する罰則規定はなく、実質的に個人消費は容認され
ていた 4。

大麻規制管理（合法化）の実態
大麻に関する各種登録、生産及び販売認可等の規

制管理体制を統括する組織として、大統領府麻薬管
理庁の管轄下に大麻規制管理庁（IRCCA）が新設さ
れ、この 5 年間で段階的な政策導入が行われてきた。

2014 年、大麻の自家栽培及び大麻クラブを通じた
集団栽培が解禁となり、暫く時間を置いて 2017 年 7
月、指定薬局における嗜好用大麻の販売が開始され
た。

大麻の自家栽培は、栽培ライセンスを取得した上
で（3 年毎に更新要）1 世帯当たり 6 株、年間 480g
を上限に大麻を栽培できる。集団栽培は、認可を受
けた 15 ～ 45 名の会員制大麻クラブを通じ、最大 99
株、1 人当たり年間 480g を上限に共同で大麻を栽
培する。薬局での購入は、事前登録を行った上で月
40g を上限に 1 袋５g を約 7 米ドル弱で買うことがで
き、購入の際、指紋認証による本人確認が行われる。
闇市場で一般的に出回る低品質大麻（Prensado）と
ほぼ同額に設定されており、薬局で販売される大麻
と同品質のものは闇市場で倍以上の値がするとされ
る 5。薬局で販売される大麻は、政府による品質管理
のもと公募入札で選ばれた民間企業 2 社が公用地で
委託生産しており、IRCCA は、当面、市場獲得を優
先するため価格競争力を削ぐ課税はしない方針とし
ている。大麻の販売で得られる利益は、大麻生産会
社約 70%、IRCCA 約 20%、薬局約 10% の割合で分
配されている 6。

ウルグアイの選択
－大麻禁止から規制管理への転換－

坂本 有紀

薬局販売用の大麻が袋詰めされる様子（出所：IRCCA）
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ウルグアイ国民及び市民権を持つ成人であれば、
割合簡単に事前登録を行い、合法大麻を入手するこ
とが可能であり、自宅で（家族や友人等の第三者と）
共有することが認められている。他方、ウルグアイ
が大麻観光地とならないよう、外国人観光客が合法
大麻を購入また栽培することは禁止されている。

消費者は上述 3 通りの方法（自家栽培、集団栽培、
薬局での購入）の内いずれか 1 つを選択する必要が
あり、例えば、自家栽培している者が薬局で大麻を
買うことはできない。2018 年 12 月現在、自家栽培
者は約 7,000 人、大麻クラブは 110（約 3,000 人）存
在し、薬局での大麻購入登録者数は 30,000 人を超え
ている 7。

大麻合法化の課題と成果
最大の課題は供給量の少なさである。この 1 年間

に薬局で販売された大麻の総量は、想定された 4t（ト
ン）を大きく下回る 1t 超と、ウルグアイの推定年間
大麻消費量（20 ～ 50t）からは程遠く、未だ試験的
に大麻合法化が行われたに過ぎないとも批判される。

供給量が伸びない原因の一つに、大麻を販売する
薬局が極端に少なく、購入者登録はしたが実際に大
麻が買えない、もしくは希望する量が買えないとい
う状況が指摘される。

ウルグアイに存在する約 1,200 軒の薬局のうち、現
在 17 軒でしか大麻は販売されておらず、大半の薬局
は同販売に難色を示している。その主な理由として、
大麻を販売する薬局の銀行口座が閉鎖され、現金取
引もしくは個人口座の使用を余儀なくされる問題が
ある。これは、米国政府が大麻関連企業との取引を
禁じているためで、ウルグアイの主要銀行は、米国
銀行から金融取引を停止されることを恐れ、薬局を
含む大麻関連会社との取引を凍結している。一方、
2018 年 10 月にカナダが世界で 2 番目の国として大
麻の全面解禁に踏み切ったことで、米国による同金
融規制の緩和が期待されている。

上述のような課題はありつつ、懸念された大麻関
連の犯罪等は発生しておらず、世界初の試みとなっ
た大麻の全面的合法化が大きな混乱や事件もなく
比較的順調に行われてきたことは評価に値する。当
初、6 割以上の国民が大麻合法化に反対していたが、
2017 年末に実施された世論調査では、賛成する国民
の割合が 44％と反対（41％）を上回り、また、合法
大麻の栽培及び購入登録者数も着々と増加しており、
同政策に対する国民の信頼及び支持拡大が裏付けら
れている 8。

IRCCA は、大半の合法大麻使用者は同大麻を身内
等と分け合っている状況（大麻栽培者は平均 2 人と、
購入者は 1 人とシェアしている）を考慮すると、薬
局での大麻の販売開始から 1 年間で約 5 万人が密売
組織との接触を断ち合法大麻に切り替えたことにな
り、約 8 百万米ドルが犯罪組織に流入するのを防い

大麻を購入するために薬局前に並ぶ人々。入荷と同時に売切れる状況が続い
ている　（執筆者撮影）

執筆者のインタビューに答えるロドリゲス大麻規制管理庁（IRCCA）事務局
長　（執筆者撮影）

薬局販売用の大麻のパッケージにはバーコードが付いており、トレーサビリ
ティが可能　（出所：IRCCA）
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だと成果を強調した 9。12 月現在、その人数（栽培、
購入及び共有による合法大麻の使用者）は約 9 万人
に達する計算で、大麻消費人口の 4 割近くになる。

ウルグアイの前例は、カナダをはじめ大麻合法化
を検討する国々にある種の保障を与え、欧米諸国を
中心に高まる合法化の議論を活発化させる一因にな
ったと考えられる。

医療用大麻および派生品
医療用大麻であるが、現在、市場にはスイス産の

原料を使用した高額な製品があるのみで、解禁した
ものの普及していないのが実状である。しかしなが
ら、昨今、ウルグアイは大麻生産及び関連事業のた
めの法的枠組みを有する優位性を活かし、国内はも
とより国際市場を念頭に置いた医療用大麻産業の発
展を目指している。IRCCA はウルグアイ輸出投資促
進庁（Uruguay XXI）と提携し、大麻関連事業の投
資誘致を行っており、既に 15 社が事業及び研究目的
の大麻栽培や製品開発等の認可を受けた他、20 以上
の事業計画が認可申請中である 10。

向精神物質を含まない大麻入り食品等の派生品開
発も始まっており、既に大麻入りマテ茶（ウルグア
イで日常的に飲まれるお茶）はスーパーに並び、大
麻入りパスタ等の発売も予定されている。向精神作
用のない大麻は単なるハーブと変わらず、大麻入り
マテ茶も普通のお茶と同じであり、IRCCA による認
可の他、通常の食品・飲料と同様に厚生省及び（商
品に応じて）農牧水産省の認可を受けて発売となる。
ただし、日本では向精神物質の有無に関わらず、い
かなる大麻の持込み及び所持も厳格に禁じられ刑罰
対象であることを明記したい。

国際的な大麻合法化の議論
ウルグアイに次ぎカナダが大麻の全面的合法化を

決定したことは記憶に新しいが、米国 10 州でも嗜好
用大麻が（医療用大麻は過半数の州で）合法化され、
近年、多くの欧州及びラテンアメリカ諸国において
大麻規制に関する法改正が行われている 11。さらに、
2018 年 11 月、WHO の依存性薬物専門委員会（ECDD）
は、麻薬に関する単一条約（1961 年）で大麻が国際
的に禁止されて以来初となる大麻の規制物質基準の
見直しの検討を行った 12。多くの国で、半世紀以上
にわたり実施されてきた抑制的薬物政策の失敗が指
摘される中、各国の状況及び治安情勢に応じた多様
な薬物政策を求める声が国際社会で年々高まってい
る。

例えば、ウルグアイによる大麻合法化アプローチ
は国家統制主義が強く、他の近隣諸国等で同様の政
策が検討される場合、国民の政府に対する信頼及び
政治的安定性が前提条件として考慮されるべきだろ
う。政府関係者の収賄が横行するような国では、当
局の自由裁量で大麻の許認可がおりる事態を招きか
ねず、効果的な大麻規制管理は期待できないと推測
される。ちなみに、国際ランキング等でウルグアイ
はラテンアメリカ随一の法治国家と評価されており、
汚職（認知）指数も最も低い。

一方、日本における嗜好用大麻の合法化は現時点
において検討の必要性は低いと思われる。日本はウ
ルグアイや他の欧米諸国等と比べ推定大麻使用人口
は圧倒的に少なく、大麻を含む薬物の厳格な禁止政
策がある程度機能していると言える。ただし、警察
庁は大麻関連の摘発人数は若年層を中心に年々増加
し、抵抗感の希薄化が原因と指摘しており、国際的
な大麻合法化の流れの影響で、この傾向が助長され

薬局販売用の大麻栽培施設内（出所：IRCCA）
スーパーに並ぶ「ABUELITA（おばあちゃん）」ブランドの大麻入りマテ茶。
向精神物質は含有していないと明記されている　（執筆者撮影）
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ることが推測され、薬物教育の強化が重要と考えら
れる 13。

他方、医療用大麻については、癌の化学療法の副
作用緩和、てんかん及びアルツハイマー等に対する
大麻治療の有効性が科学的根拠（エビデンス）に基
づき立証もしくは予備的に立証されており、今後、
日本においても使用を求める声が強まる可能性があ
り、政府は国民の健康の選択肢を広げる要望を真摯
に検討すべきであろう。

（本稿は、執筆者個人の見解に基づくものであり、
外務省並びに在ウルグアイ日本国大使館の立場や見
解とは一切関係ない。）

（さかもと ゆき　在ウルグアイ日本大使館専門調査員）

1	 �ウルグアイ議会 （2013）, Ley Nº 19.172 “Marihuana 
y sus derivados - Control y regulación del estado de la 
importación, producción, adquisición, almacenamiento, 
comercialización y distribución” 

2	 �Andrés Danza （2015）, “Una oveja negra al poder”, 
p196～198

3	 �Clara Musto y Gustavo Robaina （2108）, “Evolución del 
consumo de cannabis en Uruguay y mercados regulados”, 
Monitor Cannabis Uruguay

4	 �ウルグアイ議会 （1974）, Ley Nº 14.294“Estupefacientes 
- Se regula su comercialización y uso y se establecen 
medidas contra el comercio ilicito de las drogas”

5	 �インタビュー（2018年11月20日）,大麻規制管理庁
（IRCCA）事務所にて,マルティン・ロドリゲス同事務局長

6	 同上
7	 �IRCCA （2018年12月4日）, ホームページ（www.ircca.gub.
uy） 

8	 �Monitor Cannabis Uruguay （2018）, “Cambios en la 
opinión pública sobre la regulación del cannabis ”

9	 �2018年7月19日付ラ・レプブリカ紙3面「オリベイラIRCCA
長官：大麻規制管理法の導入は成功」

10	 �インタビュー, 2018年11月20日,大麻規制管理庁（IRCCA）
事務所にて,マルティン・ロドリゲス同事務局

11	 �European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 
（2018）, Cannabis legislation in EuropeInternational 
Narcotics Control Board （2017）, Report of INCB

12	 �WHO-ECDD （2018）, News Briefing – 40th WHO Expert 
Committee on Drug Dependence （ECDD） 

13	 �2018年9月27日付時事通信社「大麻摘発、最多ペース＝上半
期、若年層増加目立つー警察庁」

他：�インタビュー（2018年11月22日）, 共和国大学社会学部会
議室にて, セバスティアン・アギアール Monitor Cannabis 
Uruguay研究員

	 �Observatorio Uruguayo de Drogas（OUD） y Junta Nacional 
de Drogas（JND） （2016）, VI Encuesta Nacional en 

Hogares sobre Consumo de Drogas
	 �IRCCA （2018年8月）, Informe sobre el mercado regulado 
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	 �Sofía Aguilar（2018）,Medicinal cannabis policies and 
practices around the world, International Drug Policy 

Consortium （IDPC）
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クジラと捕鯨をめぐっての国際的な意見の対立は、
2018 年 9 月にブラジルのフロリアノポリスで開催さ
れた国際捕鯨委員会（IWC）第 67 回総会で意見の対
立が解決し難い状況にあることが明確となった。IWC
ではブラジルを筆頭としてラテンアメリカ諸国が反捕
鯨運動の先頭に立っており、ブエノスアイレス・グル
ープという強硬な反捕鯨ブロックを形成している。本
稿では、捕鯨論争の構造を解説し、IWC 第 67 回総会
の結果と意味を考える。さらに、ラテンアメリカ諸国
が反捕鯨政策をとっている背景についても触れる。

捕鯨論争の構造
捕鯨問題は、クジラを他の海洋生物資源と同様に、

資源が豊富な場合にはそれを枯渇させることなく利
用するという考え方と、クジラを特別な動物と位置
付け、いかなる場合にもその捕獲は認めないという
考え方の対立と表現できる。日本を含む捕鯨を支持
する国は前者の考えであり、「持続的利用支持派」と
称される。欧米諸国の多くや豪州、ラテンアメリカ
諸国は基本的に後者の考え方である。

捕鯨に反対する議論は多様であるが、「クジラは絶
滅に瀕している」ので捕鯨は許されるべきではない
という主張がある。クジラが本当に絶滅に瀕してい
るのであれば、これは正しい意見であろう。「クジラ
は特別な動物だ」という考え方もある。これは価値
観や感情の問題である。「商業捕鯨は国際法によって
禁止されている」というイメージもある。「捕鯨は倫
理に反する」という批判がある。爆発銛を使ってク
ジラを殺すことは残虐だという考えである。また、「世
界の世論は反捕鯨」であるのだから捕鯨を諦めるべ
きだという主張がある。「捕鯨は日本の文化ではない」
という捕鯨文化擁護論への反論もある。

誌面の都合もあり、ここではすべてに反論しない
が、いくつかの論点を挙げてみたい。

クジラは絶滅に瀕しているか？
いくつかの鯨種については過去に乱獲があったこ

とは事実であるが、現在ではその多くの資源が回復
している。IWC は科学者が合意した情報を公表して
いるが、例えば、多くの海域でザトウクジラは捕鯨
による乱獲前の水準に向けて非常に速いペースで回
復している証拠があるとされている。他にも、IWC
は北大西洋のナガスクジラなどが健全な資源状態に
あるとしている。南極海のクロミンククジラ資源推
定量については、過去に行われた資源量調査の時と
比べて減少傾向にあるとしているが、数十万頭とい
うレベルにあり、絶滅危惧種では全くないと明言し
ている。

捕鯨は法律で禁止されているのか？
捕鯨が禁止されているという主張やイメージの源

は、IWC が 1982 年に採択した商業捕鯨モラトリア
ムであろう。その規定は、国際捕鯨取締条約の附表
第 10 項（e）にあり、これが現在でも有効な法律拘
束力をともなう規定である。一般的なイメージは、
商業捕鯨モラトリアムが設定されたことによって、
捕鯨は違法な活動として恒久的に禁止されたという
ものであろう。実際は、「暫定的に捕鯨を中断するが、
その間に科学データを収集し、遅くとも 1990 年まで
に包括的な評価を行い、零以外の捕獲頭数を設定す
ることを検討する」と規定されており、これは、む
しろ捕鯨再開の手続きである。ところが、商業捕鯨
は恒久的に禁止であるとのイメージが強い。

世界の世論は反捕鯨か？
IWC 加盟国を持続的利用支持国と反捕鯨国に分類

すると、2017 年 4 月時点で 88 か国が IWC に加盟し
ているが、39 対 49 となっている。世界の世論は反
捕鯨であるという主張とは程遠い。

本当の問題
捕鯨問題については、鯨類資源が豊富なことを科

学的に示す証拠や、捕鯨が日本の文化であることを
粘り強く示せば理解が得られるという考えもある。

捕鯨をめぐる国際的対立と
ラテンアメリカ諸国の動向

森下 丈二
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しかし、IWC では、クジラを持続可能な利用が認め

しかし、IWC では、クジラを持続可能な利用が認め
られる海洋生物資源とみる考え方と、クジラは特別
な動物であって、どんな条件下であっても守るべき
だという考え方が対立している。後者の立場からす
れば、科学的な証拠が有ろうと日本の文化であろう
と捕鯨には反対であり、そこには妥協の余地はない。
科学的根拠や文化論では解決策は出てこない。

IWC では、1997 年のアイルランド提案以来、数次
にわたって持続的利用支持国と反捕鯨国の間の妥協
を模索する「和平交渉」が行われてきたが、ことご
とく失敗に終わった。妥協案の常として、両者の考
えの中間点を探るわけであるが、強硬な反捕鯨国は
一頭たりとも捕鯨を許さないという立場であり、中
間点が存在しないことが失敗の大きな原因のひとつ
であろう。

今までどおりの粘り強い説得や妥協点の模索には
限界があるとの認識に立って、日本は 2013 年以降新
たなアプローチに舵を切った。すなわち、クジラと
捕鯨に関して根本的な、相いれない立場が存在する
ことを受け入れ、これを前提としたうえで IWC とい
う国際機関のもとでの共存が図れるかという課題へ
の対応である。

まず、2014 年の IWC 第 65 回総会では、捕鯨再開
への反対の理由が、科学でも、法律でも、監視取締
措置の不備でもないことを明確化するため、否決さ
れることを想定のうえで日本の沿岸小型捕鯨地域へ
の捕獲枠提案を行った。この提案では、捕獲枠提案
は IWC 科学委員会の結果に基づく頭数としたうえ
で、監視取締措置についても IWC で議論されてきた
要求を基本的にはすべて盛り込んだが、予想通り反

捕鯨国の反対に会い、否決された。従来はこれで総
会での議論が終わるわけであるが、第 65 回総会では、
否決を受けて反対の理由を詳細かつ執拗に問い続け
た。それへの回答は、やはり予想どおりであり、ど
のような条件のもとでも商業捕鯨再開には反対する
というもので、総会終了後も同じ質問を書面で行っ
たが、その回答は変わることはなかった。

前回の総会とその後の意見照会の結果を受けて、
2016 年の IWC 第 66 回総会では、今までのように捕
鯨の科学的根拠や法的根拠を主張するのではなく、
捕鯨論争の解決に向けて、クジラと捕鯨に関する本
質的立場の違いを正面から議論することを提案した。
反捕鯨国側も対話には応じる姿勢を示し、総会終了
後、IWC のホームページ上で透明性を確保した議論
を行うことを提案したが、一部の反捕鯨国は議論が
公になることに懸念を示し、希望する国については
非公開での議論を行うこととした。持続的利用支持
国に少しでも好意的な反応をすれば、世論なり反捕
鯨 NGO から批判を受けることが、この非公開議論の
背景にある。

IWC第67回総会
IWC 第 67 回総会は、2018 年 9 月 10 日～ 14 日に

ブラジルのフロリアノポリスで開催された。日本は、
持続的利用支持国と反捕鯨国が Agree to Disagree 
できること（共存）を目指した改革案を提示し、捕
鯨問題の前進を目指した。

立場の異なる加盟国の共存を訴えた日本の IWC 改
革提案について、持続的利用支持国は支持を表明し
たが、反捕鯨国は「商業捕鯨につながるいかなる提
案も認めない」、「IWC は保護のみを目的に「進化」
しており、モラトリアムの解除は一切認められない」

フロリアノポリスの IWC 第 67 回総会会場

IWC 加盟国。水産庁「捕鯨をめぐる情勢　平成 29 年 4 月」より
http://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/attach/pdf/index-5.pdf
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などとして、強硬に反対を表明した。本提案は、投
票に付された結果、否決された。

他方、ホスト国であるブラジルがリードをとって、
クジラの保護のみを目指す「21 世紀の鯨類の保全と
管理における IWC の役割に関するフロリアノポリ
ス宣言」が提案された。反捕鯨国からは、「同提案は
IWC のビジョンを示している」として支持が表明さ
れ、持続的利用支持国は反対を表明。投票に付され
た結果、これが可決された。

期せずして第 67 回総会は、持続的利用支持国と反
捕鯨国の双方から出された IWC の将来の在り方を
問う提案を議論する場となった。そしてその結果は、
日本提案による共存が否定され、IWC は鯨類を保護
する機関に進化したというフロリアノポリス宣言が
採択された。この宣言に法的拘束力はないものの、
そのメッセージは明確である。これを受けて、日本
代表団は、IWC との関係を根本的に見直し、あらゆ
るオプションを検討せざるを得ないとの発言を行っ
た。

日本代表団は過去の IWC の総会でも IWC からの
脱退に言及したことがあり、この発言を日本による
脱退の検討と受け取った国やマスコミは少なくない。
いずれにしてもしっかりとした検討が必要であるが、
IWC から脱退するとしても国際法上日本は自由に捕
鯨を再開できるわけではない。日本が加盟する他の
国際条約、例えば国連海洋法条約や南極条約の適用
は引き続き受けることになり、これらの規定に従え
ば南極での捕鯨活動は事実上出来なくなり、他の水
域での捕鯨についても国際機関を通じての協力義務
が存在するからである。脱退は議論が成り立たなく
なった IWC からの活路を提供するかもしれないが、
失うものもあることを覚悟しなければならない決断
となる。

なぜラテンアメリカ諸国は捕鯨に反対するのか？
IWC では、ブラジルを筆頭としてラテンアメリカ

諸国がブエノスアイレス・グループという反捕鯨ブ
ロックを形成している。ブラジルは捕鯨を行ってい
た歴史もあるが、なぜ捕鯨に反対するのか。

おそらくこの背景には、反捕鯨 NGO が果たしてい
る役割が大きいと考えられる。反捕鯨運動を含む環
境保護運動は欧米諸国で活発であるが、無数の NGO
が存在するためにそれぞれの NGO の影響力や寄付
金の確保につながる認知度などを得る競争が激しい。

また、欧米諸国は「市場」としても飽和状態にあり、
新たなキャンペーンのための課題探しや新たな寄付
のソースを得ることも困難となっている。その中で
新たな市場への進出が図られた。ターゲットは旧共
産圏の東欧諸国、アジア、そしてラテンアメリカ諸
国であったが、最も市場開拓に成功したのはラテン
アメリカ諸国である。

これら諸国の IWC 代表団にはしばしば反捕鯨
NGO のメンバーが参加し、会議での発言も行ってい
る。各国の政府への働き掛けも活発である。ラテン
アメリカ諸国ではアジアなどと比較して市民運動が
活発となる歴史的文化的素地があることや、反捕鯨
政策をとることによるデメリットがほとんど存在し
ないことなどが、このような成功につながったので
はないかと想像できる。

他方カリブ海諸国を中心に持続的利用支持国も多
数存在する。セントビンセントなど鯨類を現に捕獲
している国も複数あり、鯨類を含むすべての海洋生
物資源の持続的利用を支持する立場にある。ラテン
アメリカの持続的利用支持国は一般に小国が多く、
政治的経済的自立の確保のためには、食料として使
える資源を自らの意志と決定で利用できることが非
常に重要で、国家の主権にかかわると考える意識が
強いことも、彼らが持続的利用を支持することの背
景にあろう。

捕鯨問題の今後
フロリアノポリスでの IWC 第 67 回総会は、IWC

において持続的利用支持国と反捕鯨国が共存するこ
とを明確に否定した。クジラと捕鯨をめぐるグロー
バルな情勢を見れば、気候変動や海洋汚染、船舶と
の衝突など捕鯨に関する立場にかかわらず対応すべ
き保全（コンサベーション）の問題と対応のニーズ
があり、同時に先住民捕鯨を含め捕鯨を行っている
国が存在することから、捕鯨を管理して持続可能な
利用を実現するニーズも歴然として存在する。IWC
は対立のためにそのいずれをも満足に行ってきてい
ない。今後の展開は予断を許さないが、注意深く見
守っていく必要がある。

（もりした じょうじ　東京海洋大学教授、IWC日本政府代表）
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メキシコとの半世紀以上にも及
ぶ付き合いのきっかけは、1964
年の東京オリンピック開催時のメ
キシコ旅行である。

大学時代の友人やラテン音楽の
トリオのメンバーにメキシコ市周
辺の名所めぐりをしてもらったこ
とで、メキシコへの魅力を強く感
じていたのだが、後輩の留学先の
イベロアメリカ大学学長メサ神父
による突然の計らいによって、翌
1965 年から同大学へ留学するこ
とになった。　　　　

大学では教授の大多数が官庁や
会社勤めを本業にしていたので、
理論と実践を取り交ぜた興味深い
講義を聴くことができたのだが、
そんな中、アルバイトの仕事がな
いかと、メキシコ日産を訪ねてみ
た。当時日産はクエルナバカ工場

を立ち上げたばかりで、日本から
持ち込んだ就業規則、各種規則等
をメキシコ会社のものを参考に作
り直そうとしていたため、計らず
も翻訳の仕事を沢山依頼されてし
まった。数多くある専門用語の適
当な訳語が分からず悪戦苦闘した
のだが、なんとか仕事を仕上げる
ことができた。

これが縁で、卒業後はメキシコ
日産に就職。就業ビザもこの時
取得し 1973 年末まで約 5 年間在
籍、社長補佐と文書秘書課長を務
めた。仕事の内容は千差万別で、
社長に同行し閣僚や要人との会議
に出席して会議録を作ったり、社
内規則集を翻訳整理する作業、株
主総会や取締役会の準備、代表権

（Poder）などメキシコ特有の制
度に関するレポートの作成など多
岐にわたった。1970 年代の初め、
労働争議が発生して長時間にわた
る組合交渉の場での通訳を行った
りした。またこの時期日産本社の
常務が新社長として着任。日々の
情報が欲しいと言われ毎朝、新聞
や雑誌を読んで毎日 1 枚のレポー
トに収め日本人出向者に配布する
ことを日課とした。

これらの日産における経験が後
にコンサルタント業で身を立てる
基礎となる。1973 年に、チャベロ・

ヤマサキ会計士事務所にパートナ
ーとして転職。この時期 2 人の子
供がいたこともあり、愛着の強い
メキシコに根を張る覚悟を決意。
また、これが日本企業相手のコン
サルティング業務を始めるきっか
けとなった。

1976 年、企業向け情報サービ
スと企業法務を行う事務所（後の
TCF 法律事務所）を立ち上げた。
この当時から、顧客の様々な問合
せには丁寧に回答することを心が
けたし、それが業務拡大に繋がっ
たと思う。

70 年代の後半は、メキシコで
石油が採れるとの話題が広まり、
大平総理大臣（当時）がメキシコ
に来られるなど、日本国内で「メ
キシコ」が注目された時代であっ
た。同時期に日本企業とメキシコ
国営企業による複数のジョイント
ベンチャー立上げに携わったのだ
が数年後には大部分が失敗に終わ
ってしまっている。国家プロジェ
クトであるにも拘わらず、政策の
一貫性がなく資金面や人事面でも
場当たり的な対応が主な原因であ
ったのだが、現在に至ってもこの
ような状況は変わってないように
思える。

本格的な日本からの投資ブーム
が起こったのは 2010 年末にマツ
ダの新規進出決定の後、ホンダと

メキシコ
Estados Unidos Mexicanos

メキシコでのコンサルタント生活 45 年
滝本　昇

リレー通信
カ国33 第45回

パスポート写真
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日産が第二工場建設計画を発表
し、2011 年の半ば過ぎから急激
な日本企業の進出ラッシュが始ま
ったころからである。

この間長年務めた TCF 法律事
務所を退任し、2016 年に企業法
務と人事管理のコンサルタント会
社 JSS（Jigyou Support Strategy
社）を設立した。複数の日系企業
の取締役や監査役を務めながら企
業コンサルタントとしての仕事を
現在に至るまで続けている。

こうした中で憂慮されるのは、
日本から派遣されてくる人たちが
基本的予備知識を持たず、メキシ
コに関する研修や語学研修を十分
に受けないまま、メキシコに赴任
して来ることからいろいろな混乱
が起こることである。日本から派
遣される駐在員は、社長や企業の
トップを経験したことがなく専門
分野での経験があるだけの人達で
あるため、定款を読んだことがな
い、読んでもよく理解できないの
で外部の弁護士に任せているとい
うケースが多い。定款は会社のコ
ーポレートガバナンスの基礎とな
るので、ぜひ一読して十分理解し

てほしいと思う。
株主総会や取締役会あるいは監

査役についての知識も不十分で、
それらも弁護士に任せておけばす
べて解決されていると考えている
が、それで果たして良いのであろ
うか。メキシコの企業経営はトッ
プダウンである。私が留学した時
も学長の鶴の一声ですべてが決ま
り順調に手続きがなされたよう
に、会社でもそのようなやり方を
して成功しているところが沢山あ
る。

しかし、日本企業の多くは、経
営のトップとして適切な判断を下
し部下に指示をする経営が出来な
い。「本社に相談するから待って
くれ」などと極めて曖昧な返事を
するだけで判断や指示が遅れるこ
とが常態化すると、次第に部下か
らの信頼が失われ部下に勝手な行
動を許すことになる。また、自分
の専門外であるからと言ってメキ
シコ人部下にすべてを任すと、任
された者は好き勝手な人事や行動
を起こす。メキシコでは例えば人
事担当が人事のことをなんでも出
来ると思ったら大間違いである。

医者や弁護士もそうであるが全体
を広く浅く知る人はあまり居な
く、専門分野に特化している者が
圧倒的に多い。採用時に自分はあ
れもこれも何でもできると言う人
は採用すべきではない。

したがって、上記の例ですべて
を任された従業員は、自分が任さ
れたといって日本人派遣員の住居
の契約をセットして毎月コミッシ
ョンを貰うというような軽い犯罪
から社内に派閥を作って、特に管
理職レベルの人間などは別会社を
仕組んで利益を移転する。部品を
横流ししたり盗難に関与するなど
犯罪まがいのことまでやるケース
が見られる。

「メキシコ人は個人的な事情で
サボる、気に食わないとすぐ会社
を辞める」など、悪口を言う人も
いるが、優秀で勤勉かつ実直な人
も沢山いる。また、そのような優
秀なメキシコ人は多くの場合、給
与水準の高いキャリアアップに繋
がる研修と経験を与えてくれる大
手企業にいってしまう傾向にあ
る。彼らはいろいろと工夫してモ
チベーションを与えれば極めて効
率の良い仕事をするので、そうい
う人たちを確保するため日本企業
の経営者はいかに自社に効率よく
働いてくれるかの工夫をすべきで
ある。

社内の雰囲気や労働環境をよく
知るため、欧米諸国会社がやって
いるようなアンケート調査なども
積極的に行うべきだろう。さまざ
まな階層の従業員が何に満足して
いて、何に不満なのか知ることが
従業員の定着率を高める一つの手
段だと思う。

またメキシコの労働慣習や経営
環境は日本のそれとかなりの隔た日本からの進出企業向け勉強会（講師は筆者）
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りがあるだけに、駐在員に対する
赴任前及び赴任後の研修制度はこ
の点にも配慮し、真剣に導入する
べきである。

「なぜメキシコでは管理職の人
間まで“こういう勉強をしたいの
で援助してくれ”と言うのか」と
聞かれたことがあるが、メキシコ
憲法では社員全員に研修を与える
ことが雇用主の義務とされ、それ
は業務の質向上のためであり、本
人の能力アップのためとされてい
る。欧米系の大手企業であれば管
理職レベルの人たちと言えども充
実した研修科目を課しているため
の要求なのだ。日本へ研修のため
送ったメキシコ人従業員が帰国後
短期間で辞めてしまうといったこ
とも、当人としては能力アップし
たことで待遇の良い他の会社への
転職機会と捉えるところが、日本
人経営者にとっては理解しがたい
現象と映るであろう。

メキシコでは離職率が高く、人
の入れ替えが激しいため会社の業
務の遂行に支障をきたさないよう
に、就業規則、行動規範、倫理規
定などきめ細かい方針や規則を文
書で徹底しておくべきである。ま

たそれを徹底するための研修も必
要である。

他の異文化の例として、工業団
地内の日本企業同士の懇親会や、
ゴルフ大会がある。これらは日本
では一般的であるが、賃金や福利
厚生のレベルにおいて複数の日本
企業が同じ水準であることから談
合が行われたのでないかと疑われ
たケースもあった。また、日本的
感覚で部下の女性を個人的に夕食
に誘って周囲の顰蹙を買ったり、
結婚を前提にして付き合っている
と相手に思わせたり、あるいはセ
クハラ行為で訴えられるケースな
どは意外に後を絶たない。その他、
自尊心の高いメキシコ人部下を人
前で怒鳴りつけたり、厳しい要求
を課したりしてパワハラで処分を
受けるケースもある。

　
また、メキシコの政治や経済

は、日本などに比べると激しく
変動することも考慮すべきであ
る。まさに現状は、メキシコの政
権が大幅に変わり USMCA（改定
NAFTA）協定が調印されたこと
によって政治も経済にも大きな変

化が起こるものとみられる。日本
企業の投資も再びコンスタントに
拡大するとみられる。インフラも
徐々に改善され日本企業の進出も
これから増えてくる見通しであ
る。交通面ではまだ遅れが目立つ
のだが、逆に通信事情は日本以上
に発展しており業務では E メー
ルの他、無料アプリ WhatsApp
などが活用できるし、駐在員や同
伴家族の増加にともないレストラ
ンや医療サービス機関、学校、ホ
テルなど整備も着々と準備されつ
つある。しかしながらそれに伴う
犯罪も増える傾向にあるので、日
本からの派遣員のみではなく家族
にも知識と心構えに関する研修の
機会を与える努力をすべきだと考
える。

（たきもと のぼる　Jigyou Support 
Strategy,S.C.ディレクター。在メキシコ市）

受勲の受賞式（右が筆者、左は山田彰駐メキシコ大使）
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日本人は古代から不断に朝鮮・
中国・インドの文化を学び、明治
以降は欧米の文化の吸収に余念が
なかった。日本は外の世界から文
化を受け入れることに熱心だが、
日本から外に働きかけることはほ
とんどしなかったと言っても過言
ではないだろう。私は永らく中南
米に住むうちに、逆に日本人の物
の考え方、感じ方、宗教観や美意
識を彼らに伝えたい、こちらから
もっと向こうに発信したいという
思いを強く抱くようになった。そ
してそれにはやはり日本の古典文
学が大事な媒体になるのではない
かと思った。また、グローバリゼー
ションは、多くの国々や人々が国
際社会に組み入れられていく過程
であると同時に、それぞれの国に
固有のものを擁護し、かつそれを
新たに定義していく過程でもある
と思う。

そこで最後の任地ベネズエラ
で、鴨長明の『方丈記』に取り組
むことにした。これには女流詩人
ヨランダ・デル・ノガル女史の協
力を得、また現地の大学および新
聞社の支援も受けて出版に漕ぎつ
けた。副題を「庵からの人生賛
歌」とした。故中野孝次氏が『方
丈記』は無常をうたった文学では
なく、心の自由を謳歌した数寄の
文学である、一見消極的なようだ
が、これが実は一番強い生き方な
のだ、と評価されているのにヒン
トを得たものだ。この作品を通し

て日本的なものの見方、感じ方を
カトリックの支配する中南米の人
たちに理解して貰えればとの思い
だった。この訳を読んだ中南米の
友人からこんな便りが届いた。「美
しさと叡智にあふれた作品だ。わ
れわれの時代にもそのまま当ては
まる永遠の真理を平易なことばで
語っている。なんども読み返し
た。」（マイアミ大学南北センター
所長）、「実にすばらしい作品です。
そして詩が美しい。心の奥深くに
迫るものがあります。人生の教訓
にも満ちています。」（ベネズエラ
外務省アジア・アフリカ局長）、「こ
の本を読み終えると、信じ難いほ
ど内面の安らぎを感じます。ちょ
うど弟が致命的な事故に遭い、生
涯意識不明の状態に陥り、私に
とってとても苦しいときでしたか
ら。」（元ベネズエラ官房長官）、
またある批評家は現地紙に、「長

明の歌声はスペイン語の世界に高
らかに響き渡るであろう」と書い
てくれた。その後、国連改革中南
米担当大使としてホンジュラスを
訪れた際、私の駐在時に大統領で
あったカルロス・フローレス氏に
面会し、同書を 1 部贈呈すると、
冒頭の句「ゆく河の流れは絶えず
して、しかももとの水にあらず」
に目を通すなり、ギリシャの哲人
ヘラクレイトスのせりふを復唱さ
れた。「君は同じ川に二度入るこ
とはできない。なぜなら、二度目
に入ったときには川の流れも君自
身もすでに変っているから」と。
そして鴨長明とギリシャの哲人の
考えは実によく似ている、と感慨
深げだった。

退官後はこの仕事にできるだけ
専念することにし、次の作品は室
町期の珠玉の歌謡を集めた『閑吟

随想
ラテンアメリカ

日本の古典をスペイン語の世界へ
伊藤 昌輝

訳著作図書
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集』にした。次第に中世から近世
へと移っていく時世粧や、思想や
官能の解放感をうたったあとがみ
られる。これには「小さな楽園の
歌」という副題をつけ、アルゼン
チンで出版した。出版に当っては
アルゼンチンの文豪ホルヘ・ルイ
ス・ボルヘスの未亡人マリア・コ
ダマ女史（日系二世）の協力を得
た。ボルヘス氏自身も日本の詩歌
に並々ならぬ関心を示し、いわば

“遊び”として「俳句」を 17 句創
作している。また、ボルヘスとマ
リア・コダマ女史は『枕草子』を
共訳している。ついでながら、ノー
ベル文学賞を受賞したメキシコの
詩人オクタビオ・パスも俳句に深
い関心を示していたことは周知の
事実である。さらに、ガルシア・
マルケスの『わが悲しき娼婦たち
の思い出』は川端康成の『眠れる
美女』に触発されて書いたものだ
と自ら告白しており、日本文学の
スペイン語圏への影響が垣間見ら
れる。

三つ目の作品は平安末期の今様
の集大成である『梁塵秘抄』にし
た。NHK の大河ドラマ「平清盛」
の主題歌（あそびをせんとやうま
れけむ / たわむれせんとや生まれ
けむ / 遊ぶこどもの声聞けば / わ
が身さえこそゆるがるれ）はここ
から取られている。この作品は小
説家兼ロス・アンデス大学教授エ
ドノディオ・キンテロ氏の協力を
得つつ、国際交流基金の助成も得
て、ベネズエラで出版した。

その次はブエノスアイレス大学
の日本文学教授から『芭蕉紀行文
集』を訳さないかとの誘いを受け、
それを選んだ。『野ざらし紀行』、

『笈の小文』、『おくのほそ道』な
ど 6 編の紀行・日記文である。芭
蕉の散文だが、もちろん俳句が随

所に顔を出す。
スペイン語は中国語、英語に次

いで多い母語人口を誇る言語で、
21 の国や地域で話されている。
したがって、小さな出版社から出
た本はなかなか全地域に行き渡ら
ないのが辛いところだ。しかしこ
の『芭蕉紀行文集』は、スペイン
語圏でも最も大きな出版社の一つ
から出たので、幸いスペインを始
めスペイン語諸国に広く行き渡っ
ている。

その後、井原西鶴の『世間胸算
用』の翻訳を手掛け、これはベネ
ズエラで出版された。大みそかの
一日 24 時間に限定し、年の瀬を
越すか越せぬかにあくせくする町
人の悲喜劇を描いている。西鶴は
17 世紀末にすでに「金が仇」の
世の中を描き上げた世界最初の作
家といわれており、この作品は日
本における資本主義誕生の記録と
もいえよう。

日本では神戸の大盛堂書房が私
の仕事に関心を示してくださり、
いくつかの対訳版が相次いで出版
された。先ずは『スペイン語で奏
でる方丈記』（2015 年）、これは
日本翻訳家協会の特別賞をいただ
いた。次に『スペイン語で詠う小
倉百人一首』（2016 年）、さらに『ス
ペイン語で親しむ石川啄木　一握
の砂』（2017 年）、そして 2018 年
末には『スペイン語で旅する お
くのほそ道』が出された。

翻訳上の一番の苦労は、実に曖
昧な日本語をきわめて論理的なス
ペイン語にどう移し替えるかとい
うことであろう。スペイン語の名
詞はすべて性別や単複、それに主
語や人称が明確であるが、日本語
はそれが極めてあいまいだ。たと
えば、「枯れ枝に鳥のとまりたる

秋の暮」という句の場合、鳥は
一羽なのか複数なのか、「秋の暮」
は季節の暮か一日の終りか。芥川
龍之介の短編に「奉教人の死」と
いうのがある。美少年の奉教人（キ
リスト教徒）が主人公だが、結末
に実は主人公は女性であったこと
が明かされる。スペイン語ではク
リスチャンというとき、女性か男
性かを明確にする必要がある。題
名の“奉教人”の性を男性にする
か女性にするか。また、両言語の
間には完全に合致する語彙の存在
しないことが度々ある。卑近な例
では「花見」や「月見」という言
葉はスペイン語にはない。さらに
百人一首には枕詞や掛詞がある。
小野小町の「わが身世にふるなが
めせしまに」では、“ふる”に「経
る」と「降る」、“ながめ”に「眺
め」と「長雨」が掛けられてい
る。押韻にこだわると掛詞が訳せ
ない。言語と文化は表裏一体であ
り、翻訳とは字面ではなく、言葉
の裏に隠れている文化を表現する
ということであり、一番難しいと
ころは文章に書かれていない部分
をどう伝えるかといことかも知れ
ない。萩原朔太郎氏は「すべての
善き翻訳は「創作」である」とい
う。「詩の翻訳に語学上の詮議は
無用で、むしろ訳者自身の個人的
主観によって、自由に勝手に翻案
化してしまふ方が好いのである。
逆説的に言へば、すべての訳詩は
誤訳であるほど好いといふ結論に
なる」と述べている。　

百人一首のスペイン語訳が世に
出ると、これをもとにスペイン語
で詠う「百人一首コンサート」を
行おうというグループが結成され
た。ピアニストの中根美枝さんの
作曲・演奏・歌にスペイン出身の
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エレナ・ガジェゴ先生によるスペ
イン語の朗読、さらにはメキシコ
出身のドゥルセ・カバイェロさん
によるスペイン語のナレーション
も加わり、好評を博した。これま
で国立の白十字、目黒のラテン文

化サロン・カフェイリブロスおよ
び明治記念館と合わせて 6 回開催
した。明治記念館での公演は日本
ラテンアメリカ婦人協会の主催で
行われた。百首達成記念コンサー
トとなる次回第 7 回目は 2019 年

5 月 12 日（日）に表参道にある
ウイメンズ・プラザの大ホールで
行う予定である。収容人数 246 席
すべてを招待客として開催した
く、その開催費用にはこの企画に
賛同していただける法人、個人の
方々の協力を仰げないものかと考
えている。

外国の方には、日本人の心や性
さが

を知りたければ百人一首に親しみ
なさいと言いたい。また、現代の
日本人にとっても、自国の言語の
古典を異なる言語で読み、異なる
文化のプリズムを通して、新たな
視点で自らの文化を見直すという
のも実に興味深い試みではないだ
ろうか。

（いとう まさてる　日本ベネズエラ協会会長、	
	 元駐ベネズエラ大使）

スペイン語で詠う「百人一首コンサート」
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アスンシオン市は、日本よりも少々大きな国土を
有するパラグアイ共和国の首都で、南米の中央に位
置している。アルゼンチンのブエノスアイレス市、
ペルーのリマ市、チリのサンティアゴ市等の周辺諸
国の首都と比較すると規模も小さく知名度も低く、
特にこれと言うような観光名所等も無い。しかしな
がらパラグアイ国内では随一の都市であり、政治経
済文化の中心となっている。亜熱帯気候で暑い時期

が少々長いのが難点だが自然豊かな都市であり、十
分な降水量と日射量があるため、街には樹木が生い
茂り、花が一年中咲いていて緑と花に埋もれたよう
な景観で、市内に在る小高い丘（ランバレの丘）か
ら街を眺めるとまるで森のように見える。

パラグアイは、ブラジル、アルゼンチンという南
米の両大国に挟まれ内陸国ということもあり、以前
は経済的には後れをとり、筆者が移住して来た 1990
年当時、アスンシオン市は街中で馬や牛を見掛ける
ような牧歌的な都市で、多くの商店や事務所は長い
昼休み（シエスタ）を取るのが当たり前、昼過ぎに
は街は閑散とし、正直「退屈な街」という印象であっ
た。しかしながら、最近の経済成長は目を見張るも
のがあり、周辺地域を含めた都市圏人口は 200 万人
を超え、近代的な活気溢れる都市へと急速に変貌を
遂げつつある。（なお、行政区域としてのアスンシオ
ン市は 50 万人程である。）

ラテンアメリカ都市物語

南米の真ん中、

アスンシオン市

第11回

田中 裕一

ラテンアメリカの中でのパラグアイの位置

パラグアイの中でのアスンシオン市の位置（グーグルマップより） 広々として緑豊かな市街地の景観（写真はすべて筆者撮影）



52 ラテンアメリカ時報　2018/19年 冬号 No.1425

アスンシオン市の歩み
都市の位置は、地図をご覧いただければ分かると

おり国の端に在り、アスンシオン市が面している大
河パラグアイ川（南米第二の大河、ラプラタ河最大
の支流、源流はパンタナル大湿原）、対岸はアルゼン
チン領になっている。何故このような場所を首都に
したのか不思議に感じている方も多いと思い、この
ことを理解するために都市の成り立ちを振り返って
みる。

スペイン人が到来する前までの時代は、現在のア
スンシオン市も先住民の世界であった。南米の広い
範囲で活動していたトゥピー・グアラニ族の住む地
域で、16 世紀スペイン人がこのラプラタ地域に入り、
奥地（現在のボリビア）の金銀財宝を求めて河を遡
り次々に要塞を築いた。このような要塞の一つとし
てアスンシオン市は日本では戦国時代の頃、1537 年
8 月 15 日に設立された（このアスンシオン市創設の
記念日は、パラグアイの始まりの日として現在でも
特別な祝日とされ、大統領の就任もこの日に行われ
る）。その後、ボリビアへはリマからのルートが主流
となってパラグアイ川のルートは顧みられなくなり、
入植した人々は自活を余儀なくされる事態となった。
このため現地の人との交流、そして一体化が進み、
独特のグアラニ文化が育まれ、パラグアイ人として
のアイデンティティーを形成するに至った。

その後、他の多くの要塞は放棄され、アスンシオ
ン市はスペイン統治下の時代、現在のアルゼンチン、
ウルグアイを含むこのラプラタ河流域開拓の最初の
中心地となった。市の正式名称「ヌエストラ・セニョー
ラ・サンタ・マリア・デ・ラ・アスンシオン」（長い！
－「聖母マリア様の昇天」という意味）と名付けら

れたこの都市は、この地域の中心として発展した。
さらに、ここを拠点にして、サンタクルス市（ボリ
ビア）、ブエノスアイレス市（アルゼンチン：一度消
滅後の再構築）等の町が次々に開設されて行き、そ
れ故にアスンシオン市は「都市の母」と称されてい
る。この時代、アスンシオン市は現在のアルゼンチン、
ウルグアイ、ボリビア西部等を含む地域（ラプラタ
地域全体）の中核的な存在で、管轄する広大な大地
の中央に堂々と君臨していたわけだ。このため現在
でもアスンシオン市民は大いにプライドを持ち、南
米諸都市の「本家」意識を持っているように見える。

日本が幕末明治維新の動乱の時代、南米において
も大きな戦争があった。1865 年、パラグアイは三国
同盟（ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ）を相
手に絶望的な戦争に突入した（この戦いは何か第二
次世界大戦の日本と通じる部分があるようにも思え
る）。この時期までに富国強兵に励んでいたパラグア
イは精鋭の陸軍を作り上げており、緒戦はブラジル
を圧倒、しかしながら物量に勝り、また英国の経済
力の支援を背景にする同盟軍に対して次第に劣勢と
なり苦戦を強いられ、1869 年 1 月ブラジル軍はアス
ンシオン市を占領。それでもパラグアイは戦争を継
続したが、遂に 1870 年フランシスコ・ソラーノ・ロ
ペス大統領の戦死により降伏し、この結果イグアス
の滝付近を含む広大な領土割譲を余儀なくされ、ア
スンシオン市の対岸までがアルゼンチン領となり、
アスンシオン市は南米の小さな国の端に位置する首
都となってしまった。なお、戦死したフランシスコ・
ソラーノ・ロペス大統領は国の英雄としてマリスカ
ル・ロペス（ロペス元帥の意）と称され、人々に敬
愛されおり、市街地を貫くメインストリートの名称
にもなっている。

セントロ地区（中心部）学生達のパレードの様子

セントロ地区　開催されたイベントの様子
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三国戦争の後、数十年掛けてようやく復興した頃、
日本では日中戦争が勃発した時期になるが、1932 年
にボリビアとの間で領土紛争、いわゆるチャコ戦争
が勃発した。多大な犠牲を払いながらも有利な条件
で講和したが、その後も政治は混迷し、クーデター、
内乱が起き不安定な時代が続いた。政権が幾度も変
わった後、1954 年にクーデターにより政権を奪取し
たストロエスネル将軍は大統領となり、軍部を支配
して独裁的な権力を手に入れた。1989 年に縁戚関係
にあるロドリゲス将軍のクーデターで国を追放され
るまで、実に 35 年もの長期にわたりパラグアイを統
治し、安定した一時代を築いた。治安は良かったが
言論統制が行われ経済は低迷し、南米の中で取り残
された国となってしまった。その後民主的な大統領
選挙が行われるようになったが、国民の民主主義に
対する経験不足もありクーデター騒ぎが起き、また
周辺国の左傾化の波もあって左翼連合の大統領が誕
生、そしてその大統領を弾劾するなどの混乱もあっ
たもののようやくこの 10 年、民度が上がり政治が安
定し、それにともない経済も持続的な成長が続くよ
うになり、現在アスンシオン市は大きな変貌を遂げ
つつある。

アスンシオン市の特徴
アスンシオン市はパラグアイ川が湾曲している場

所の入り江を天然の良港として利用したことに始ま
る。内陸ではあるが港湾都市として発展し、アスン
シオン市から河口のブエノスアイレス市まで直線距
離で約 1,000km、現在でも外国との物流は多くの場
合、河川を利用している。ただ標高は海抜僅か 43m、
アスンシオン市からは滔々と流れるパラグアイ川を
眺めることが出来る。この港付近に最初の市街地が
出来、現在も大統領府、国会など主要な行政機関が
ありセントロ地区（中心部）と呼ばれている。その
後都市は拡大を続け、現在市街地はこのセントロ地
区から扇形に広がっている。その結果、セントロ地
区が扇の要の位置、言い換えると都市圏の端に位置
することとなり、大統領府や国会が在る地区は街の
端となって川を挟み直線距離にして僅か約 6km でア
ルゼンチンとの国境となっている。

セントロ地区には伝統的な建物が多くあり、歴史
を感じる魅力溢れる街並みとなっているが、道路は
狭く駐車スペースなどが十分ではないので銀行等の
金融機関や商業施設などは 10km 程離れた地区に移

転するケースが目立っている。新規のビル建設など
も少なく居住人口は減り続け、セントロ地区の老朽
化、空洞化が進んでいる。アスンシオン市は危機感
を持ち、多くのイベントを開催する等魅力ある街づ
くりを目指し、住人を増やす努力を行い、セントロ
地区の再活性化に取り組んでいる。これに呼応する
ように政府は港湾施設の跡地に総合庁舎を建設する
計画を示すなど、セントロ地区の活性化を支援して
いる。またセントロ地区の河岸は最近まで有効利用
されておらず、一部はスラム化していたが 2011 年の
建国 200 周年の際に改修が進み、公園が整備され、
コスタネラと称する河岸道路が完成する等、景観が
一変し、市民や観光客が訪れる名所となっている。

セントロと空港の中間の場所に 20 年ほど前、大型
ショッピングセンターが 2 つ開業し、これを中心に
次々に商業施設や企業の事務所が移転して新市街地
を形成している。この地区ではここ数年は続々と高
層ビルが建設され、高層住宅や近代的なオフィスビ
ルやホテルが建ち並んだ一大商業地域になりつつあ
る。新市街地はお洒落なお店やレストランが多く在

新名所として多くの人で賑わう河岸公園（コスタネラ）

急速に変貌を遂げている新市街地
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り、セントロ地区とは対照的に毎日、特に週末は夜
遅くまで賑わっている。そしてこれを取り囲むよう
に閑静な住宅地が広がっている。

市民生活
アスンシオン市民は人種的には先住民族と白人と

の混血の人が多く、いわゆる「パラグアイ人」を形
成している。一般的には小柄で少々太目、茶目気が
あり穏やかで親しみ易い人達で、多くは敬虔なカト
リック教徒である。これに近年になってドイツなど
の欧州、日本、韓国、台湾などのアジアからの新た
な移住者が加わり多様な人種構成となっている。ま
た、陸続きと言うこともあり、ブラジル人やアルゼ
ンチン人等の近隣諸国の住民も多い。ただしアフリ
カ系の人は少なく、街で見掛けた場合でもブラジル
人か米国人というケースがほとんどだ。一般的には
真面目で単調な作業も黙々とこなすが、時間がある
と友人達とマテ茶を回し飲みしながらおしゃべりに
夢中になっている。そしてアサードと呼ばれる焼肉
料理が好物でパーティー好き、週末になると市内至
る所で深夜まで、時には明け方まで親戚や友人達が
集まり、大音響の音楽をかけて、多くの市民がビー
ルとアサードで楽しんでいる。サッカーが大好きで
草サッカーを楽しんでいる光景をよく目にする、ま
たプロ一部リーグの多くのチームはアスンシオン市
内に本拠地を構えており、人気チーム同士の一戦と
なると大いに盛り上がる。

言語に関してはアスンシオン市内ではほぼスペイ
ン語が使われており、スペイン語と共に公用語とさ
れている先住民族由来のグアラニ語は庶民の日常会
話や地方出身者の間で使われている。なお、英語は
ホテルや一部商店など限られた場所で利用出来るだ
けで、一般市民はほとんど理解出来ないのが実情で
あり、国際化にはまだまだ時間が掛かりそうだ。街
の治安はよく保たれており、普通に生活し危ない行
動や危険な場所に立ち入らない限り安心して暮すこ
とが出来、多分ラテンアメリカの首都の中ではトッ
プグループに入ると思われる。

問題点としては、インフラ整備、特に道路そして
公共交通機関の整備の後れが挙げられる。市内の公
共交通機関は民間のバスだけで、年々交通渋滞も激
しくなり非常に不便な状態になっている。政府は打
開策としてアスンシオン都市圏の幹線となっている
国道 1 号線の中央部にバス専用レーンを建設する計

画を立て、郊外からアスンシオン市との市境まで着
手したが、工事はトラブル続きで住民の不満も高ま
り、現在のところアスンシオン市内では工事が手付
かずの状況となっている。例え完成しても、これに
より改善が果たせるのか疑問視されている。将来的
には抜本的な解決策としてモノレールやライトレー
ルの等の交通システムを導入する必要があるのかも
知れない。

日本との関わり
暮らしていて人種差別を感じることはほとんど無

く、むしろ超が付くほど親日的であり、日本人、日
系人と判ると信用が増すことが多々ある。日本から
の旅行客は、観光地が多い周辺諸国の大都市と比較
すると少ないようだが、アスンシオン市内には 100
室以上有する「ホテル内山田」の他、幾つか日本人
が経営する民宿がある。居心地が良いのか「長期滞
在者」が多いようで、中には数か月滞在する方も居
るようだ。また、パラグアイには約 1 万人の日本人・
日系人が暮らしており、アスンシオン市にも数千人
規模の日系コミュニティーがある。日本人会、各都
道府県人会、商工会議所などを組織し、日本食品店、
和食のレストランもある。各団体は色々なイベント
を開催し地元の人との交流を深め、特に毎年 10 月に
は「日本祭」と称する盆踊りを中心としたイベント
が開催され、地元のテレビ、新聞等に取り上げられ
るなど大いに盛り上がる。

またアスンシオン市のメリットとして挙げられる
のは、南米のほぼ中央に位置していることだ。市街
地から空港までのアクセスも良く、南米の主要都市
に飛行機を使うと 2 時間程度で行くことが出来る。

毎年 10 月に開催される日本祭
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日本の企業が南米進出の際に拠点として考えるのは
ブラジルのサンパウロ市、アルゼンチンのブエノス
アイレス市等だが、法人設立の手続き等が簡単で進
出企業への優遇処置もあり、査証も取り易く税金も
安い、その上日本語を話せる医師が多く、日本人学
校など教育機関も充実しており家族と安心して暮ら
すことが出来る等、アスンシオン市は南米統括の拠
点として最適地であると考える。魅力溢れ、発展を
続けているアスンシオン市に、より多くの方が関心
を持ち訪問されることを期待している。

（たなか ゆういち　ラ・ルラール保険株式会社取締役、
元在パラグアイ日本商工会議所会頭）

ラテンアメリカ参考図書案内

『タンゴ 歴史とバンドネオン【新装版】』
舳
へのまつ

松 伸男　東方出版　2018 年 6 月　234 頁　2,400 円＋税　ISBN978-4-86249-334-7  

大阪で内科医院を開業する医師にして、バンドネオン奏者としてタンゴ楽団リーダーを務
めた著者（1930 ～ 2018 年）が、アルゼンチンタンゴの前史、起源と語源、ミロンガから
タンゴへの変化、タンゴがフランス等欧州で認められアルゼンチンでも認知されるに至った
歴史を、これまでのタンゴ史研究の積み重ねを踏まえて詳述している第Ⅰ部と、タンゴのリ
ズムの根幹を奏するバンドネオンには、日本とコンチネンタルタンゴで常用されているクロ
マティコとアルゼンチンの本場で用いられていて著者の得意とするディアトロニコという、
外観は同じだが演奏法はまったく異なる二つのタイプがあるとして、その違い、誕生と発達、
自身のバンドネオンとの出会い、日本の奏者のパイオニアたち、ディアトロニコの魅力を述
べた第Ⅱ部から成る。

タンゴの発祥と発祥の地が、ブエノスアイレスの港町ボカで下層階層と娼婦の間から生ま
れたという俗説を検証し、欧州でのタンゴの評価とバンドネオンの２つのタイプの関わり、
タンゴの完成した形式はコンチネンタルタンゴといえるが、それがアルゼンチンでディアト
ロニコが用いられたのに対して、欧州そして両タイプの差違を理解しなかった日本において
はアコーデオンと共通性があるクロマティコが一般的になってしまった経緯を詳述している。
著者のアルゼンチンタンゴとバンドネオン・ディアトロニコへの熱く深い愛情を感じさせる、
1991 年初版の貴重な解説書の新装版。 　　　　　　　　　　　　　　　　　〔桜井 敏浩〕
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ラテンアメリカ参考図書案内

『島の「重さ」をめぐって －キューバの文学を読む』
久野 量一　松籟社　2018 年 5 月　253 頁　2,000 円＋税　ISBN978-4-87984-364-7

著者は東京外国語大学准教授でラテンアメリカ（スペイン語圏）文学の研究者。思い入れ
をもつキューバ文学についての 2001 年以降の論文・学会発表したものを加筆修正し取りま
とめた論集。ハバナ旧市街にある「La Moderna poesia（近代詩）」書店を出発点に西のセ
ントロに向けて行きつ戻りつ、文学者の旧居、彼らが通った大学、当時の雑誌編集部などに
思いをはせながら、著者が追ったキューバ文学の流れを論述している。

キューバ島は世界の磁場であり特別な存在ゆえに重いとのアイデンティティを自明視する
「肯定の詩学」、いやキューバは曖昧で不明瞭な存在だ、言わばこの島には「重さがない」と
それを疑う「否定の詩学」という相反する二つの詩学を両輪に走り続けてきたキューバの文
学、キューバ出身の作家を複眼的な視線で追い、キューバ革命と知識人たち、冷戦終結後の「革
命文学」の行方、キューバはソ連をどう描いたかを検証するポストソ連時代のキューバ文学、
20 世紀末のラテンアメリカに現れつつあった新しい風景（それはガルシア＝マルケスの『百
年の孤独』の舞台の町マコンドをもじり McOndo と名付けられた）の変貌の中で、ラテン
アメリカは「第三世界」ではなくなったか？を論じている。    　　　　　〔桜井 敏浩〕

『ヨーゼフ・メンゲレの逃亡』
オリヴィェ・ゲーズ　高橋啓訳　東京創元社
2018 年 10 月　254 頁　1,800 円＋税　ISBN978-4-488-01666-1 

ナチスの親衛隊大尉にして医師のメンゲレは、アウシュヴィッツ収容所に貨車で送り込ま
れたユダヤ人たちをガス室送りか強制労働そして人体実験対象に仕分け、双子の研究等で苛
烈な実験を行い「死の天使」と恐れられていたが、連合軍が収容所に迫ってきたときに研究
資料を携え逃亡、偽名を使ってドイツ国内に潜伏して 1949 年にアルゼンチンに逃れた。メ
ンゲレのブエノスアイレス到着前の 1946 年に大統領に就いたペロンとエビータ夫妻の治政
下、1953 年に副大統領のエビータが死去し 55 年に軍の蜂起でペロンが辞職するまで、ア
ルゼンチンはナチス亡命者の聖域だった。メンゲレも1956 年には実名で旅券の交付を受け、
ドイツから前妻との実子と亡き弟の未亡人を呼び寄せて再婚しブエノスアイレスに新居を構
え、木製家具・玩具製造事業も順調な生活を送っていた。しかし 1956 年に西ドイツのヘッ
セン州検事総長がナチスのユダヤ人撲滅計画実行責任者だったアイヒマンに逮捕状を出し、
同じブエノスアイレスに潜伏していたアイヒマンをイスラエルの諜報機関モサドが 1960 年
に拉致した際には、同時にメンゲレをも同じエル・アル機でイスラエルに連行する計画であ
ったが、危険を察知したメンゲレは既にストロエスネル独裁政権下のパラグアイを経て、新
たな名のブラジルの身分証明書でナチスの戦友共済組織の援助を受けて、サンパウロ市から
300km 離れたサンパウロ州の農園へ逃れていた。

常に父とその経営する企業の忠実な腹心や家族、欧州・南米のナチス逃亡者の支援秘密組
織や信望者の助力を受け、西独、英米、イスラエルによる執拗な探索をかい潜り、アルゼン
チン、パラグアイ、ボリビア、ブラジルと居住地を転々と移しながら、1979 年にブラジル
の海岸で事故で水死するまで逃げおおせた。偽名で葬られた遺体を掘り返して法医学検査に
よりメンゲレの遺骨と断定されたのは 1984 年、DNA 検査により追認されたのは 1992 年
になってからであった。

米・仏・独の大手メディアに寄稿していて独映画『アイヒマンを追え！ナチスがもっとも
畏れた男』の脚本を書いているジャーナリストが現地取材し、思考を停止してヒトラーの命
令に盲従し史上希な戦争犯罪人となったメンゲレの長い逃亡生活を克明に描くことで、悪の
卑小さを浮かび上がらせたノンフィクション小説。　　　　　　　　          　　〔桜井 敏浩〕
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『レゲエ入門  世界を揺らしたジャマイカ発リズム革命』
牧田 直也　アルテスパブリッシング
2018 年 8 月　271 頁　1,800 円＋税　ISBN978-4-86559-189-7 

レゲエを生み出したジャマイカの歴史、首都キングストン、アフリカとの繋がりの濃い宗
教と音楽の概説から始め、メント、カリプソ、スカ、ロック・ステディを経てレゲエの完成、
世界中に知られているレゲエのスーパースターのボブ・マリーの故郷を訪ね 1981 年に 36
歳の若さで無くなるまでの軌跡を追っている。ジャマイカ独特の移動式仮設ディスコの役割
を引き継いだサウンドシステム、サウンド・マンと呼ばれるその経営者が 1960 年代以降ス
タディオ設立に動き出し、世界最速のフレキシブルな音楽製造工程、トークを競った DJ（デ
ィスク・ジョッキー）たち、ジャマイカが生み出した新しい音楽手法「ダブ」は別々の音源
をミキサー装置を駆使して歌ものからリズム・トラックだけを取り出してそれにエフェクト

（音響的な効果）を加えてまったく別な作品を作ってしまうのだが、さらに歌入りから歌を抜
いたカラオケの「ヴァージョン」などの手法を駆使する表現者となったミキシング・エンジ
ニアたち、少数宗教ラスタの集会での太鼓を中心とした演奏者の芸能集団出身のドラム等の
ミュージシャンが活躍し、1980 年代はダンスホール（ディスコ）でレゲエが流行した。一方、
第二次世界大戦後の就労難から海外移住した大勢のジャマイカ人によって、レゲエは英国等
世界でファンを増やしたのである。

同著者の『レゲエ入門』（音楽之友社 2005 年）の新版。旧版は 1980 年代後半からのコ
ンピュータ化された打ち込みリズム・トラックの時代に入り、さらなる倍速化されたビート
の時代を迎える前で筆を置いていた「狭義のレゲエ」であったので、その後のレゲエについ
ての情報・統計データの更新、内容の増補を行い、2015 年までの新たな 20 枚のディスク
紹介を加えている。2018 年に UNESCO の世界無形文化遺産にも登録が決まったレゲエの
発展の歴史を詳細に追った解説書。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔桜井 敏浩〕

『世界のピラミッド大事典』
大城 道則・青山 和夫・関 雄二　柊風舎
2018 年 12 月　639 頁　15,000 円＋税　ISBN978-4-86498-064-7 

エジプトを中心としたアフリカ大陸（古代エジプト学の大城駒澤大学教授）、メソアメリカ
（マヤ文明学の青山教授）、南米（アンデス考古学の関国立民族学博物館副館長）の 3 地域の
考古学者が、時間と場所を越えて網羅的に世界各地に点在するピラミッドの詳細な情報を集
大成した事典。

メソアメリカのピラミッドは主に宗教儀礼を執行する神殿であり、エジプトのそれとは社
会的機能や意味はまったく異なる。南米では古代アンデス文明が成立した地域に限られ、現
在のペルーとボリビアの一部に遺る建造物はエジプトのように先端が尖った角錐状ではなく、
石やアドベ（日干しレンガ）を積み上げた基壇の上に造られた面積が比較的大きい頂上部の
小型基壇上の空間では儀礼が行われた。メソアメリカの 60 の神殿構造物、アンデスの 50
の基壇、さらにその他北米、日本、その他の地域のピラミッドについて、それぞれまず場所・
座標・規模・建造年代を示し、その歴史、注目すべき構造物、意義を写真、平面図とともに
解説している。

ピラミッドについては、設計図すら遺っておらず、ピラミッドの謎の解明についての挑戦
が続いている。本書は最古のピラミッドを含む古代エジプトのピラミッドの謎を解くヒント
を得ること、そして世界中に点在するピラミッドから人類の普遍的な嗜好と英知を知ること
を目的にした、我が国初の「ピラミッド学」書と言える画期的な出版である。　　〔桜井 敏浩〕
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ラテンアメリカ協会では、毎月、講演会・セミナーなどのイベントを開催し、ラテンアメリカ政治・経済・文化の最新事情の提供と日本とラ
テンアメリカの相互理解の向上に努めております。新規イベントは都度、協会ホームページの「講演会・セミナーのご案内」および「イベント・
カレンダー」に掲載するとともに、会員向けのメールマガジン（新着情報）でお知らせしております。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

「ラテンアメリカから世界を見る」
協会主催の講演会・セミナーに積極的にご参加ください

ラテンアメリカ・カリブ研究所の概要および出版資料、研究員募集については、協会ホームページ「研究所」をご覧ください。
会員の皆様に常日頃お読みいただいている研究所レポートは、『ラテンアメリカ時報』秋号でお伝えした論考以降、以下の5本からなる充実

した内容となっています。
・�国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（ECLAC）による最新の経済動向・分析を伝える『ラテンアメリカ・カリブ地域 2018 年：経済動向速報』
（桑山幹夫）
・�昨年12月米ワシントンDCにて実施されたインターアメリカンダイアログと本協会の共催セミナーで発表された論文「TPP11 (CPTPP): 
Its Implications for Japan-Latin America Trade Relations at a Time of Heightened Risks”　(「リスクが高まる国際経済において
TPP11 (CPTTP) が日・中南米貿易関係に示唆するもの」（桑山幹夫）
・�ラテンアメリカへのアクセス情報をきめ細かく紹介する桜井悌司による「ラテンアメリカの貿易振興・投資誘致機関の紹介」「ブラジルの輸
出振興・投資誘致機関を考える」「ラテンアメリカの情報を日本語で調べるには」

ラテンアメリカ・カリブ研究所

日本で随一のラテンアメリカ専門季刊誌の発行のために、手を貸してくださる方を募集しています。寄稿に係わる執筆者とのやり取り、原稿
の編集や校正など、ほとんど在宅でメール連絡が主の作業です。どういったことをして頂くか、ボランティアなのかそれとも多少の謝金を差し
上げられるかなどは、まずは参画して頂いて編集部と一緒に定刊誌作りをしていきながらご相談していきましょう。ラテンアメリカに大いに関
心がある方、関わってこられた方で、編集等にご興味がある方であれば、初級以上のスペイン語・ポルトガル語・英語力は必要ありません。

『ラテンアメリカ時報』発行をお手伝いください

< 最近のイベント >（詳細は協会ホームページのイベント欄をご覧ください。）

10 月 4 日	 ブラジル法律セミナー
	 「日本企業が直面する典型的なリーガルリスクについて」　
	� 笠原 康弘 弁護士
	 ブラジル Tozzini Freire 法律事務所弁護士

10 月11日	� 日・中南米有識者対話「開かれた地域主義（Open 
Regionalism）」-「質の高い成長」に向けた日本と中南
米の相互協力 ‐ （外務省委託事業）

10 月12 日	� 講演会「岐路に立つラテンアメリカ：ポピュリズムとグ
ローバル・インテグレーション」　エドゥアルド・アルベ
ルト・サドゥス大使（アルゼンチン）

10 月 22 日	� 第 6 回大来記念ラテンアメリカ・カリブ政策フォーラム、
「第 4 次産業革命とラテンアメリカ―IDB の取り組みを通
してみる」  中村圭介米州開発銀行（IDB）アジア事務所長

11月14 日	 講演会「太平洋同盟の現状と展望」
	 ハロルド・フォルサイト駐日ペルー大使
	 カルロス・アルマーダ駐日メキシコ大使
	 グスタボ・アジャレス駐日チリ大使
	 アレハンドゥロ・ポサダ駐日コロンビア臨時代理大使

12 月 7 日	 第 26 回ラテンアメリカ関連団体連絡会議
12 月11、12 日
	 第 4 回ラテンアメリカ協会・米インターアメリカン・
	 ダイアログ共催セミナー

2018 年

ブラジル法律セミナー

サドゥス大使

日・中南米有識者対話

太平洋同盟講演会
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『ラテンアメリカ時報』次号予告

次号2019年春号（2019年 4月 25日発行予定）

は「特集 CPTPP の発効とラテンアメリカ・アジアの

繋がり」（仮題）です。米国はトランプ大統領就任と同

時にTPP不参加に転じましたが、わが国はじめ11か

国は TPP11として結成を目ざし2018年 12月 30

日にCPTPP（環太平洋パートナーシップに関する包括

的及び先進的な協定）は発効しました。米州からはカナ

ダ、メキシコ、チリ、ペルーが参加するこの協定を契機

に、ラテンアメリカのアジアへの関心と接近、事例とし

てメキシコとチリから見たアジア、さらにアジアで活動

するラテンアメリカのビジネスマンの姿などから、これ

からの両地域の関係の進展と展開をみます。

「駐日大使インタビュー」は、駐日キューバ大使に最

新の情勢と日本との関係について伺います。

「ラテンアメリカ時事解説」では、米トランプ政権に

よる安全保障面でのラテンアメリカへの再接近と中国・

ロシアの支援の動向、ブラジル大統領選挙に見られた

市民の政治関心動向の変化、トランプ政権の中米からの

“キャラバン”の入国阻止を前に、模索されているメキ

シコと中米の協力関係など、ラテンアメリカでいま起き

ている現象を解析します。

現地からの報告「33 カ国リレー通信」は、現地在住

者からの興味深いレポートを、「ラテンアメリカ随想」

もラテンアメリカに通暁した識者によるエッセイ風の

読み物です。「ラテンアメリカ都市物語」は筆者の視点

での都市の姿の紹介で、近年劇的に変わっているチリの

首都サンチャゴです。

「ラテンアメリカ参考図書案内」は様々なジャンルの

近刊書を紹介する、協会Webサイトとともにご覧にな

れるわが国随一の有用なデータベースです。

　 最新の各国・地域の政経・社会情勢の解説である「ラテンアメリカ時事解説」、現地在住もしくは至近の帰国者による現地報告「33カ
国リレー通信」、その都市の歴史、現在の姿を生活ぶりやその土地独特の気質、スタイル、行事や縁のある人物の関わり等々を執筆者の視点・
切り口で語る「ラテンアメリカ 都市物語」について、会員からのご寄稿をお待ちしています。

　応　募： 事前にテーマと仮題をお申し越し頂いた段階で審議し、ご相談の上「執筆要領」をお送りします。
　字　数： 3,000字～最大4,000字 ＋外数として写真・図表 計 4点まで。
　締　切： 会報編集企画委員会に諮るので、『ラテンアメリカ時報』発行（4，7，10，1月）の3か月以上前までにお申し越し下さい。
　送付先：メールにてご氏名、ご所属・タイトル等の寄稿者情報を付して、『ラテンアメリカ時報』編集部 kihou@latin-america.jp へ。
　謝礼等：�『ラテンアメリカ時報』で採りあげた稿は、掲載誌発行と同時に協会Webサイトの会員ページに掲載します。原稿料は原則と

してお払い出来ません。

『ラテンアメリカ時報』寄稿募集のお知らせ

ラテンアメリカ協会では本誌に広告を掲載する広告主の募集をしています。『ラテンアメリカ時報』は年4回発行され、ラテンアメリカ
諸国の最新情勢分析や政経文化トピックを掲載、内外の皆様から国内随一のラテンアメリカの専門誌として高い評価を得ております。この
数年、ラテンアメリカへの関心の高まりを背景に発行部数は着実に増加しています。この『ラテンアメリカ時報』を貴社の商品・サービス
の広告媒体の一つとしてご活用いただけると存じます。広告掲載料金は下記の通りです。是非掲載のご検討をお願いいたします。

　広告掲載料A4　1ページ	 裏表紙カラー 	 120,000 円 / 年 4 回
　表紙裏及び裏表紙裏	 カラー	 100,000 円 / 年 4 回
　　　　　　　　　同	 モノクロ	 60,000 円 / 年 4 回
　本紙 1/2 ページ	 モノクロ	 40,000 円 / 年 4 回

詳細はラテンアメリカ協会事務局にお問い合わせください。

広告掲載のお願い
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